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■独立行政法人労働政策研究・研修機構「平成 27年労働力需給の推計」
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1

基本的施策の方向性
● 質の高い保健医療提供体制の構築

● 総合的な健康づくりの推進

● 保健・医療・福祉の連携確保

● 安全と生活を守る環境づくり

計画の期間 平成３０年度から平成３５年度まで（６年間）

＊在宅医療等については、平成３２年度に中間見直しを行う予定

計画の性格

医療提供体制の確保を図るための法定計画
（医療法第３０条の４）

計画の基本理念

県民一人ひとりが、
健やかに地域で暮らし、

心豊かに長寿を全うできる
総合的な
保健医療福祉システムづくり

第 編

第１章 改定に当たっての基本方針

少子高齢化が進展する中、特に高齢者人口の急
増が見込まれる千葉県においては、今後、疾病構
造は大きく変化し、医療需要も増加すると見込ま
れることから、超高齢社会に対応した保健医療提
供体制の充実が緊急の課題です。
そこで、いわゆる「団塊の世代」がすべて７５

歳以上となる２０２５年において、本県が目指す
べき医療提供体制を示す「地域医療構想」の実現
に向けた具体的な実行計画となるよう、必要な取
組を盛り込み、計画を全面改定しました。
医療機関の役割分担と連携を推進し、地域にお

いて切れ目のない医療の提供を実現することで、
安心で質の高い医療提供体制の確保を図ります。

千葉県マスコットキャラクター
チーバくん

資料 2
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2

●人口 ●医療資源

●受療動向

年少・生産年齢人口は減少、老年人口は増加
がん、心疾患、肺炎による死亡率は増加傾向

県人口の推移 主な死因別死亡率の推移（県）

人口当たりの医療資源数は、相対的に
少ない

●県民の意識・意向

全国

千葉県

1,038
745 全国45位

人口10万対受療率は相対的に低い

受療率（人口10万対）
今後、県に力を入れて
欲しい医療（上位5つ）

最期を迎える場所（上位3つ）

0
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65歳
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64歳221

415

579
613

0
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S35 45 55 H2 12 22 27

悪性新生物

心疾患

肺炎

脳血管疾患

主な医療資源の数（人口10万対）

病院病床数
（療養・一般病床）

医師数
（医療施設従事）

看護職員数
（就業者数）

全国

千葉県

960.8床

737.9床 全国44位

全国

千葉県

240.1人

189.9人 全国45位

第２章 保健医療環境の現状

①老年医療 34.8%
② がん医療 34.0%
③ 在宅医療 31.2%
④ 救急救命医療 29.6%
⑤ 地域単位の医療

24.3%

全国

千葉県

5,696
4,901 全国46位

外来

入院

30.2

26.3

28.2

24.6

22.5

16.8

25.0

23.3

22.7

36.1

39.5

36.8

37.4

22.5

28.3

47.2

33.7

33.3

12.2

14.9

15.6

16.4

11.3

17.7

11.1

18.6

16.7

12.2

9.2

9.2

8.8

16.9

12.4

5.6

11.6

9.1

7.1

5.7

6.7

9.9

26.8

21.2

8.3

11.6

12.1

2.0

4.5

2.8

2.3

3.5

1.2

6.1

0.4

0.6

0.6

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

千葉(n=255)

東葛南部(n=403)

東葛北部(n=326)

印旛(n=171)

香取海匝(n=71)

山武長生夷隅(n=113)

安房(n=36)

君津(n=86)

市原(n=66)

そう思う どちらともいえない
わからない

無回答

どちらかといえば
そう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

自分が住み慣れた地域で安心して受診できる医療体制にあると思うか。

① わからない 33.8%
② 居住の場 27.4%
③ 居住の場や施設等
で療養、最期は入院

19.7%

意向(県民アンケート) 実績（H28）

① 医療施設
77.7%

② 自宅 15.1%
③ 老人ホーム

5.2%

最期を迎える場所について、県民の意向と実績にギャップがある

資料：国勢調査（総務省） 資料：人口動態調査（厚生労働省） 資料：医療施設調査、医師・歯科医師・薬剤師調査、
衛生行政報告例（厚生労働省）

資料：患者調査（厚生労働省）

資料：県政に関する世論調査、医療に関する県民意識調査（千葉県）、人口動態調査（厚生労働省）

全国

千葉県

1,228.7人

894.1人 全国45位

死亡率（人口10万対）
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保健医療圏 基準病床数

千葉 8,039

東葛南部 12,136

東葛北部 10,728

印旛 4,342

香取海匝 2,284

山武長生夷隅 2,717

安房 1,694

君津 2,479

市原 2,007

千葉県計 46,426

● 基準病床数

（床）

● 二次保健医療圏

・精神病床数

10,674床

・結核病床数

72床

・感染症病床数

60床

保健医療圏：保健医療サービスを提供していくための地域的単位です。

基準病床数：圏域内における病床の整備の目標です。圏域内の病床の適正配備を促進し、各圏域の
医療水準の向上を図るために設定します。

千葉

東葛
南部

東葛北部

印旛

市原

君津

安房

香取海匝

山武長生夷隅

第３章 保健医療圏と基準病床数

第４章 地域医療構想

２０２５年に向けて、少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療・介護資源を効
果的・効率的に活用し、県民が地域において安心で質の高い医療・介護サービスが受け
られるよう、地域保健医療連携・地域医療構想調整会議等を活用しながら医療機関の病
床機能の分化と連携を推進します。

● ２０２５年における必要病床数及び在宅医療等の必要量

構想区域 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計

千葉 1,077 3,028 2,520 1,859 8,484
東葛南部 1,376 4,783 4,072 2,779 13,010
東葛北部 1,386 4,227 3,647 2,439 11,699
印旛 594 1,947 1,625 1,382 5,548

香取海匝 289 745 587 560 2,181
山武長生夷隅 104 887 946 994 2,931

安房 308 602 358 373 1,641
君津 232 806 810 522 2,370
市原 284 826 695 335 2,140

千葉県計 5,650 17,851 15,260 11,243 50,004

在宅医療等
の必要量

15,329
22,651
19,127
7,054
2,517
4,919
2,064
2,866
2,239

78,766

3

（床）

（人／日）

・療養病床及び一般病床数

－ 設置等の趣旨（資料） ― 8 ―



総 論

各 論

が
ん

• 予防や早期発見・早期治療が重要
• 医療機関のネットワーク、相談支援体制、
緩和ケア提供体制等の充実が必要

• 治療と仕事の両立支援に関するニーズの
高まり、小児がん等への支援の多様な
ニーズ

● がん予防の普及啓発

● がん検診の受診率向上と精度管理

● 拠点病院等を中心とした医療連携

● 緩和ケアの推進、小児がん等の対策

● 相談、情報提供、患者の生活支援等

精
神
疾
患

。

認
知
症

脳
卒
中

• 生活習慣改善による発症予防が重要

• 発症直後の早期受診が予後に関わる

• ２４時間の急性期医療体制確保、病期に
応じたリハビリの実施、発症から在宅ま
で切れ目のない医療・介護の提供が必要

● 生活習慣と脳卒中の関係についての周知

● 特定健診・特定保健指導による予防推進

● 脳卒中発症時の対応に関する啓発

● 救急医療体制、地域リハビリ支援体制整備

● 多職種連携、医療・介護連携の促進

心
筋
梗
塞
等
の

心
血
管
疾
患

• 生活習慣改善による発症予防が重要

• 発症直後のＡＥＤ使用、救急要請、早期
受診など迅速な対応が予後に関わる

• 早期リハビリから退院後の再発予防まで
多職種による一貫したリハビリが必要

● 生活習慣と心血管疾患の関係についての周知

● 特定健診・特定保健指導による予防推進

● 急性の心血管疾患発症時の対応に関する啓発

● 応急処置に関する知識・技術の普及

● 救急体制整備、多職種・医療介護連携の促進

糖
尿
病

• 生活習慣改善による発症予防が重要

• 健診結果に応じた受診勧奨や保健指導の
実施による重症化・合併症予防が重要

• 多職種や多施設、保険者と医療機関等の
連携した指導や自己管理への支援が重要

● 生活習慣と糖尿病の関係についての周知

● 特定健診・特定保健指導による生活習慣病

予防対策の推進

● 重症化予防に向けた取組の支援

• 精神障害者も地域の一員として安心して
自分らしく暮らせる環境が必要

• 多様な精神疾患にも対応できる医療連携
体制の構築が必要

● 相談支援窓口の周知と機能の充実

● 発症から精神科受診までの時間の短縮化

● 早期退院や地域生活継続のための支援

● 多様な精神疾患等ごとに対応できる医療機関
を明確にし、医療連携による支援体制を構築

• 発症予防と早期発見・早期対応が重要

• 若年性認知症への対応が必要

• 入院時からの在宅復帰支援や、地域生活
を支えるための仕組みが重要

• 本人やその家族の意思を尊重した看取り
が重要

● 認知症に対する正しい理解の普及・啓発と
やさしいまちづくりの推進

● 認知症予防の推進、早期診断と適切な医療・
介護連携体制の整備、多職種協働の推進

● 人材の養成、本人やその家族への支援

● 若年性認知症施策の推進

● 循環型地域医療連携システムの構築

第１章 質の高い保健医療提供体制の構築

4

循環型地域医療連携システム イメージ図

• 患者を中心として、急性期から回復期までの治
療を担う地域の医療機関の役割分担と連携等を
推進する「循環型地域医療連携システム」を一
層推進します。

• 併せて、地域医療の機能分化と連携を進めるこ
とで、地域医療構想の達成に向けて取り組んで
いきます。

急性期入院

地域医療連携室

通院
退院

発症
○かかりつけ医・

歯科医・薬剤師
・薬局

○訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

○市町村
○地域包括支援

センター
○介護サービス

事業所 等

在宅

訪問診療
訪問看護

居宅サービス

転院

退院

情報共有

情報共有（自宅、特養等）

介護老人保健施設等
回復期

地域医療連携室

情報共有

第 編

現状と課題 主な取組
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5

救
急
医
療

•傷病者の搬送・受入の円滑化が重要
•ＡＥＤ使用率が低い
•救急搬送件数の増加
•救急搬送時間の長時間化
•症状の程度に応じた救急医療体制が必要

● メディカルコントロール体制の強化

● 応急処置に関する知識・技術の普及

● 救急車適正利用の啓発、救急医療情報の提供

● 救急医療体制の整備・機能充実

災
害
医
療

•災害時の医療救護体制や広域医療連携
マニュアルを定めておくことが必要

•災害時に医療活動を行う病院や被災地で
救急医療等に対応できる体制が必要

•応急資器材の準備、平時の訓練が重要

● 災害医療体制や医療救護マニュアルの整備

● 災害拠点病院、DMAT、医療救護班等の整備

● 精神科領域における災害医療体制の整備

● 診療に必要な水等の確保、防災訓練の実施

周
産
期
医
療

•リスクを伴う出産が増加し、これに対応
できる医療施設の確保が必要

•周産期の医療従事者は全国平均を下回る
• NICU等の医療設備は地域偏在がみられる

● 周産期母子医療センター、NICUの整備・支援

● 周産期医療連携体制、搬送体制の整備

● 災害時における周産期医療体制の強化

● 周産期医療従事者の人材確保と育成

小
児
医
療

•小児救急患者の救命率向上が必要
•軽症患者の救急病院への集中がみられる
•小児医療従事医師数が少なく地域偏在も
みられる

● 小児救急医療啓発事業、電話相談事業の実施

● 小児救急医療体制の整備・充実

● 小児救命集中治療ネットワークの運用

● 災害時における小児医療体制の強化

•入院から在宅医療への切れ目のない医療体制の
構築が必要

•在宅医療に係る資源や後方支援体制が不十分
•市町村圏域を基本に提供体制整備が必要
•死亡場所に関する県民の意向と現実にはかい離
がみられる

•人口当たり従事者数の少ない職種がある
•離職防止のためワークライフバランスに配慮
した就労環境づくりが重要

● 医療・介護の多職種連携の促進

● 在宅医療を担う人材の増加、質の向上

● 市町村の在宅医療・介護連携の取組への支援

● 在宅医療に対する医師等の負担の軽減

● 患者が望む場所で看取りができる環境づくり

● 人材の養成確保

医
師

● 養成・確保対策の推進
● 偏在解消対策
● 女性医師等の定着促進・再就業支援対策

歯
科
医
師

● 高齢者等の歯科治療のための研修会の

充実

● 臨床研修の充実

薬
剤
師

● 研修制度の充実
● 専門・認定薬剤師の育成
● 就業の促進 ● 公益活動の実施
● 薬学部学生の医療機関等における実習
受入体制の整備

理学療法士・作業療法士

● 人材の確保及び資質の向上

歯科衛生士

● 人材の確保及び資質の向上 ● 復職支援

栄養士（管理栄養士）

● 資質の向上

•県内でも従事者数の偏在がみられる
•高齢患者増加等に対応した資質向上が必要

● 在宅医療の推進

看
護
職
員

● 看護師等の養成確保
● 離職防止と再就業の促進対策
● 人材確保と看護に関する普及啓発
● 職種別看護職員の資質の向上
● 継続教育の支援、研修体制の整備・充実

現状と課題 主な取組

－ 設置等の趣旨（資料） ― 10 ―
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第２章 総合的な健康づくりの推進

● 地域医療の機能分化と連携

● 医療機能の充実と県民の適切な受療
行動の促進

● 総合診療機能の充実

● 地域医療連携の推進

● 自治体病院の連携の推進や経営改善
の支援

● 県立病院が担うべき役割

● 薬局の役割

● 患者の意思を尊重した医療

● 各種疾病対策等の推進

● 結核対策 ● エイズ対策

● 感染症対策 ● 肝炎対策

● 難病対策

● 小児慢性特定疾病対策

● アレルギー対策 ● 臓器移植対策

● 歯科保健医療対策

● リハビリテーション対策

● 高齢化に伴い増加する疾患等対策

人生の最終段階にどのような医療を受けたいかを
日頃から考え、家族等と話し合い、共有すること
の重要性を啓発します。

┐
高齢者に多くみられるロコモティブシンドローム
やフレイル（虚弱）、大腿骨近位部骨折、誤嚥性
肺炎について、疾病・介護予防を中心に、医療・
介護が連携した総合的な取組を進めます。

┐

• 急速な高齢化が進む中、元気で活発な高
齢期の延伸を目指すことが重要

• 平均自立期間について市町村格差が存在

• 健康増進には生活習慣の改善が重要
• 生活習慣はライフステージや性、おかれ
ている社会経済状況等により異なる

• 生活習慣病による死亡数は全体の約６割
• 症状の進展や合併症の予防も重要

• 個人の健康づくりへの取組だけでなく、
地域社会の課題に取り組むことが必要

● 個人の生活習慣の改善とそれを支える社会環境の
整備

● ライフステージに応じた心身機能の維持・向上

● 生活習慣病の発症予防と重症化予防

● 総合的ながん対策の推進

● 総合的な自殺対策の推進

● つながりを生かし、健康を守り支える環境づくり

「健康ちば２１」（健康増進計画）と整合した取組を進めます。

★地域医療に従事する医師の確保

県では、大学と連携して、地域医療に貢献しようと考えている医学生に対して修学資
金を貸し付け、医師免許取得後、一定期間、医師不足地域の病院で働いていただくこと
で返還を免除する「医師修学資金貸付制度」を実施しており、これまで延べ２８７名に
貸付を行いました。
すでに大学を卒業した６８名の医師が県内の医療機関に就業しており、今後、順次、
医師不足地域の自治体病院等に勤務する予定です。
この制度によって、平成３７年度までに、約４００名の医師が確保できる見込みで
す。

～医師の養成・確保・偏在解消に向けて～

★医師のキャリア形成や能力向上を応援

県が千葉大学医学部附属病院内に開設した「千葉県医師キャリアアッ
プ・就職支援センター」では、初期臨床研修や専門研修を受ける医師を
県内外から確保するため、県内医療機関の情報発信や医師からの相談に
対応しています。
また、若手医師を対象にしたスキルアップ研修や、高度なシミュレー
ション機器を用いた医療技術研修等を実施しており、県内から多くの医
師が参加しています。

県では医師確保に向けて様々な取組を進めています。

－ 設置等の趣旨（資料） ― 11 ―



第４章 安全と生活を守る環境づくり

第 編

高齢化の状況や医療需要の増加幅、医療資源の量、医療提供体制を支える人材の数などには地域差があり、
地域の実情に応じた取組を進めます。

7

人口

高齢化率
悪性

新生物
心疾患 肺炎 総人口

うち

65歳以上
入院 在宅

％ 人 人 人 ％ ％ ％ ％

千 葉 25 256 135 80 1 39 27 98

東 葛 南 部 23 228 123 66 ▲1 28 37 112

東 葛 北 部 26 258 133 80 ▲2 27 44 78

印 旛 25 255 156 93 ▲5 33 33 60

香 取 海 匝 32 383 250 142 ▲17 7 ▲15 19

山武長生夷隅 32 352 271 125 ▲12 16 52 46

安 房 39 438 287 153 ▲16 1 ▲34 15

君 津 28 307 179 112 ▲10 19 30 44

市 原 26 301 164 91 ▲7 26 21 69

千 葉 県 26 269 155 87 ▲4 26 30 78

備 考
H27

国勢調査

疾患別死亡率（人口10万対死亡者数） 推計人口（増減率） 医療需要見込み（増減率）

H28 人口動態統計 H25→H37増減率
H25→H37増減率

圏域内に住所を有する患者数

●健康危機管理体制

●医療安全対策等の推進

第３章 保健・医療・福祉の連携確保

子どもやその親、高齢者、障害者に対して適切な保健医療サービスを提供するとともに、保健・医療・福祉の
各分野における資源が有機的に連携することで効率的で一貫したサービスを提供できるよう連携拠点の
整備を進めていきます。

• 安 心 ・ 快 適 な 妊 娠 ・
出 産 ・ 育 児 の た め の
体制の充実

• 周産期医療の充実

• 専門的相談体制の整備

• 地域母子保健体制充実

• 児童虐待の未然防止・
早期発見・早期対応の
ためのネットワーク整備

• 虐待を受けた子どもや
虐待をした親への支援

• 介護予防事業の充実強
化

• 高齢者虐待防止対策の
充実強化

• 地域における生活を支
えるための包括的な支
援体制の充実強化

• 地 域 に お け る 相 談 ・
支援体制の充実強化

• 障害者の受診支援の
取組推進

• 医療・介護・福祉施設・
事業所等との連携推進

• 在宅重症心身障害児
(者)等への支援の推進

• 医療費負担の軽減

• 障害者理解の促進と差
別の解消・虐待の防止

• 健康福祉センター（保健
所）

• 市町村保健センター

• 衛生研究所

• 県立保健医療大学

母子保健
医療福祉対策

高齢者保健
医療福祉対策

障害者保健
医療福祉対策

連携拠点の
整備

●快適な生活環境づくり

－ 設置等の趣旨（資料） ― 12 ―



～医療機関の役割分担・連携を推進します～

○ 地域の病院や診療所などの医療機関、介護事業所等の役割分担と相互連携
を進めるため、地域の実情に応じた情報共有の仕組みづくりを推進

○ 二次保健医療圏ごとに地域の医療機関や関係団体、市町村などで構成される
「地域保健医療連携・地域医療構想調整会議」等を実施

千葉県保健医療計画【概要版】

平成30年7月発行 千葉県健康福祉部健康福祉政策課
TEL ０４３－２２３－２６０９

保健医療計画の本編は、県ホームページに掲載しています。
http://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/keikaku/kenkoufukushi
/30hokeniryou.html

保健医療計画 千葉県 検索

8

医療機関は、施設の
希望や専門性などに
応じて互いに役割を
分担

医療・介護サービスが
切れ目なく受けられるよ
う、介護サービス事業
者も含めた連携が必要

地域ごとに、その状況
に応じた必要な医療
機能の確保が重要

５疾病４事業ごとの連携イメージ図と、イメージ図に対応した医療機関一覧は
千葉県ホームページに掲載しています。

～循環型地域医療連携システムの構築～

患者を中心として、急性期から回復期までの治療を担う地域の医療機関の役割分担と連
携、更には健康づくり・介護サービス等と連動する体制の充実を目指しています。

関係機関による
情報共有

治療方針、治療内容、
達成目標 など

入院

退院

発症

通院

訪問診療

訪問看護

居宅サービス

地域医療連携室

地域医療連携室

情報共有

情報共有

（自宅、
介護老人福祉施設 等）

退院

転院

在宅

回復期

急性期

介護老人
保健施設 等

● 診療所
かかりつけ医
かかりつけ歯科医

● かかりつけ薬剤師・薬局
● 訪問看護ステーション
● 市町村

● 地域包括支援センター
● 居宅介護支援事業所
● 介護サービス事業所

等

－ 設置等の趣旨（資料） ― 13 ―
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第３章 在宅医療の推進 

「千葉県保健医療計画 第 2編 第 1章 第 3節 在宅医療の推進（222 ページから 232

ページ）」については、以下のとおりとします。 

(ｱ) 施策の現状・課題

ａ 在宅医療の対象者の状況

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、今後、本県の総人口は緩やかな 

減少を続け、令和7年には 611万 8千人に減少する一方、65歳以上の人口は179万 

1 千人に達すると見込まれています。特に、75歳以上の人口の増加は顕著で、全て

の「団塊の世代」が 75 歳以上となる令和 7 年には平成 27 年の約 1.5 倍の 107 万 

2千人になることが見込まれています。 

また、本県における要介護等認定者数は、令和 2年度の 29万人から令和 22年度

には 42 万 2 千人に急増すると見込まれており、このうち、要介護 4 及び 5 のいわ

ゆる重度者は、令和 2 年度の 6 万 1 千人から令和 22 年度には 9 万 4 千人を超える

見込みとなっています。 

訪問診療＊の需要を年齢別にみると、高齢になるにつれて急増しています。 

また、在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者数は、年々増加しており、特

に、医療技術の進歩等を背景として、退院後も人工呼吸器や胃ろう等を使用し、た

んの吸引や経管栄養などの医療的ケアを受けながら日常生活を営む小児や若年層の

患者が増加しています。 

77 93 105 

152 
182 

223 
61 

73 
94 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

R2 R7 R22
要支援 要介護1～3 要介護4～5

290 
348 

422 
(千人) 

図表2-1-3-1 要介護等認定者数の推計 

資料：千葉県高齢者保健福祉計画 

 

図表2-1-3-2 全国の年齢別訪問診療回数 

資料：令和元年 社会医療診療行為別統計（厚生労働省・令和元年6月審査分） 

16,696 36,048 66,605 130,710 
255,574 

999,093 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

６０～６４歳 ６５～６９歳 ７０～７４歳 ７５～７９歳 ８０～８４歳 ８５歳以上

(回数)

■千葉県保健医療計画中間見直し

資料3

－ 設置等の趣旨（資料） ― 14 ―
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疾病構造の変化や高齢化の進展、医療技術の進歩、ＱＯＬ向上を重視した医療へ

の期待の高まりなどにより、在宅医療のニーズは増加し、多様化しています。 

また、地域医療構想においては、現状の療養病床の患者の一部を、将来的には在

宅医療や介護老人保健施設＊、特別養護老人ホーム等が担っていくこととされてい

ます。病床機能の分化・連携が進んだ先に、在宅医療等の利用見込者数は令和 7年

に 1日当たり 7万 8千人になると見込まれており、そのうち訪問診療のニーズは、

平成25年度の 1．8倍以上になると推計されています。 

図表2-1-3-3 地域医療構想策定における在宅医療等の新たなサービス必要量のイメージ 

 

資料：H29.3.8 第 10回医療計画の見直し等に関する検討会資料（一部改変） 

現在の在宅医療患者（Ⓐ）に加えて、病院の入院患者のうち比較的病状が安定している療養病床の入院患者と

一般病床の入院患者（Ⓑ）について、在宅医療等又は外来診療で対応することとなる。

※図はイメージであり在宅医療等の需要増には高齢化に伴う需要増が含まれることになる。

在宅医療等＝居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健

施設、その他医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所に

おいて提供される医療  

－ 設置等の趣旨（資料） ― 15 ―



6 

ｂ 県民の希望と意識

県が実施した「令和 2年度在宅医療実態調査」によれば、病気で長期にわたる治

療（療養）が必要になった場合に、「入院医療」を希望すると回答した方は、 

44．3％、「在宅医療」を希望すると回答した方は32．4％、「わからない」と回答

した方は23．3％でした。 

自分が最期を迎えたい場所として、「医療機関」が22．2％、「居住の場（自宅や

サービス付き高齢者向け住宅など）」が38．7％、「介護保険施設（特別養護老人ホ

ームなど）」が8．6％、「わからない」が29．9％でした。一方で、72．3％の県民

が病院で最期を迎えている現実があります。 

医療機関で最期を迎えたい理由としては「常に医師や看護師が対応してくれる安

心感があるため」「医療機関以外で最期を迎えるイメージができないため」が相当

程度あり、在宅での医療・介護の条件が整うならば、居住の場での療養を希望する

県民が多数いるものと推測されます。 

図表2-1-3-4 最期を迎える場所に関する県民の意識と実態 

資料：令和2年度在宅医療実態調査（千葉県・複数回答可） 

○ 居住の場で最期を迎えたい理由 ○ 医療機関で最期を迎えたい理由

住み慣れた自宅で最期を迎えたい 72.4% 
常に医師や看護師が対応してくれる 
安心感がある 

67.7% 

気をつかわずに自由でいられる 47.5% 急変時に対応できる設備がある 45.6% 

常に家族がそばにいて安心感がある 41.3% 症状の緩和のための医療が受けられる 42.2% 

点滴や酸素吸入や尿管など管だらけに
なるのは辛い 

17.5% 
医療機関以外で最期を迎えるイメージが
できない 

23.7% 

息を引き取る直前まで治る希望が持ち続
けられる 

11.4% 

医療機関
22.2%

居住の場
38.7%介護保険施設

8.6%

わからない
29.9%

その他, 0.6%

○ 最期を迎える場所（希望）

病院
72.3%

診療所
1.3%

介護医療院・

介護老人保健施設
2.4%

老人ホーム
6.6%

自宅
15.7%

その他, 1.7%

○ 最期を迎える場所（現実）

資料：令和2年度在宅医療実態調査（千葉県） 資料：令和元年度人口動態調査（厚生労働省） 

－ 設置等の趣旨（資料） ― 16 ―
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ｃ 退院支援 

入院中の患者が、安心、納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を

継続できるようにしていくためには、入院初期から退院後の生活を見据えた退院支

援が重要であり、診療報酬においても、介護支援専門員＊（ケアマネジャー＊）と

の連携など退院支援を積極的に行う医療機関の取組が評価されています。 

令和元年度病床機能報告＊によれば、地域医療連携室等の退院調整部門を設置し

ている病院は、報告のあった245病院中 168 病院でした。 

また、施設間の連携を推進した上で、入院早期から退院困難な要因を有する患者

を抽出し、入退院支援を実施している有床診療所・病院は144箇所（令和元年）で

あり、全ての医療機関で十分な支援が行われているとは言えない状況です。 

入院患者の退院支援を進めるためには、病院と受入れ側の医療・介護事業者間に

おいて、多職種が連携しながら、患者の状況に応じて、必要な在宅医療や介護サー

ビスの内容や提供方針の検討、共有ができる体制の構築が求められています。 

ｄ 日常の療養支援 

（訪問診療等の医療資源） 

県内で訪問診療を行う病院は 93 箇所（平成 29 年）、実施件数（1 か月間）は 

6,523 件で、平成23年の 3,733 件に比べて増加しています。 

また、訪問診療を行う診療所は476箇所（平成29年）、実施件数（1か月間）は 

45,882 件と、平成23年の 21,633 件から増加しています。これらの内訳は、在宅療

養支援診療所＊262 箇所、41,873 件、在宅療養支援診療所以外の診療所 214 箇所、 

4,009 件となっています。 

図表2-1-3-5 訪問診療実施医療機関数・件数 

資料：医療施設調査（厚生労働省） 

訪問歯科診療＊の実施状況について、居宅への訪問の場合は、実施診療所は348箇

所（平成29年）、実施件数（1か月間）は5,893 件であり、施設への訪問の場合は、

実施診療所は 303 箇所（平成 29 年）、実施件数（1 か月間）は 22,076 件でした。

平成23年の居宅341 箇所・3,402 件、施設227箇所・8,459 件から増加しています。 

平成23年 平成 26年 平成 29年 

訪問診療実施診療所数 449 491 476 

訪問診療実施病院数 99 101 93 

訪問診療実施件数 
(1か月間) 

合計： 25,366 
(内訳) 
一般診療所： 

21,633 
病院：  3,733 

合計： 42,892 

(内訳) 
一般診療所： 

37,652 
病院：  5,240 

合計： 52,405 
(内訳) 
一般診療所： 

45,882 
病院：  6,523 

－ 設置等の趣旨（資料） ― 17 ―
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また、訪問口腔衛生指導を実施している診療所・病院数は172箇所(平成 29年)で

あり、平成23年の 127箇所から増加しています。 

図表2-1-3-6 歯科診療所訪問診療実施機関数・件数 

平成 23年 平成 26年 平成 29年 

訪問診療実施診療所（居宅） 341 342 348 

訪問診療実施診療所（施設） 227 286 303 

訪問診療実施件数（居宅） 3,402 5,171 5,893 

訪問診療実施件数（施設） 8,459 16,800 22,076 

資料：医療施設調査（厚生労働省） 

図表2-1-3-7 訪問口腔衛生指導実施機関数 

平成 23年 平成 26年 平成 29年 

訪問口腔衛生指導実施機関数 127 162 172 

資料：医療施設調査（厚生労働省） 

在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局＊数は、2,031 箇所（令和 3 年 4 月）でし

た。平成24年 9月の 1,348 箇所から増加しています。 

図表2-1-3-8 在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局 

平成 24年 平成 29年 令和 3年 

在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局 1,348箇所 1,749箇所 2,031箇所 

資料：関東信越厚生局届出 

訪問看護ステーション＊数は 388 箇所（令和元年 10 月）、利用者数は 27,781 人

（令和元年 9月）であり、平成 24年 10 月の 219 箇所、平成 24年 9月の 11,828 人

から増加しています。県内の訪問看護ステーションは、看護職員数(常勤換算)5 人

未満の小規模なステーションが全体の半数を占めています。こうした施設も訪問看

護サービス提供のため、重要な役割を果たしていますが、規模を拡大するなどの機

能強化を図ることで、より安定的な訪問看護サービスの提供体制を整備することが

求められています。在宅医療を支える訪問看護は、病院や診療所からも実施されて

います。退院後も継続的に医療を受けながら日常生活を営むことができるよう、病

院や診療所からの訪問看護と地域の訪問看護ステーションとの連携が重要です。 

図表2-1-3-9 訪問看護ステーション数・利用者数 

資料：介護サービス施設・事業所調査（厚生労働省） 

平成24年 平成 28年 令和元年 

訪問看護ステーション数 219箇所 308箇所 388箇所 

訪問看護ステーション利用者数 11,828人 18,370人 27,781人 

－ 設置等の趣旨（資料） ― 18 ―
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図表2-1-3-10 訪問看護ステーションの規模 

看護職員数(人) 2.5～3 未満 3～5 未満 5～7.5 未満 7.5～10 未満 10～15 未満 15～20 未満 20 以上 

割合 12.2% 41.4% 33.5% 8.7% 2.3% 0.8% 1.1% 

資料：令和2年度在宅医療実態調査（千葉県） 

訪問リハビリテーションの介護給付費請求事業所数は、平成 25 年 4 月審査分の

108 箇所から令和 2 年 4 月審査分は 145 箇所に増加しています。リハビリテーショ

ンは、患者の症状に応じて必要な時期に提供されることが重要であり、医療的ケア

を要する人へのリハビリテーションや摂食嚥下障害＊のリハビリテーションなども

含め、通院、通所が困難になった場合に居宅で実施する訪問リハビリテーションの

重要性が増すと考えられます。 

図表2-1-3-11 訪問リハビリテーション請求事業所数 

資料：介護給付費等実態調査（厚生労働省） 

平成 24 年 9 月と令和 3 年 4 月時点を比較すると、在宅医療の中心的な役割を担

う在宅療養支援診療所は、302 箇所から 384 箇所、在宅療養支援病院＊は 23 箇所か

ら46箇所、在宅療養支援歯科診療所＊は113箇所から299箇所、在宅患者訪問薬剤

管理指導料届出薬局は1,348 箇所から 2,031 箇所、機能強化型訪問看護ステーショ

ン＊は平成27年の 14箇所から29箇所へと増加しています。 

図表2-1-3-12 在宅療養支援診療所・病院等の数 

平成 24年 平成 29年 令和 3年 

在宅療養支援診療所 302箇所 343箇所 384箇所 

在宅療養支援病院 23箇所 33箇所 46箇所 

在宅療養支援歯科診療所 113箇所 329箇所 
299箇所 

※R2.4施設基準変更

在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局 1,348箇所 1,749箇所 2,031箇所 

機能強化型訪問看護ステーション 

※平成26年創設

14箇所 

（平成27年） 
16箇所 29箇所 

資料：関東信越厚生局届出 

県内の在宅医療資源は、おおむね増加しているものの、全国平均と比較すると、 

人口 10万人当たりの在宅療養支援診療所数・病院数は 6.6 箇所（平成 31年 3月時

点：全国平均12.5）、在宅療養支援歯科診療所数は4.8箇所（令和 3年 5月時点：

全国平均 6.7）、在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局は31．6箇所（令和2年 11

月時点：全国平均 41.4）、訪問看護ステーション数は 6.2 箇所（令和元年 10 月時

点：全国平均 9.2）と相対的に少なく、また、在宅療養支援診療所が 1 箇所もない

市町村があるなど資源の偏りも見られます。 

4 月審査分 平成 25年 平成 29年 令和 2年 

訪問リハビリテーション請求事業所数 108箇所 133箇所 145箇所 

－ 設置等の趣旨（資料） ― 19 ―
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人工呼吸や気管切開などの医療的ケアが必要となる医療的ケア児＊等の訪問診療

などに対応できる医療機関が少ないことも課題です。また、人工呼吸器等を使用し

ている医療依存度の高い在宅療養者に対しては、災害を想定した備えを含めた支援

が必要です。 

これらのことから、在宅療養を希望する患者を日常的に支える医療体制の整備や、

在宅医療を担う職種の増加、質の向上が重要です。 

図表2-1-3-13 医療的ケア児への対応可能施設数 

調査対象 対応可能機関数 

在宅療養支援診療所 326 39 

在宅療養支援病院 29 0 

訪問看護事業所 242 81 

資料：平成26年度小児等在宅医療連携拠点事業における調査（千葉県） 

（在宅医療・介護の多職種連携） 

在宅医療を必要とする方には、訪問診療を受ける患者だけではなく、病院・診療

所の外来において通院による診療を受けながら必要に応じて訪問看護などのサービ

スを受ける患者も含まれます。外来での診療を通じて患者の生活を支援し、通院が

困難になっても適切に往診＊・訪問診療につなぐことが重要です。 

患者の生活機能や家庭環境等に応じて、また、患者を身近で支える家族の負担軽

減を図るためにも訪問診療、訪問歯科診療、訪問薬剤指導、訪問看護、訪問リハビ

リテーション、介護など、在宅医療を担う多職種の協働を推進することが必要です。 

その際には、高齢者の孤立化を防ぐ観点からも、在宅生活を支える介護・福祉分

野の職種との連携も重要です。 

ｅ 急変時の対応 

在宅医療よりも入院医療を希望する理由として、家族の負担への懸念や急変時の

対応に関する患者の不安が挙げられています。（令和 2年度在宅医療実態調査・千

葉県） 

在宅療養患者の急変時等に往診を実施している医療機関数は 620 箇所（平成 29

年）、実施件数（1か月間）は7,739 件で、平成23年の 5,649 件に比べて増加して

います。また、在宅療養後方支援病院＊として届出されている病院は15箇所（令和

3年 4月）、24時間対応可能な訪問看護ステーションは370箇所（令和元年10月時

点）となっています。 

複数の医師や訪問看護師の連携などにより、24時間対応の連携体制の構築や入院

医療機関における円滑な受入れといった後方支援体制の構築が必要です。 

－ 設置等の趣旨（資料） ― 20 ―
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図表2-1-3-14 往診実施医療機関数・件数 

平成 23年 平成 26年 平成 29年 

往診実施診療所数 610 614 566 

往診実施病院数 49 52 54 

往診実施件数 
(1か月間) 

合計： 5,649 
(内訳) 

一般診療所：  4,707 
病 院     ：  942 

合計： 6,256 
(内訳) 

一般診療所：  5,623 
病院      ：  633 

合計： 7,739 
(内訳) 

一般診療所：  7,108 
病院      ：  631 

資料：医療施設調査（厚生労働省） 

図表2-1-3-15 往診実施医療機関数（2次保健医療圏別） 

資料：平成29年医療施設調査（厚生労働省） 

ｆ 在宅での看取りなど 

本県の在宅死亡率は、22．3％（令和元年度）で、全国平均の22．2％と同程度で

す。一方、医療機関で亡くなる方は 7割を超えています。実際には、病状等に応じ

て療養場所の選択肢が限られてしまう場合もあり、一概には比較できませんが、県

民の希望する長期療養の場所や最期を迎える場所と現状には、かい離がみられます。

なお、上記の在宅死亡率算定の基礎となる「在宅死」には、いわゆる「孤立死」と

いった、誰にも看取られることなく亡くなった後に発見される死も含まれることに

注意が必要です。 

また、令和 2年度に千葉県が行った「在宅医療実態調査」では、人生の最終段階

における医療・療養について、「話し合ったことはない」と回答した方が46．7％で

した。 

このことから、在宅看取りのための医療提供体制の整備と併せて、県民ひとりひ

とりが、在宅医療の理解を深めるとともに、自身の医療について考え、家族や医療

従事者等と話し合い、県民自身が望む場所で看取りができる環境づくりも重要な課

題です。 

9 7 7 5 5 6 7 5 3

95
128 123

53 39 58 22 34 14
0

50

100

150

千葉 東葛南部 東葛北部 印旛 香取海匝 山武長生夷隅 安房 君津 市原

病院 診療所104 
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58 44 
64 

29 39 17 

か所
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図表2-1-3-16 人生の最終段階における医療・療養についての話し合い状況 

ｇ 市町村等との連携 

今後は、在宅医療を担う医療機関の拡充を促進するとともに、地域包括ケアの推

進の観点も踏まえ、在宅での療養生活に欠かせない介護・福祉サービスを担う市町

村や介護支援専門員（ケアマネジャー）との連携を強化しながら、地域の医療・介

護資源や連携の状況などを踏まえて、在宅医療の提供体制の整備を進めていく必要

があります。 

(ｲ) 施策の具体的展開

ａ 退院支援

（医療・介護の多職種連携の促進）

○ 患者、利用者の生活の視点に立って、入退院支援、日常の療養支援、急変時の

対応、看取り等の場面に応じて切れ目ない医療・介護を提供するための多職種連

携を促進します。

○ 多職種連携を促進するために、入退院支援の仕組みづくりやＩＣＴ＊等の活用

の検討など、効果的・効率的な連携の支援に取り組みます。

○ 県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協会、県介護支援専門員協議会

などの医療・介護関係団体や行政を構成員とする千葉県在宅医療推進連絡協議会

などを活用し、医療・介護の連携促進に取り組みます。

ｂ 日常の療養支援 

（在宅療養支援体制の確保） 

○ 訪問診療や往診を行い、在宅医療を支える診療所や病院の確保に取り組みます。 

○ 訪問診療の普及のためには訪問看護の充実が不可欠であることから、訪問看護

ステーションの確保に取り組みます。また、24時間体制や安定的なサービス提供

体制を確保するため、訪問看護ステーションの大規模化等を促進します。

問 あなたは、人生の最終段階における医療・療養についてご家族などの身近な人や医療 

介護関係者と話し合ったことがありますか。 

詳しく話し

合っている

5.4%

一応話し

合っている

47.9%

話し合った

ことはない

46.7%

資料：令和2年度在宅医療実態調査（千葉県） 

－ 設置等の趣旨（資料） ― 22 ―
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○ 病院や診療所が実施する訪問看護と地域の訪問看護ステーションとの連携を推

進します。

○ 患者が住み慣れた自宅や地域で安心して療養生活を送れるようにするために、

かかりつけ医＊を中心とした在宅医療提供体制の整備を関係機関と連携を図りな

がら促進します。

○ 「千葉県地域医療総合支援センター」において、県医師会が行う在宅医療に関

する県民への普及啓発などについて支援します。

○ 人工呼吸器等を使用している医療依存度の高い在宅療養者に対し、市町村を始

めとする関係機関と協力しながら、災害を想定した備え等について支援します。

○ 訪問歯科診療に必要な設備を整備するとともに、「在宅歯科医療連携室」にお

いて、在宅歯科診療に関する県民への情報提供や相談などについて県歯科医師会

と協働して取り組みます。

○ 在宅医療における薬剤師・薬局の役割や機能を確立するために、県薬剤師会が

行う市町村など関係機関との多職種連携強化について支援します。

（在宅医療を担う医師・歯科医師・薬剤師・訪問看護師等の増加、質の向上） 

○ 在宅医療を担う人材の増加に取り組みます。

○ 訪問看護師の人材確保と定着促進のため、訪問看護師の育成や相談、普及啓発

等の事業を県看護協会と協働して取り組みます。

○ 在宅医療機関等が、がん患者や医療的ケア児等にも対応できるよう、医師、看

護師等医療関係者の一層のスキルアップに取り組みます。

○ 在宅歯科診療を担う医療従事者の研修に取り組みます。

○ 在宅医療を担う薬剤師を確保するため、県薬剤師会が行う薬剤師による在宅患

者への訪問薬剤管理指導の実地研修を支援します。

（市町村の在宅医療・介護連携の取組への支援） 

○ 医療と介護の広域的な連携を図るための場を地域の実情に応じて提供するほか、 

市町村職員等を対象とし、医療と介護の連携に関する相談に関する研修等を実施

するなど、在宅医療・介護連携に取り組む市町村を支援します。

ｃ 急変時の対応 

（在宅医療に対する医師等の負担の軽減） 

○ 在宅医療の推進に当たり、医師が最も負担に感じる 24 時間体制の確保や急性

増悪時等への対応などの在宅医療を担う医師の負担の軽減に向けた支援に取り組

みます。

－ 設置等の趣旨（資料） ― 23 ―
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ｄ 看取り 

（患者が望む場所で看取りができる環境づくり） 

○ 県民に、人生の最終段階における生き方や本人が望む場所での看取りについて

考えてもらえるよう、日常の療養支援体制の整備促進に取り組むとともに、医療・

介護の関係機関と連携を図りながら啓発活動を行います。

図表2-1-3-17 在宅医療の提供体制のイメージ 

（千葉県保健医療計画中間見直し 第3章「在宅医療の推進」
　：https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/keikaku/documents/04_daisansyou.pdf　p4－14より）

－ 設置等の趣旨（資料） ― 24 ―



医第 3 0 2 7号

令和6年3月6日

学校法人 植草学園

理事長 植草 和典 様

千菓県知事 熊谷 鯛
疇圃

仇
戸

俊

植草学園大学看護学部の設置について

千葉県では、 いわゆる「団塊の世代」が後期高齢者となる2025年には、 75歳以上

の人口が1 0 0万人を超えることが予測され、 訪問看護師をはじめとする看護職員の需要

がますます高まっていきます。

本県で就業されている看護職員数は年々増加しておりますが、 令和4年末の人口1 0万

人当たりの就業看護職員数は、 9 8 9. 8人であり、 全国第45位と低い水準にあること

から、 看護職員の養成が看護職員の確保の大きな課題の一つとなっています。

そのような中で、 「独立行政法人国立病院機構 千葉医療センタ ー附属千葉看護学校」

が令和7年3月をもって閉校することに関し、 看護職員の養成への影響を危惧しておりま

したが、植草学園大学が施設等を引き継ぎ、新たに看護学部の設置を計画していることは、

本県の看護職員の確保に大きく寄与するものと期待しております。

また、 更なる高度化・多様化が見込まれる医療ニ ー ズに応え、 良質な看護を提供する

ための質の高い看護人材を育成していくことの重要性に鑑みましても、地域共生社会の

実現に貢献できる看護師・保健師の蓑成を教育理念として掲げる貴学の看護学部の設置

を大いに歓迎するものであります。

資 料 ４

－ 設置等の趣旨（資料） ― 25 ―



学校法人植草学園

理事長 植 草 和 典 様

5千保医第1 9 7 7号

令和5年5月2 3日

千葉市長 神 谷 俊

植草学園大学看護学部設置について

少子超高齢社会の進展や、医療の高度・専門化、医療提供の場の多様化、市民の医

療に対する意識の変化など、医療を取り巻く環境は常に変化しており、安全で質の高

い医療サ ー ビスの提供はもとより、在宅医療や訪問看護の推進に加えて、介護サ ー ビ

ス需要への対応など、看護職の役割はますます重要なものとなっており、その確保は

大きな課題となっております。

本市におきましては、誰もが健やかに暮らせる社会を創るため、健康づくりを推進

するとともに、医療提供体制や健康危機管理体制を整備することとしており、 これら

施策を進めるには、看護職は欠かせない存在であり、千葉市青葉看護専門学校におい

て、市内医療機関等の看護需要への対応や、明日の地域医療を支える看護師の育成に

努めております。

さて、貴法人におかれましては、 明治3 7年以来、長きにわたり社会に欠かせない

人材を育成し排出し続けてきたほか、学術・文化等の向上•発展への貢献、また、活

力あるまちづくりを推進するため、大学の持つ人的・知的資源を活用し、地域社会の

問題にも取り組み、その成果を地域へ還元していく活動である地域連携事業にも意欲

的に参画されて参りました。

このたびの看護学部の設置につきましては、本市が進める政策に寄与するものであ

り、地域医療を担う共生社会（インクルー シブ社会）の実現に貢献できる看護職を育
，

成していくことの重要性に鑑みましても、必要性が高く、本市として大いに歓迎する

ものであります。

今後、本学部の設置により、質の高い看護人材の育成を図られることを期待すると

ともに、 今後も本市の発展にご協力をよろしくお願い申し上げます。

なお、臨地実習等を行う際には、実習施設として市内医療機関を選択していただ＜

など、貴大学学生の卒業後の就職先として、市内医療機関が選択肢に入るようなご案

内についてもよろしくお願い申し上げます。

資料 5
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学校法人 植草学園

理事長 植草和典 様

千医第 1456 号

令和5年11月11日

公益社団法人千葉県医師令
唇讐

会長 入江 康丸且打

植草学園大学看護学部設置について

団塊世代が75歳以上となる2025年が目前に迫っている中で、 我々医療関係

者は、 どのような状況にあっても、 子供たちが健やかに生まれ育ち、 高齢者の

方々の老いと病の不安を和らげ、必要な医療·介護を安心して受けられる社会を

作っていかなければならないと考えております。

一方この程、 昭和2 5年開校以来7 0年以上の長きにわたって多くの看護人

材を本県医療現場に提供してきた千葉医療センタ ー 附属千葉看護学校が、 令和

7年3月末をもって廃校されるとの報に接し、深い憂慮の念を覚えております。

今日、 看護職員の果たすべき役割は、 その活動領域と内容においてますます

広がりを見せ、 多種多様化してきています。 これからの看護職には、 他の職種

と連携をとりつつ、 地域住民の健康状況やケアの必要性を的確に判断し、 適切

資料 6
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なケアを提供するなど、 従来以上に主体性や創造力が強く求められており、 そ

こには併せて人間に対する深い理解に裏打ちされた看護実践能力とマネ ー ジメ

ント能力が必要とされるようになってきています。

貴学園におかれましても、 先に発達支援学部及び保健医療学部を設置され、障

害者福祉や医療リハビリテ ー ションの人材育成に取り組まれておられるところ

であり、 千葉看護学校の校舎等を活用継承した看護学部を新たに併設すること

により、地域の保健・医療・福祉分野の施策展開を推進する有為な担い手養成が

図られるものと期待している次第です。

－ 設置等の趣旨（資料） ― 28 ―



学部名称の表記は、集計数３以上の学部とし、集計数２以下は「その他」とした。

系　統　区　分

学　部　名 R4年度 R5年度 増減 R4年度 R5年度 増減 R4年度 R5年度 増減 R4年度 R5年度 増減 R4年度 R5年度 増減

医学 31 31 0 4,125 4,153 28 97,957 102,448 4,491 4,146 4,171 25 100.51 100.43 △ 0.08

歯学 17 17 0 2,015 1,995 △ 20 7,773 7,423 △ 350 1,534 1,566 32 76.13 78.50 2.37

薬学 60 60 0 11,391 11,276 △ 115 76,635 74,627 △ 2,008 10,798 10,674 △ 124 94.79 94.66 △ 0.13

保健系 266 272 6 39,729 40,720 991 184,961 171,927 △ 13,034 39,444 39,414 △ 30 99.28 96.79 △ 2.49

看護学部 107 110 3 9,723 9,978 255 51,399 48,896 △ 2,503 9,894 9,900 6 101.76 99.22 △ 2.54

入学定員充足率(％)集計学部数 入学定員(人) 志願者数(人) 入学者数(人)

５．主な学部別の志願者・入学者動向（大学）

■■日本私立学校振興・共済事業団「令和5（2023）年度私立大学・短期大学等入学動向」 資料 7
保健医療学部 34 35 1 6,700 6,954 254 26,850 24,931 △ 1,919 6,623 6,648 25 98.85 95.60 △ 3.25

リハビリテーション学部 16 16 0 1,845 1,885 40 6,811 5,986 △ 825 1,794 1,799 5 97.24 95.44 △ 1.80

医療保健学部 8 8 0 1,820 1,900 80 7,124 6,715 △ 409 1,756 1,709 △ 47 96.48 89.95 △ 6.53

医療技術学部 7 8 1 2,125 2,245 120 12,788 12,641 △ 147 2,196 2,241 45 103.34 99.82 △ 3.52

医療科学部 7 7 0 1,180 1,180 0 5,540 5,162 △ 378 1,147 1,053 △ 94 97.20 89.24 △ 7.96

栄養学部 6 7 1 1,257 1,337 80 5,317 4,233 △ 1,084 1,130 1,258 128 89.90 94.09 4.19

医療学部 5 5 0 470 510 40 901 871 △ 30 437 419 △ 18 92.98 82.16 △ 10.82

保健科学部 4 4 0 910 910 0 3,382 3,023 △ 359 1,016 1,035 19 111.65 113.74 2.09

リハビリテーション学
部（専門職）

4 4 0 510 510 0 602 542 △ 60 448 416 △ 32 87.84 81.57 △ 6.27

看護福祉学部 3 3 0 600 600 0 2,446 2,225 △ 221 563 522 △ 41 93.83 87.00 △ 6.83

医療福祉学部 3 3 0 716 716 0 1,000 950 △ 50 524 450 △ 74 73.18 62.85 △ 10.33

健康医療科学部 3 3 0 550 550 0 3,042 2,901 △ 141 570 558 △ 12 103.64 101.45 △ 2.19

看護栄養学部 3 3 0 455 455 0 1,372 1,380 8 489 481 △ 8 107.47 105.71 △ 1.76

保健看護学部 3 3 0 340 340 0 1,977 1,886 △ 91 368 370 2 108.24 108.82 0.58

ヒューマンケア学部 3 3 0 657 657 0 5,527 4,368 △ 1,159 680 682 2 103.50 103.81 0.31

総合リハビリテーション学部 3 3 0 460 460 0 2,415 2,528 113 469 459 △ 10 101.96 99.78 △ 2.18

その他 47 47 0 9,411 9,533 122 46,468 42,689 △ 3,779 9,340 9,414 74 99.25 98.75 △ 0.50

理・工学系 166 172 6 62,294 60,899 △ 1,395 777,971 745,078 △ 32,893 65,001 62,044 △ 2,957 104.35 101.88 △ 2.47

工学部 51 51 0 21,834 21,069 △ 765 243,538 226,594 △ 16,944 22,887 21,098 △ 1,789 104.82 100.14 △ 4.68

理工学部 29 29 0 17,870 16,890 △ 980 252,100 237,957 △ 14,143 18,621 17,539 △ 1,082 104.20 103.84 △ 0.36

理学部 14 14 0 4,364 4,104 △ 260 48,211 45,574 △ 2,637 4,415 4,120 △ 295 101.17 100.39 △ 0.78

建築学部 11 11 0 2,137 2,137 0 32,233 28,970 △ 3,263 2,389 2,308 △ 81 111.79 108.00 △ 3.79

生命科学部 9 9 0 2,032 2,042 10 25,634 28,171 2,537 2,091 2,134 43 102.90 104.51 1.61

情報科学部 4 4 0 1,100 1,100 0 35,040 34,286 △ 754 1,165 1,231 66 105.91 111.91 6.00

デザイン工学部 4 4 0 1,089 1,089 0 16,431 15,852 △ 579 1,118 1,114 △ 4 102.66 102.30 △ 0.36

情報工学部 3 3 0 735 735 0 14,383 13,216 △ 1,167 795 810 15 108.16 110.20 2.04

工科学部（専門職） 3 3 0 480 480 0 1,109 1,344 235 553 525 △ 28 115.21 109.38 △ 5.83

その他 38 44 6 10,653 11,253 600 109,292 113,114 3,822 10,967 11,165 198 102.95 99.22 △ 3.73

農学系 25 25 0 8,875 8,850 △ 25 79,742 82,069 2,327 9,110 9,144 34 102.65 103.32 0.67

農学部 10 10 0 3,661 3,636 △ 25 46,938 47,034 96 3,727 3,757 30 101.80 103.33 1.53

獣医学部 4 4 0 970 970 0 10,936 12,536 1,600 1,033 1,025 △ 8 106.49 105.67 △ 0.82

その他 11 11 0 4,244 4,244 0 21,868 22,499 631 4,350 4,362 12 102.50 102.78 0.28

人文科学系 250 251 1 68,634 68,526 △ 108 498,558 474,386 △ 24,172 67,898 65,979 △ 1,919 98.93 96.28 △ 2.65

文学部 84 84 0 32,856 32,566 △ 290 270,070 254,016 △ 16,054 33,262 31,600 △ 1,662 101.24 97.03 △ 4.21

人文学部 32 32 0 6,605 6,720 115 37,548 33,371 △ 4,177 6,454 6,415 △ 39 97.71 95.46 △ 2.25

外国語学部 27 27 0 9,588 9,533 △ 55 59,645 57,251 △ 2,394 9,455 9,212 △ 243 98.61 96.63 △ 1.98

心理学部 25 26 1 3,528 3,783 255 28,259 32,716 4,457 3,740 3,942 202 106.01 104.20 △ 1.81

国際文化学部 11 12 1 1,950 2,061 111 11,883 11,590 △ 293 1,720 1,910 190 88.21 92.67 4.46

人間学部 11 11 0 2,260 2,250 △ 10 6,217 5,679 △ 538 1,894 1,884 △ 10 83.81 83.73 △ 0.08

神学部 6 6 0 181 191 10 800 843 43 174 173 △ 1 96.13 90.58 △ 5.55

仏教学部 5 5 0 487 493 6 1,643 1,512 △ 131 458 406 △ 52 94.05 82.35 △ 11.70

人間関係学部 5 5 0 1,045 1,045 0 3,151 2,560 △ 591 1,009 945 △ 64 96.56 90.43 △ 6.13

グローバル・コミュニ
ケーション学部（群）

5 5 0 888 858 △ 30 4,943 4,668 △ 275 758 808 50 85.36 94.17 8.81

文芸学部 3 3 0 1,240 1,240 0 19,655 19,140 △ 515 1,334 1,281 △ 53 107.58 103.31 △ 4.27

その他 36 35 △ 1 8,006 7,786 △ 220 54,744 51,040 △ 3,704 7,640 7,403 △ 237 95.43 95.08 △ 0.35

社会科学系 528 541 13 171,944 174,614 2,670 1,379,714 1,355,137 △ 24,577 176,631 179,337 2,706 102.73 102.70 △ 0.03

経済学部 90 89 △ 1 38,782 38,546 △ 236 342,042 345,052 3,010 40,180 40,624 444 103.60 105.39 1.79

経営学部 88 89 1 27,806 28,334 528 248,941 249,399 458 29,136 30,190 1,054 104.78 106.55 1.77

法学部 79 80 1 30,800 31,087 287 258,672 236,821 △ 21,851 32,380 32,066 △ 314 105.13 103.15 △ 1.98

商学部 29 29 0 14,421 14,421 0 110,369 114,493 4,124 15,122 14,931 △ 191 104.86 103.54 △ 1.32

社会学部 26 27 1 8,564 8,519 △ 45 87,838 83,754 △ 4,084 8,787 8,616 △ 171 102.60 101.14 △ 1.46

社会福祉学部 21 20 △ 1 3,649 3,410 △ 239 9,332 7,234 △ 2,098 3,132 2,737 △ 395 85.83 80.26 △ 5.57

現代社会学部 13 14 1 2,931 3,081 150 19,933 22,979 3,046 2,979 3,107 128 101.64 100.84 △ 0.80

情報学部 10 14 4 2,410 3,285 875 37,270 38,060 790 2,689 3,724 1,035 111.58 113.36 1.78

人間社会学部 13 13 0 3,570 3,474 △ 96 13,227 11,467 △ 1,760 3,251 3,164 △ 87 91.06 91.08 0.02

総合政策学部 12 12 0 2,840 2,840 0 20,157 21,926 1,769 3,048 2,877 △ 171 107.32 101.30 △ 6.02

※次のページに続く

令和５（2023）年度 私立大学・短期大学等入学志願動向
：https://www.shigaku.go.jp/files/shigandoukouR5.pdf　p25より）
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資料８

入学定員 入学者 充足率 入学定員 入学看 充足率 入学定員 入学者 充足率 入学定員 入学者 充足率

聖徳大学
　看護学部看護学科

80 86 108% 80 74 93% 80 92 115% 80 74 93%

東邦大学
　健康科学部看護学科

60 65 108% 60 68 113% 60 68 113% 60 68 113%

淑徳大学
　看護栄養学部看護学科

100 116 116% 100 105 105% 100 109 109% 100 106 106%

城西国際大学
　看護学部看護学科

100 103 103% 100 104 104% 100 111 111% 100 111 111%

東京医療保健大学
　千葉看護学部看護学科

100 115 115% 100 112 112% 100 110 110% 100 136 136%

国際医療福祉大学
　成田看護学部看護学科

100 108 108% 100 108 108% 100 108 108% 100 102 102%

和洋女子大学
　看護学部看護学科

100 93 93% 100 91 91% 100 103 103% 100 118 118%

帝京平成大学
　健康医療スポーツ学部看護学科

135 101 75% 135 85 63% 135 128 95% 135 144 107%

了徳寺大学
　健康科学部看護学科

100 111 111% 100 110 110% 100 97 97% 100 100 100%

医療創生大学
　国際看護学部看護学科

－ － － 80 88 110% 80 78 98% 80 83 104%

順天堂大学
　医療看護学部看護学科

200 202 101% 200 201 101% 220 212 96% 220 221 100%

東都大学
　幕張ヒューマン学部看護学科

120 136 113% 120 125 104% 120 123 103% 120 119 99%

秀明大学
　看護学部看護学科

80 44 55% 80 38 48% 80 45 56% 80 75 94%

計 1275 1280 100% 1355 1309 97% 1375 1384 101% 1375 1457 106%

2023年度

■千葉県内の大学の看護学部の充足率

区分大学
2020年度 2021年度 2022年度

（旺文社2024年度用大学の真の実力情報公開BOOK，各大学ホームページ情報公開，
パスナビ：https://passnavi.obunsha.co.jp/univ/2230/expense/?facultyID=025　より）
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 2008（平成20）～2023（令和5）年　植草学園大学地域別入学者数
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発
達

保
健

発
達

保
健

発
達

保
健

発
達

保
健

発
達

保
健

発
達

保
健

発
達

保
健

発
達

保
健

北海道 11 3 2
青森 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
岩手 12 2 2 1 1 1
宮城 5 1 1
秋田 9 1 1 1 1 2 1
山形 14 1 1 2 1 1 1 1 1
福島 54 1 4 2 1 4 4 1 3 2 4 3 2 3 2 2
茨城 99 3 3 2 4 3 9 1 4 2 4 2 5 1 4
栃木 17 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
群馬 11 1 1 2 1 1
埼玉 20 4 1 3 1 1 2 3 1 1
千葉 2194 40 19 74 18 117 29 114 31 105 29 132 27 116 29 113 32
東京 68 4 1 2 6 4 7 3 4 1 6 3 2 1
神奈川 15 1 1 2 1 2 2 2
新潟 35 1 1 3 1 3 2 3 1 1 1 1 1
富山 4 2 1
石川
福井 1
山梨 6 1 1 2
長野 28 1 1 1 2 3 2 2 3 1
岐阜 1
静岡 32 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 1
愛知 3 1 1
三重 1
滋賀 1
京都
大阪 2 1
兵庫 1
奈良
和歌山 1 1
鳥取 1
島根
岡山
広島 1 1
山口
徳島
香川 1
愛媛 2 1 1
高知
福岡 2 1
佐賀
長崎 1 1
熊本 3 1
大分 2 1
宮崎 2 1 1
鹿児島 3 2
沖縄 15 1 1 1 3 1 1
その他※ 28 1 2 11 1 5 1 1 1 3 1
※高卒認定、外国の学校卒等

都道府県 合計
H25H20 H21 H22 H23 H24 H26 H27
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 2008（平成20）～2023（令和5）年　植草学園大学地域別入学者数

北海道
青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島
茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉
東京
神奈川
新潟
富山
石川
福井
山梨
長野
岐阜
静岡
愛知
三重
滋賀
京都
大阪
兵庫
奈良
和歌山
鳥取
島根
岡山
広島
山口
徳島
香川
愛媛
高知
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄
その他※
※高卒認

都道府県 発
達

保
健

発
達

保
健

発
達

保
健

発
達

保
健

発
達

保
健

発
達

保
健

発
達

保
健

発
達

保
健

2 1 1 1 1
1 1 1 2 1 1

1 1 1 2
1 2

2
1 1 2 1

1 2 1 3 2 1 1 2 1 2
5 2 4 2 5 4 4 2 7 5 3 1 4 4
1 1 1 1

1 1 2 1
2 1

120 20 114 37 134 34 117 41 107 64 63 63 72 50 76 57
2 3 2 1 2 2 2 1 1 3 2 2 1

1 1 1 1
1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2

1

1
1 1

1 1 3 1 1 1 2 1 1
1
2 2 1 2 2 2 1

1
1

1

1
1

1

1

1

1 1
1

1
1 1 1 1 1 1 1

1

H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5
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植草学園大学千葉県内就職者（令和３０年度卒業生～令和４年度卒業生）

発達教育学部

卒業年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

就職決定者 101 119 113 129 109

男 23 22 20 23 20

女 49 54 67 69 68

合計 72 76 87 92 88

県内就職率 71.3% 63.9% 77.0% 71.3% 80.7%

保健医療学部

卒業年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

就職決定者 34 19 30 28 26

男 12 7 11 8 13

女 10 6 10 14 9

合計 22 13 21 22 22

県内就職率 64.7% 68.4% 70.0% 78.6% 84.6%
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資料10

※ 国立病院機構千葉医療センターホームページ
「当院について－概要・沿革」より抜粋（令和6年1月15日現在）
 https://chiba.hosp.go.jp/gai-gaien.html

■国立病院機構 千葉医療センター沿革
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独立行政法人国立病院機構千葉医療センター敷地内の建物を活用し看護大学を 

設置・運営する学校法人の公募に関する要領【基本仕様】 

１．趣旨 

 医療内容の高度化・複雑化や多職種の連携により医療を提供する現在の医療現場において、看護師に

は、高いレベルの知識・技術に基づき、自らが主体的に行動し判断を下していくことのできる能力が求

められている。医療現場最大の人的資源である看護師が知識・技術レベルを一層高め、チーム医療にお

ける医師等との連携・協働のもと、患者ケアの中心的な役割を果たしていくことで、病院の生産性は向

上し、患者に最善の医療を提供し続けていくことが可能となる。 

 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター附属千葉看護学校は、現在、３年の修学年限で看護師の

育成を行っている。しかし、国立病院機構をはじめ、社会に期待される看護職の役割を果たし、今後ま

すます複雑、高度化することが予測される医療に対応出来る看護師を育成するためには、現在の修業年

限では困難な面がある。そのため、看護大学（看護学部の新設を含む。以下同意）との連携を行うこと

で、医療の質の向上に貢献できる人材の育成、確保を図っていきたいと考える。更に、将来的には、看

護大学院との連携により、看護教育、看護管理に関する教育・研究機関として、指導者の育成にも努め

たい。 

 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター（以下、「千葉医療センター」という。）が持つ充実した

教育環境を活かし、①臨床現場での教育を一層重視した４年間の看護基礎教育課程と、②チーム医療・

地域医療を担う人間力を備えた有能な人材育成を目指していきたいと考える。特に、医療を担う人々の

臨床現場の教育ニーズを受け止め、高度専門職業人の生涯教育の場として、その存在価値を発展させて

いく必要がある。 

 またこれに併せ、千葉医療センターは、質の高い臨床実践の場と人材を大学・大学院での教育に活か

すと同時に、育成された人材の受け皿となり、その能力を最大限発揮できるようにすることで、千葉医

療センターの医療を通じて地域社会に広く貢献していきたいと考える。 

 本要領は、以上のような趣旨を理解したうえで、千葉医療センター敷地内の建物を活用し、看護大学

を設置・運営しようとする学校法人の公募に関し、必要な事項を定めるものである。 

２．事業概要 

（１）事業名等 

独立行政法人国立病院機構千葉医療センター敷地内における看護大学の設置・運営事業 

（２）事業の内容 

  上記（１）の事業を実施する学校法人（以下、「大学等設置法人」という。）は、千葉医療センター

が指定する看護大学に係る建物を有償で借り受け、建物については必要な整備等を行った上で、千葉

医療センターと共通の教育理念に基づく教育カリキュラムに沿った看護大学を設置・運営する。 

（３）看護大学の規模（設置当初）

  看護大学の１学年定員は８０名程度とする。 
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（４）看護大学の設置時期 

  看護大学の設置時期は令和７年４月１日までとする。なお、医療現場の看護師確保を考慮し、早期

設置することを望む。 

 

３．貸付けを行う建物の概要 

  千葉医療センター附属千葉看護学校部分 

建物：ＲＣ・２００５年竣工、地上３階、地下１階 

建築面積２,３４９．０３㎡、延床面積４，７４５．９３㎡ 

     詳細は建物図面（竣工図）参照 

  ※当該建物の敷地は借地である。 

 

４．応募資格及び大学等設置法人に求める条件 

（１）応募資格 

  原則として、以下の条件を満たしていること。 

  ①私立学校法第３条に規定する学校法人であること。 

②学校運営に関し相当の実績を有し、且つ、健全で安定的な運営が行われていること。 

③既に厚生労働省が所管する職種を養成している大学であること。 

④附属病院を有していない大学であること。 

⑤チーム医療に関する教育を行っていること。 

⑥設置大学法人の所在が千葉医療センターと比較的近い場所にあること。 

⑦独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則（平成１６年細則第６号）第５条及び第６条の規定

に該当しない者であること。 

 https://nho.hosp.go.jp/disclosure/cnt1-0_000437.html を参照のこと。 

（２）大学等設置法人に求める条件 

 ア 学校運営について 

① 国民一人ひとりの健康と我が国の医療の向上を目指すという国立病院機構の理念を共有できる

こと。 

② 看護大学（看護大学院の設置がある場合は含む）の運営方針等について、千葉医療センターと定

期的に意見調整等を行うための常設組織を設置すること。 

③ 臨地実習は、千葉医療センター等国立病院機構各病院の臨床現場を活用して行うことを基本とす

ること。 

④ 効果的な教育運営のために、臨床現場の人材が看護大学の教育方針・方法等の決定に参画できる

体制とすること。 

⑤ 看護大学の設置・運営のための整備及び運営に係る費用は、大学等設置法人の負担とすること。 

イ 建物の貸付け等 

① 建物 

   ・建物について、定期建物賃貸借契約の締結による有償貸付けとし、賃貸借契約期間は、賃貸借

契約開始日から２０年間（令和７年４月１日～令和２７年３月３１日）とするが、大学設置時
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期を早めることが出来る場合、その開始時期が令和６年４月１日の場合の賃貸借契約期間は２

１年間（令和６年４月１日～令和２７年３月３１日）とする。 

・既存建物の整備等に要する費用は、大学等設置法人の負担とする。

・整備計画については、学生の在籍状況を踏まえるとともに、貸付を行う建物を活用して現に行

っている千葉医療センターの事業への影響を勘案し段階的な整備を行う。

② 備品・教材

現在、使用している備品類（机・椅子等）や教材（図書等）で千葉医療センターに帰属するも

のについては、大学等設置法人が希望する場合は、協議の上、適正価格で売却する。

③ 施設管理経費

当該建物及び設備の維持管理経費（光熱水料、委託費等）については、原則大学等設置法人の

負担とするが、具体的な内容については看護大学の設置時期が決定する段階で協議する。

④ その他施設

学生は原則、公共交通機関を利用することを想定しているが、学生の駐輪場並びに職員の駐車

場については、誘致大学と調整を行う予定としている。

ウ 貸付物件予定賃料等

・見積書においては看護大学に係る建物の１年当たり賃料としての見込額を計上すること。

・賃料については、不動産鑑定による評価、近隣の実勢価格等を勘案して、千葉医療センターが

算定する価格（予定価格）を下回らない価格で応募者が提示した見積額とする。なお、貸付物

件に別途固定資産税等の租税公課が付される場合は、自治体等からの請求に基づき、応募者の

実費負担とする。

・なお、大学設置時期を早めることが出来る場合の賃料は以下のとおりとする。

開始時期が令和６年４月１日の場合：

令和６年４月１日から令和７年３月３１日の期間・・・賃料年額の１/３の額 

５．応募書類の提出等 

（１）受付期間  

令和３年３月１０日（水）～ 令和３年５月１０日（月）までの８時３０分から１７時１５分まで

の受付期間内に、持参又は郵送により提出する（ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く）。 

（２）提出先 

独立行政法人国立病院機構千葉医療センター事務部企画課 

〒２６０－８６０６ 

  千葉市中央区椿森４－１－２ 

電話 ０４３－２５１－５３１１ 

（３）応募書類 

ア 応募企画書（様式 1）

①法人の概要

・理念

・組織及び意思決定機関
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    ・役員等名簿 

    ・経営状況 

    ・関連法人 

   ②看護大学の運営 

    ・教育理念及び運営方針 

     ※看護大学が目指す教育理念、教育内容に対する考え方 

     ※千葉医療センター等国立病院機構各病院との連携方針 

     ※看護大学の運営に関する提案等 

    ・組織体制 

    ・運営計画 

     ※学生定員 

     ※授業料・入学金等学生納付金 

     ※収支計画 等 

    ・職員の確保対策 

    ・学生の確保対策 

    ・設置に向けた準備体制 

    ・将来構想 

    ・ワークライフバランス等の推進に関する書類 

・その他、提案事項等 

イ 建物の賃借料の見積書（封筒に封入のこと） 

 ・見積金額は年額の賃料単価とし、消費税抜きの価格とすること。 

 ・見積書は自社の様式にて作成し、直接提出する場合は封筒に入れて封印し、かつその封皮に氏

名（法人の場合はその名称又は商号）及び『令和３年５月１０日提出期限「独立行政法人国立

病院機構千葉医療センター敷地内における看護大学の設置・運営事業」の見積書在中』と朱書

きすること。 

 ・郵送（郵便書留に限る。）により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に『令和３年５月１０日

提出期限「独立行政法人千葉医療センター敷地内における看護大学の設置・運営事業」の見積

書在中』の旨朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書きし、提出

期限内に上記「５.(２)」あてに送付すること。 

ウ 委任状（様式２） 

エ ４.(１)の応募資格確認書類 

① 誓約書（様式３） 

② 国立病院機構におけるコンプライアンス推進のお知らせ（様式４） 

オ その他関係資料 

① 寄附行為 

② 法人登記簿謄本 

③ 印鑑証明書 

④ 財務関係書類（過去３期分の損益計算書、貸借対照表等財務関係決算書類） 
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⑤ その他、事業実績に関する資料等

（４）提出部数 

ア 応募企画書については、１６部を提出する。ただし、応募企画書の１部は、法人の代表者の押

印がある正本とし、他の１５部はその写しとする。 

イ その他関係資料については、正本各１部を提出する。

（５）応募費用の負担 

  応募に係る費用は、応募者の負担とする。 

（６）応募書類の著作権 

応募書類の著作権は、応募者に帰属する。ただし、千葉医療センターは、大学等設置法人決定

の公表等で必要な場合は、応募書類等の内容を無償で使用できるものとする。なお、提出された

応募書類は、理由の如何にかかわらず返却しない。 

（７）その他 

ア 応募は、一応募者につき一提案とし、複数案の提出はできない。

イ 応募書類に虚偽の記載があった場合、または、応募や選定審査を妨害するなど手続きの遂行に

支障をきたす行為があったと認められる場合は、当該応募者の応募を無効とする場合がある。

ウ 必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがある。

エ 必要と認める場合は、応募書類の提出後にヒアリングを実施する場合がある。

オ 当公募への応募に際し、知り得た情報は他に漏らしてはならない。

６．大学等設置法人の決定等 

（１）大学等設置法人の決定方法 

① 千葉医療センターが設置する選定委員会（外部委員を含む。）において応募企画書等をもとに審

査したうえで、決定する。なお、選定委員会の委員氏名及び議事は非公表とする。

② 契約年額は不動産鑑定による評価、近隣の実勢価格等を勘案して、千葉医療センターが算定す

る価格（予定価格）を下回らない価格で応募者が提示した見積額とする。

（２）審査項目 

【応募企画書】 

ア 法人の運営

① 理念・基本方針は公正・適切であり、千葉医療センターの理念・目的と共通するものがある

か。

② 組織の構造・指揮命令系統・責任と権限が明確となっているか。

③ 財務状況が健全で安定的な運営が行われているか。

④ 看護大学の運営について知見を有しているか。

イ 教育理念及び運営方針

① 公募の趣旨と合致した運営方針となっているか。千葉医療センター及び国立病院機構への就

職等人材育成・人材提供支援が出来る根拠資料を示すこと。

② 臨床現場での実習等における千葉医療センター等国立病院機構各病院との連携方法は、公募

の趣旨を踏まえたものとなっているか。
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③ 看護実践能力の習得を重視する看護教育方法について具体的提案が行われているか。

④ 育成する看護師像、医療現場における役割等が明確であり、且つ、それらは公募の趣旨と合

致しているか。

⑤ 就職支援の考え方は、卒業生の能力を考慮したものとなっているか。

⑥ 看護大学等の運営に関し、医療現場のニーズを踏まえた積極的な提案があるか。

⑦ チーム医療に関する教育が行われているか。

ウ 組織体制

① 組織の構造・指揮命令系統・責任と権限が明確となっているか。

② 千葉医療センターとの意見調整のための体制が整えられているか。

③ 臨床現場の人材が看護大学等の教育方針・方法等の決定に参画できる体制となっているか。 

④ 危機管理体制は確実か。

エ 運営計画等

① 貸付け対象の建物等に対し学生定員は妥当な水準となっているか。

② 授業料・入学金等学生の納付金は私学等の一般的な水準となっているか。

③ 収支計画は、将来にわたって安定的に学校運営を行っていくことのできるものとなっている

か。

④ 職員確保のための方策が具体的・現実的なものとなっているか。

⑤ 学生確保のための方策が具体的・現実的なものとなっているか。

⑥ 設置に向けた準備体制は実行可能なものとなっているか。

オ 将来構想

将来構想の有無。また、それは医療現場のニーズを踏まえた適切で、現実的な構想であるか。 

カ その他、提案事項等

キ ワークライフバランス等推進企業として評価できる基準を満たしているか。

【応募者の提示した貸付物件賃借料】 

千葉医療センターが別途算定する価格（予定価格）を下回らない見積額となっているか。 

（３）見積書の開封日時及び場所

見積書は以下の日時及び場所において、応募者立ち合いのもと、開封を行う。

令和３年５月２１日（金）１０時００分 研修室２

（４）審査結果 

審査結果は、応募者全員に対し文書で通知する。なお、大学等設置法人の決定は、令和３年４月

下旬までを目途に行う。 

７.企画書及び見積書提出後の引換等の禁止

企画書及び見積書の提出者は、その提出した企画書及び見積書の引換、変更又は取り消しをするこ

とができない。 
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８.見積書の無効

下記の事項に該当するものは無効とする。

① 応募資格がない者が提出したもの。

② 捺印がないもの。

③ 案件名等に重大な誤りのあるもの。

④ 見積書記載金額の不明確なもの。

⑤ 見積書記載金額を訂正したもの。

⑥ 応募資格（代理人を含む）の氏名（法人の場合は、名称又は商号及び代表者氏名）が判然としない

もの。

⑦ 誤字・脱漏・汚染・塗抹等により不明瞭なもの。

⑧ 「５.（１）」の受付期間中に提出しないもの

⑨ 明らかに談合によると認められるもの。

⑩ 談合情報等に関する事情聴取を求めた際、それに応じない者が提出したもの。

⑪ 談合等の事実がないことを確認する書面の提出を求めた際、それに応じない者が提出したもの。

９.代理人による競争、契約

① 代理人が競争する場合には、見積書に参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び

該当代理人の氏名を記入して押印（外国人の署名を含む）をしておくとともに、様式２「委任状」

を提出しなければならない。

② 参加者又はその代理人は、本件事業に係る競争について、他の参加者の代理人を兼ねることはでき

ない。

10．その他 

（１）大学等設置法人の決定の取消し 

  大学等設置法人として決定した学校法人が、看護大学の設置に向けた準備を進める過程で、応

募企画書と著しく異なる方針を取った場合には、千葉医療センターは当該学校法人の大学等設置

法人とした決定を取り消す。 

（２）公募等に付随する事項に係る協議 

  大学等設置法人の公募等に付随する事項で本要領に定めのないものについては、別途協議する。 

（３）契約書作成の要否 

要（様式５定期建物賃貸借契約書案による）。 

以  上 
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学校法人植草学園
理事長 植草 和典 殿

経理責任者

令和3年5月26日

R立行政法人国立病院機構千葉医療センタ ー

院長 斎藤 幸．

i { 
←-- --

第一交渉権者の決定に関する通知

令和3年5月21日に行った「独立行政法人国立病院機構千葉医療センタ ー

敷地内における看護大学の設置・運営事業」の見積書開封の結果、第一交渉権
者を下記のとおり決定しましたので通知いたします。

記

第一 交渉権者 1 千葉県千葉市中央区弁天2丁目8番9号
学校法人 植草学園

評価点合計 1 584点／1 ． 050点中

以上

資料 12
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植草学園大学看護学部（仮称）設置準備体制要項

〔制 定 令和 ４年 １月１８日〕

（目的）

この要項は，学校法人植草学園（以下「植草学園」という ）が独立行政法人国立第１条 。

病院機構千葉医療センター（以下「千葉医療センター」という ）が所有する千葉医療セ。

ンター附属千葉看護学校（以下「千葉看護学校」という ）の建物を活用した植草学園大。

（ ） （ 。） ， ，学看護学部 仮称 の設置 設置に伴う運営事業を含む に当たり 両者の連携を図り

準備を円滑に進めるための体制について，必要な事項を定めることを目的とする。

（協議会の設置及び任務）

植草学園及び千葉医療センターの連携を図るため，植草学園大学看護学部（仮称）第２条

設置準備協議会（以下「協議会」という ）を置く。。

協議会は，次の事項について協議し，その基本的な方針を定めることとする。２

( ) 植草学園と千葉医療センターの連携のあり方に関すること。1
( ) 看護学部（仮称）の教育・研究体制における次の事項に関すること。2
① 教育理念・教育目的及び教育内容等

② 実習施設と実習の進め方等

③ 教員等の体制

④ 施設，備品等の整備

( ) その他の必要な事項に関すること。3

（協議会の組織）

協議会は，次の構成員をもって組織する。第３条

区 分 職 制 備 考

植草学園 理事長

学長

副学長（保健医療学部長）

看護系有識者

学園事務局長

相談役

設置準備室長 設置準備室設置後

理事長が必要と認めた者

千葉医療センター 院長（千葉看護学校長）

千葉看護学校副学校長

看護部長

事務部長（千葉看護学校事務長）

事務部企画課長

院長が必要と認めた者

（会議）

協議会は，会議を適宜開催する。第４条

会議の議長は，植草学園（理事長）を充てる。２

会議の開催場所は，両者の協議による。３

会議の議事は，要録としてその概要を記載する。４

資料 13
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（事務連絡会）

協議会の基本方針に基づく 具体的事項を検討するため 植草学園大学看護学部 仮第５条 ， ， （

称）設置事務連絡会（以下「事務連絡会」という ）を置く。。

事務連絡会は，両者の実務担当者による会議とする。２

事務連絡会は，検討結果を協議会に報告し，必要な事項について協議会に提言する。３

会議の議長は，植草学園学園事務局長を充てる。４

会議の開催場所は，両者の協議による。５

会議の議事は，要録としてその概要を記載する。６

（事務）

協議会及び事務連絡会に関する事務は，学園事務局法人本部課が千葉医療センター第６条

の協力を得て行う。

（学園内設置準備委員会）

（ ） ， ，第７条 学園に常任理事会の議に基づく看護学部 仮称 設置準備委員会を置き 行政手続

関係学外機関との連絡調整に必要とする事項について検討する。

委員会の構成員等その他の必要な事項は，常任理事会が定める。２

（補則）

この要項に基づく協議会及び事務連絡会は，看護学部（仮称）設置をもって発展的第８条

， ，「 （ ）に解散し 引き続き学園と千葉医療センターの連携・協調を図るため 看護学部 仮称

運営協議会」及びその下部組織としての「看護学部（仮称）運営事務連絡会」等に移行，

組織することを検討することとする。

（令和４年１月１８日学園常任理事会議決，令和４年２月２１日千葉医療センタ附 則

ー承認）

この要項は，令和３年７月１日から実施する。

（植草学園大学看護学部（仮称）設置するための準備体制の整備）
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独立行政法人国立病院機構千葉医療センタ ーと学校法人植草学園植草学園大学との

包括連携協定書

独立行政法人国立病院機構千葉医療センタ ー（以下「甲」という。）と学校法人植草学園

植草学園大学（以下「乙」という。）は， 次のとおり包括連携に関する協定を締結する。

（目的）

第1条 本協定は， 甲と乙が， 包括的な連携の下， ますます複雑・高度化することが予測される

医療に対応できる看護職等の育成に係る， 相互の教育・研究の一層の進展と地域社会の

発展に寄与することを目的とする。

（連携協力事項）

第2条 甲と乙は， 前条の目的を達成するために， 次に掲げる事項について連携及び協力する。

(1) 看護職等の育成に係る， 教育・研究に関する相互支援に関すること

(2) 教職員の派遣及び研修等相互交流に関すること

(3) 社会貢献に関すること

(4) 学生の実習の推進に関すること

(5) その他甲及び乙が協議し同意した連携事業に関すること

（協議会の設置）

第3条 甲と乙は， 前条に掲げる各項目の具体的な取組について協議するため， 甲乙双方の代表

者から構成される連携協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（有効期間）

第4条 この協定の有効期間は， 協定締結日より， 2028（令和10)年3月31日までとする。 ただし，

協定の有効期間満了の日の1か月前 までに， 甲 又は乙から特段の申立てがない場合は，

有効期間満了の日の翌日から更に5年間有効とする。 その後においてもまた同様とする。

（協議）

第5条 この協定に定める事項について疑義が生じた場合又は本協定に定めのない事項について

必要な事項は， 第3条で規定する協議会で協議の上定めるものとする。

上記の協定締結を証するため， 本協定書2通を作成し， 甲乙署名押印して， 各1通を保有する

ものとする。

2 0 2 3（令和5) 年7月14 日

甲 千葉県千葉市中央区椿森4丁目1番2号 乙

独立行政法人国立病院機構

千葉医療センタ ー

病院長

言攣繭＝．r閥囀
鍔冊藍 ．． 贋疇
膿ビ -,Iター
瞑l歴山］箆

千葉県千葉市若葉区小倉町1639番3

学校法人植草学園

植草学園大学

学長

オ斉--r ーl
1
ll.-

,

岸
信
幸

苧
間
間＿

由 ト念プ
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■ 人材養成像と３ポリシーの関係

 

 

 

 

AP1:（配慮ある態

度）看護職をめざ

す者としてふさわ

しい品格，礼節，

モラル，思いやり

を備えており周囲

に配慮ある態度が

とれる人

AP3:（人間，健康，

社会や環境への関

心）人間の生活と

健康，社会環境と

の関連に関心があ

る人 

AP4:（確かな学

力）専門教育を受

けるにふさわしい

基礎学力を備えて

いる人 

AP5:（学ぶことへ

の意欲）専門性の

高い知識・技術の

修得にあたり，自

主的・積極的に学

ぶ意欲と情熱があ

る人 

AP6:（遂行力）勉

学・学修上の困難

に直面したとき，

それを乗り越える

ための努力ができ

る人 

AP7:（自己管理力）

自身の生活や健康

の管理を行い，心

身ともに健やかに

学生生活を送るこ

とができる人 

AP2:（高い志）人

間の生命や健康に

関心があり，看護

及び保健・医療・

福祉の発展に貢献

する意志がある人 

アドミッション・

ポリシー
ディプロマ・ポリシー 

DP1：［徳育・教養］人間

や社会に対する理解や

生命の尊厳について深く

認識し，高い道徳心と倫

理観をもって行動できる。 

DP2：［共生社会・障害支

援］共生社会の実現をめ

ざし，障害や困難を抱え

る人を含む，あらゆる発

達段階・健康レベルにあ

る人々を支援することが

できる。 

DP3：［社会貢献・地域支

援］チームの一員として

医療やケアを発展させる

とともに，関連する諸機

関や人々と連携・協働

し，国際的視野をもっ

て，地域社会に貢献す

ることができる。 

DP4：［科学的・論理的思

考］課題に対して情報を

系統的に収集・分析し，

根拠に基づいて科学的・

論理的思考ができる。 

DP5：［問題解決・キャリア

形成力］問題の解決に対

して主体的に取り組み，

省察する能力を身に付け

ることによって，自ら成長

することができる。 

DP6：［知識・技能・実践

力］看護の専門領域に

おける根拠のある知識・

確かな技能に基づき実

践するとともに，保健・医

療・福祉及び市民と協働

することができる。 

これらの学修を修めた者

に「学士（看護学）」を授

与するとともに，看護師，

保健師（定員あり）の国

家試験受験資格を付与

する。 

養成する人材像 

科学的かつ

論理的思考

に基づき主

体的に行動

し，看護の

専 門 的 知

識・技術を

修得した人

材 

共 生 社 会

（インクル

ー シ ブ 社

会）の実現

に看護学の

立場から地

域社会に貢

献し，人々

の生命と人

権 を 尊 重

し，豊かな

人間性と高

い倫理観を

もつ人材

CP1：幅広い視野と思考力・表現力を養うため

に，教養教育科目を置き，既設の２学部の学生と

同じ場で共に学ぶ。４区分の中から，必修・選択

の単位を指定する。 

CP2：根拠に根差した専門的な判断及び行動の

ために必要な基礎知識修得のための専門基礎

科目を４区分で構成する。主に必修科目で構成

するが，一部選択科目を設ける。 

CP3：看護学の基礎から応用発展へと実践的な

知識・技術・態度を体系的に修得できるよう専門

科目として５区分を設け，看護の各専門領域及

び応用発展領域の科目を配置する。 

CP4：看護学の基礎の区分では，学問への導入

及び専門職業人への志向性を高めるための科

目，看護学の基本原理・知識・技術の基礎を学

ぶための科目を必修科目として置く。 

CP5：健康特性に応じた看護の区分では，看護

のニーズを健康レベルという観点から系統的に

理解できるように，ヘルスプロモーション，急性

期及び慢性期の看護，エンドオブライフケアの

科目を置く。 

CP6：対象特性に応じた看護の区分では，地

域・在宅看護学，成人看護学，老年看護学，母

性看護学，小児看護学，精神保健看護学の各

看護学領域の概論，方法Ⅰ～Ⅱを系統的に学

ぶ。また健康教育論，さらに公衆衛生の視野を

もった看護実践を学ぶ公衆衛生看護学概論を

必修科目として置く。 

CP7：看護学の発展の区分では，学修への動

機づけ，専門職業人への志向性，研究マインド

の醸成を促す科目として，１年次から４年次に

わたり，看護学セミナー，看護学研究Ⅰ・Ⅱ，看

護学研究Ⅲ（卒業研究）を系統的に配置する。

また看護学の社会への応用力を高める科目と

して，看護管理・看護政策論，災害看護学概

論，グローバルヘルス看護学Ⅰを置く。 

CP8：臨地実習の区分では，専門科目における

講義・演習と連動させて，看護の知識・技術・態

度を統合し，実践に適用する能力を修得できる

よう，１年次から４年次にわたり系統的に配置す

る。多様なケアの場における実習施設を確保

し，地域の機関・施設，関係職種と連携した実

習指導体制を構築する。 

カリキュラム・ポリシー
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■植草学園大学 学修成果の評価と可視化（アセスメント・ポリシー）

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げる資質・能力を以下のように評
価し可視化する。 

１．学修者評価 
学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げる１～６の資質・能力について「資質

能力自己評価票」に基づいて学生自身が毎年度学修の自己評価を行う。 

２．卒業時評価 
学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げる４と６の資質・能力について，学生

個人レベル，学部・学科・専攻レベルで卒業研究提出時に行う。学生個人の学修評価は，
「卒業研究評価ルーブリック」に基づいて教員が行う。学部・学科・専攻の教育評価は，
「卒業研究評価ルーブリック学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げる４と６の
資質・能力について，学生個人レベル，学部・学科・専攻レベルで卒業研究提出時に行う。
学生個人の学修評価は，「卒業研究評価ルーブリック」に基づいて教員が行う。学部・学
科・専攻の教育評価は，「卒業研究評価ルーブリック」の集計により行う。の集計により
行う。 

３．学修過程評価 
学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げる２～５の資質・能力についての学修

到達状況は，アセスメントツールを用いて，１年時，３年時に学生個人レベル，学部・学
科・専攻レベルで行う。また，６については学部・学科・専攻の教育評価として，年次に
応じた資格，免許取得状況，関連の模擬試験，採用試験結果等を参照する。 

４．各科目の成績評価 
各科目ではシラバスに記載している方法で毎学期の成績評価を行う。学生個人の学修

評価としては，修得単位数及び GPA値により評価する。学部・学科・専攻の教育評価は
履修者数，単位修得者数，GPA 値により評価する。なお，学部・学科・専攻が編成する
授業科目に対しては，授業アンケートにより学生の評価を得る。 
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植草学園大学 ルーブリック 

卒業研究評価ルーブリック 

項目 / 評価 １ ２ ３ ４ 

研究テーマの設定 テーマが卒業研究

として適切でな

い。

研究テーマとして

の可能性がある。 

卒業研究として標

準的なテーマが設

定されている。 

学術的または社会的に意

義のあるテーマが設定さ

れている。 

先行研究 国内の先行研究を

把握していない。 

国内の先行研究を

把握しているが，

整理して活用でき

ない。 

国内の先行研究を

把握し，整理して

活用できている。 

国内外の先行研究を整理

して活用できている。 

計画書 

※該当の場合

指導を受けても，

計画書が作成でき

ない。 

指導を受けても，

計画書の課題整理

が曖昧である。 

計画書において，

ある程度の適切さ

で課題設定ができ

ている。 

計画書が適切で，明確な

課題設定をしている。 

論文の構成 論文の構成が適切

でない。 

論文の構成に工夫

を要する。 

標準的な構成であ

る。 

学部生の論文として十分 

な水準で構成されている。 

文章表現 文章表現が適切で

ない。 

適切でない文章表

現が散見される。 

標準的な表現であ

る 

学部生の論文として十分 

な水準で表現されている。 

考察 資料の分析に基づ

いておらず，論理

的整合性にも欠け

る。 

概ね資料の分析に

基づいているが，

論理的整合性に欠

ける。 

概ね資料の分析に

基づき，ほぼ論理

的整合性を保った 

考察を行っている。 

資料の分析に基づき，論

理的整合性を保った考察

を行っている。 

結論 導かれた結論は適

切ではない。 

導かれた結論は，

一部適切ではな

い。 

適切に結論が導か

れている。 

学術または社会に，ある

程度の貢献が期待できる

結論が導かれている。 

レポート評価ルーブリック

項目 / 評価 １ ２ ３ ４ 

題意把握・内容理解 ①〜④の全

てが不十分

である。

①〜④のいず

れか２つが満

たされている。 

①〜④のいず

れか３つが満

たされている。 

①レポートの題意と内容を理解して

いる。

②指示に即して取り組みがなされて

いる。

③記述すべき具体的内容について適

切に理解している。

④専門用語が適切に使用されている。

論理構成・考察力 ①～③の全

てが不十分

である。

①〜③のいず

れか１つが満

たされている。 

①〜③のいず

れか２つが満

たされている。 

①記述は論理的に，わかりやすく展開

されている。

②自分なりの視点を持って考察して

いる。

③考察に独創性の芽が感じられる。

表現・語の適切さ ①～③の全

てが不十分

である。

①〜③のいず

れか１つが満

たされている。 

①〜③のいず

れか２つが満

たされている。 

①誤字・脱字がない

②主語・述語の対応，副詞の呼応等は

適切であり，文体が整っている。

③適切な語を用いている。

引用・出典明示 文献への参

照，引用がな

されていな

い。 

文献への参照

や引用がなさ

れているにも

関わらず，出典

が明示されて

いない。 

文献への参照

や引用がなさ

れているが，出

典の表記方法

が不適切であ

る。 

文献への参照や引用が適切な方法で

なされており，出典も適切に明示され

ている。 
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プレゼンテーション評価ルーブリック 

項目 / 評価 1 2 3 4 

題意把握・内容理解 発表内容について

理解していない。ま

た質問に答えられ

ない。 

発表内容について

の理解，または質疑

応答が適切である

とは言えない。 

発表内容について

の理解，質疑応答は

適切である。 

発表内容や質疑応

答は，深い内容理解

に基づいている。 

論理構成 非論理的である。 論理の飛躍があり，

聞き手には理解が

難しい。 

論理的に構成され

ている。 

優れた論理構成で

ある。 

資料構成 不足しているか，過

剰である。または，

発表内容と関連し

ていない。 

発表内容を説明す

るのに役立ってい

ない。または，不足

している。 

発表内容に関連し

て適切に構成され

ている。 

発表内容の説明に

役立つよう効果的

に構成されている。 

発表の技能 声が小さい，あるい

は早口でほとんど

聞き取ることがで

きない。また原稿を

単に音読している

状態で，聞き手に伝

えようとする意識

が見られない。 

声が小さい，あるい

は早口で聞き取り

にくい。また聞き手

に伝えようとする

意識が不十分であ

る。 

声量や話し方は適

切であるが，聞き手

の反応を十分には

意識していない。 

十分な声量で聞き

取りやすい。また，

聞き手に語りかけ，

惹きつけることが

できている。 

発表時間 制限時間に合わせ

た準備がなされて

いない。 

時間が超過した，あ

るいは短すぎる。 

ほぼ時間通りに終

了した。 

時間通りに終了し，

時間配分も適切で

ある。 
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授業科目
ディプロマ・

ポリシー
カリキュラム・

ポリシー
人間と道徳
哲学入門
倫理学入門
心理学
教育学入門
文学の世界
音楽の世界
歴史学
行動科学入門
法学入門
日本国憲法
経済学入門
社会学入門
ベーシックサイエンス
バイオリテラシー入門
統計学入門
データサイエンス入門
人間関係論
国際理解
コミュニケーション論
環境科学
自信を高める心理学
障害インクルージョン論
パラスポーツ指導概論
スポーツ健康科学基礎理論
体育実技Ａ
体育実技Ｂ
体育実技Ｃ
体育実技Ｄ
英語Ⅰ
英語Ⅱ
英会話
キャリアアップ英語
中国語入門
フランス語入門
ドイツ語入門
情報機器演習
文章表現演習
読書技術演習
自然科学基礎演習
海外研修Ⅰ
海外研修Ⅱ

細区分 授業科目
ディプロマ・

ポリシー
カリキュラム・

ポリシー
人体の構造と機能Ⅰ

人体の構造と機能Ⅱ

人体の構造と機能 演習

薬理学

生化学・栄養学

運動学

ゲノム・遺伝学

感染と防御

病態学

疾病と治療Ⅰ（内科系疾患）

疾病と治療Ⅱ（外科系疾患）

疾病と治療Ⅲ（小児の疾患・感染症）
疾病と治療Ⅳ（高齢者の疾患・精神疾患）

保健医療統計学

保健医療情報学

公衆衛生学・疫学

疫学演習

保健医療福祉制度論

地域資源とマネジメント

医療経済学

区　分

基礎演習科目

国際コミュニケー
ション科目

体育・スポーツ科目

基礎科目

人体の構造と
機能

疾病の
成り立ちと
回復の促進

健康情報と
社会保障制度

DP1：［徳育・教養］

CP1：幅広い視野と思考
力・表現力を養うため
の教養教育科目

CP2：根拠に根差した専
門的な判断及び行動の
ために必要な基礎知識
修得のための専門基礎
科目

DP4：［科学的・論理
的思考］

専
門
基
礎
科
目

専
門
教
育
科
目

教
養
教
育
科
目

区　分

■ 科目とディプロマ・ポリシー，カリキュラム・ポリシーの対比表
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家族社会論

専門職連携論

エレメンタリーセミナー

看護学原論Ⅰ

看護学原論Ⅱ

看護基本技術Ⅰ

看護基本技術Ⅱ

看護基本技術Ⅲ

看護基本技術Ⅳ

看護基本技術Ⅴ

看護倫理

地域包括ケア論

急性期看護学概論

慢性期看護学概論

成人（急性・慢性）看護方法Ⅰ

成人（急性・慢性）看護方法Ⅱ

ヘルスプロモーション

エンドオブライフケア

成人看護学概論

老年看護学概論

老年看護方法Ⅰ

老年看護方法Ⅱ

母性看護学概論

母性看護方法Ⅰ

母性看護方法Ⅱ

小児看護学概論

小児看護方法Ⅰ

小児看護方法Ⅱ

精神保健看護学概論

精神保健看護方法Ⅰ

精神保健看護方法Ⅱ

地域・在宅看護学概論

地域・在宅看護方法Ⅰ

地域・在宅看護方法Ⅱ

公衆衛生看護学概論

公衆衛生看護方法論Ⅰ（行政看護）※

公衆衛生看護方法論Ⅱ（学校看護）※

公衆衛生看護方法論Ⅲ（産業看護）※

公衆衛生看護学演習※

公衆衛生看護管理論※

地区活動論※

健康教育論

地域共創ケアⅢ

看護学セミナー

看護管理・看護政策論

災害看護学概論

災害看護学演習※

グローバルヘルス看護学Ⅰ

グローバルヘルス看護学Ⅱ

看護学研究Ⅰ

看護学研究Ⅱ

看護学研究Ⅲ（卒業研究）

基礎看護学実習Ⅰ

基礎看護学実習Ⅱ

地域共創ケアⅠ

地域共創ケアⅡ

地域・在宅看護学実習

成人急性期看護学実習

成人慢性期看護学実習

老年看護学実習

母性看護学実習

小児看護学実習

精神保健看護学実習

公衆衛生看護学実習※

公衆衛生看護展開実習※

公衆衛生看護管理実習※

統合看護実習

CP3：看護学の基礎から
応用発展へと実践的な
知識・技術・態度を体
系的に修得するための
専門科目

CP8：臨地実習

CP3：看護学の基礎から
応用発展へと実践的な
知識・技術・態度を体
系的に修得するための
専門科目

CP4：看護学の基礎

CP3：看護学の基礎から応
用発展へと実践的な知
識・技術・態度を体系的に
修得するための専門科目

CP5：健康特性に応じた看
護

DP1：［徳育・教養］

DP6：［知識・技能・
実践力］

DP2：［共生社会・障
害支援］

DP6：［知識・技能・
実践力］

DP3：［社会貢献・地
域支援］
DP5 ： ［ 問 題 解 決 ・
キャリア形成力］

DP6：［知識・技能・
実践力］

DP6：［知識・技能・
実践力］

DP2：［共生社会・障
害支援］

DP6：［知識・技能・
実践力］

看護学の発展

臨地実習

CP3：看護学の基礎から
応用発展へと実践的な
知識・技術・態度を体
系的に修得するための
専門科目

CP6：対象特性に応じた
看護

CP3：看護学の基礎から
応用発展へと実践的な
知識・技術・態度を体
系的に修得するための
専門科目

CP7：看護学の発展

専
門
科
目

人間と生活・
社会の理解

看護学の基礎

健康特性に
応じた看護

対象特性に
応じた看護

専
門
教
育
科
目
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履修モデル（看護師養成）

前期 単位
必修

・
選択

後期 単位
必修

・
選択

前期 単位
必修

・
選択

後期 単位
必修

・
選択

前期 単位
必修

・
選択

後期 単位
必修

・
選択

前期 単位
必修

・
選択

後期 単位
必修

・
選択

人間と道徳 2 必修 データサイエンス入門 2 必修 心理学 2 必修 障害インクルージョン論 2 必修

社会学入門 2 必修 コミュニケーション論 2 必修 環境科学 2 選択

体育実技Ａ 1 選択 スポーツ健康科学基礎理論 1 選択

英語Ⅰ 2 必修 英語Ⅱ 2 必修

中国語入門 2 選択

情報機器演習 2 必修

自然科学基礎演習 2 選択

13 7 2 4

人体の構造と機能Ⅰ 2 必修 人体の構造と機能 演習 1 必修 ゲノム・遺伝学 1 選択

人体の構造と機能Ⅱ 2 必修 薬理学 2 必修

生化学・栄養学 2 必修

病態学 2 必修 感染と防御 2 必修

疾病と治療Ⅰ（内科系疾患） 1 必修

疾病と治療Ⅱ（外科系疾患） 1 必修

疾病と治療Ⅲ（小児の疾患・感
染症）

1 必修

疾病と治療Ⅳ（高齢者の疾患・
精神疾患）

1 必修

保健医療統計学 1 必修 公衆衛生学・疫学 1 必修 疫学演習 1 必修

保健医療情報学 1 必修 地域資源とマネジメント 1 必修

保健医療福祉制度論 2 必修

人間と生活・社会の理解 家族社会論 1 必修 専門職連携論 1 必修

計 7 5 10 3 1 1

卒業要件

エレメンタリーセミナー 1 必修 看護学原論Ⅱ 2 必修 看護基本技術Ⅳ 1 必修 看護基本技術Ⅴ 1 必修

看護学原論Ⅰ 2 必修 看護基本技術Ⅲ 1 必修 看護倫理 1 必修

看護基本技術Ⅰ 1 必修 地域包括ケア論 1 必修

看護基本技術Ⅱ 1 必修

ヘルスプロモーション 1 必修 急性期看護学概論 1 必修 成人（急性・慢性）看護方法Ⅰ 1 必修
成人（急性・慢性）看護方法
Ⅱ

1 必修

慢性期看護学概論 1 必修 エンドオブライフケア 1 必修

成人看護学概論 1 必修 老年看護学概論 2 必修 老年看護方法Ⅰ 1 必修 老年看護方法Ⅱ 1 必修

地域・在宅看護学概論 2 必修 母性看護学概論 2 必修 母性看護方法Ⅰ 1 必修 母性看護方法Ⅱ 1 必修

小児看護学概論 2 必修 小児看護方法Ⅰ 1 必修 小児看護方法Ⅱ 1 必修

精神保健看護学概論 2 必修 精神保健看護方法Ⅰ 1 必修 精神保健看護方法Ⅱ 1 必修

地域・在宅看護方法Ⅰ 1 必修 地域・在宅看護方法Ⅱ 1 必修

健康教育論 1 必修

公衆衛生看護学概論 2 必修

看護学研究Ⅰ 1 必修 災害看護学概論 1 必修 グローバルヘルス看護学Ⅰ 1 必修 看護学セミナー 1 必修 看護学研究Ⅱ 1 必修 看護管理・看護政策論 1 必修

地域共創ケアⅢ 1 必修 グローバルヘルス看護学Ⅱ 1 選択

2 必修

基礎看護学実習Ⅰ 1 必修 基礎看護学実習Ⅱ 2 必修 地域・在宅看護学実習 2 必修 統合看護実習 3 必修

地域共創ケアⅠ 1 必修 地域共創ケアⅡ 1 必修 成人急性期看護学実習 3 必修

成人慢性期看護学実習 2 必修

老年看護学実習 2 必修

母性看護学実習 2 必修

小児看護学実習 2 必修

精神保健看護学実習 2 必修

計 5 10 14 15 8 16 5 2 通期

卒業要件

25 22 26 22 9 16 6 2 通期

看護学研究Ⅲ（卒業研究）

区
分

教
養
教
育
科
目

基礎科目

体育・スポーツ科目

国際コミュニケーション科目

基礎演習科目

計

卒業要件

配当年次

前・後期の別/単位数/必修選択の別

３年次 ４年次１年次 ２年次

26

128

臨地実習

健康情報と社会保障制度

看護学の基礎

健康特性に応じた看護

対象特性に応じた看護

学年・期別履修単位数

合計単位数

専
門
教
育
科
目

専
門
基
礎
科
目

疾病の成り立ちと回復の促進

人材の構造と機能

専
門
科
目

看護学の発展

27

75
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履修モデル（保健師養成）

前期 単位
必修

・
選択

後期 単位
必修

・
選択

前期 単位
必修

・
選択

後期 単位
必修

・
選択

前期 単位
必修

・
選択

後期 単位
必修

・
選択

前期 単位
必修

・
選択

後期 単位
必修

・
選択

人間と道徳 2 必修 データサイエンス入門 2 必修 日本国憲法 2 選択 障害インクルージョン論 2 必修

心理学 2 必修 コミュニケーション論 2 必修

社会学入門 2 必修

体育実技Ａ 1 選択 スポーツ健康科学基礎理論 1 選択

英語Ⅰ 2 必修 英語Ⅱ 2 必修 フランス語入門 2 選択

情報機器演習 2 必修

自然科学基礎演習 2 選択

13 7 4 2

人体の構造と機能Ⅰ 2 必修 人体の構造と機能 演習 1 必修

人体の構造と機能Ⅱ 2 必修 薬理学 2 必修

生化学・栄養学 2 必修

病態学 2 必修 感染と防御 2 必修

疾病と治療Ⅰ（内科系疾患） 1 必修

疾病と治療Ⅱ（外科系疾患） 1 必修

疾病と治療Ⅲ（小児の疾患・感染
症）

1 必修

疾病と治療Ⅳ（高齢者の疾患・精
神疾患）

1 必修

保健医療統計学 1 必修 公衆衛生学・疫学 1 必修 疫学演習 1 必修 医療経済学 1 選択

保健医療情報学 1 必修 地域資源とマネジメント 1 必修

保健医療福祉制度論 2 必修

人間と生活・社会
の理解

家族社会論 1 必修 専門職連携論 1 必修

小計 7 5 10 3 1 1

合計

エレメンタリーセミナー 1 必修 看護学原論Ⅱ 2 必修 看護基本技術Ⅳ 1 必修 看護基本技術Ⅴ 1 必修

看護学原論Ⅰ 2 必修 看護基本技術Ⅲ 1 必修 看護倫理 1 必修

看護基本技術Ⅰ 1 必修 地域包括ケア論 1 必修

看護基本技術Ⅱ 1 必修

ヘルスプロモーション 1 必修 急性期看護学概論 1 必修 成人（急性・慢性）看護方法Ⅰ 1 必修 成人（急性・慢性）看護方法Ⅱ 1 必修

慢性期看護学概論 1 必修 エンドオブライフケア 1 必修

成人看護学概論 1 必修 老年看護学概論 2 必修 老年看護方法Ⅰ 1 必修 老年看護方法Ⅱ 1 必修 公衆衛生看護管理論 1 選択

地域・在宅看護学概論 2 必修 母性看護学概論 2 必修 母性看護方法Ⅰ 1 必修 母性看護方法Ⅱ 1 必修

小児看護学概論 2 必修 小児看護方法Ⅰ 1 必修 小児看護方法Ⅱ 1 必修

精神保健看護学概論 2 必修 精神保健看護方法Ⅰ 1 必修 精神保健看護方法Ⅱ 1 必修

地域・在宅看護方法Ⅰ 1 必修 地域・在宅看護方法Ⅱ 1 必修

健康教育論 1 必修 公衆衛生看護方法論Ⅰ（行政看護） 2 選択

公衆衛生看護学概論 2 必修 公衆衛生看護方法論Ⅱ（学校看護） 1 選択

公衆衛生看護方法論Ⅲ（産業看護） 1 選択

公衆衛生看護学演習 2 選択

地区活動論 2 選択

看護学研究Ⅰ 1 必修 災害看護学概論 1 必修 グローバルヘルス看護学Ⅰ 1 必修 看護学セミナー 1 必修 看護学研究Ⅱ 1 必修 看護管理・看護政策論 1 必修

地域共創ケアⅢ 1 必修 災害看護学演習 1 選択

2 必修

基礎看護学実習Ⅰ 1 必修 基礎看護学実習Ⅱ 2 必修 地域・在宅看護学実習 2 必修 公衆衛生看護展開実習 1 選択

地域共創ケアⅠ 1 必修 地域共創ケアⅡ 1 必修 成人急性期看護学実習 3 必修 公衆衛生看護管理実習 3 選択

成人慢性期看護学実習 2 必修

老年看護学実習 2 必修

母性看護学実習 2 必修

小児看護学実習 2 必修

精神保健看護学実習 2 必修

公衆衛生看護学実習 2 選択

小計 5 10 14 15 16 18 7 2 通期

合計

25 22 28 20 17 18 8 2 通期

看護学研究Ⅲ（卒業研究）

区
分

看護学の発展

臨地実習

87

配当年次 １年次 ２年次 ３年次 ４年次

前・後期の別/単位数/
必修選択の別

学年・期別履修単位数

国際コミュニケーション
科目

基礎演習科目

小計

合計

合計単位数 140

対象特性に応じた
看護

26

専
門
教
育
科
目

専
門
基
礎
科
目

人材の構造と機能

疾病の成り立ちと
回復の促進

健康情報と社会保
障制度

27

専
門
科
目

看護学の基礎

健康特性に応じた
看護

教
養
教
育
科
目

基礎科目

体育・スポーツ科目
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年次別実習年間計画（令和10年度(2028年)：完成年度）

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

基看Ⅰ 基看Ⅰ

※2 地共創Ⅰ 地共創Ⅰ

※1 ※2 地共創Ⅱ 地共創Ⅱ

老年 母性 小児

老年 母性 小児

小児 老年 母性

母性 小児 老年

老年 母性 小児

老年 母性 小児

公展開

実習科目別実習年間計画（令和10年度(2028年)：完成年度）

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

基礎看護学実習Ⅰ

基礎看護学実習Ⅱ

地域共創ケアⅠ

地域共創ケアⅡ

急 1 3 5 8

2 4 6 7

成人慢性期看護学実習 慢 8 1 2 3 4 5 6 7

地域・在宅看護学実習 地 2 3 4 5 6 7 8 1

母性看護学実習 母 6 7 8 1 2 3 4 5

小児看護学実習 小 5 6 7 8 1 2 3 4

老年看護学実習 老 7 8 1 2 3 4 5 6

精神保健看護学実習 精 3 4 5 6 7 8 1 2

統合看護実習

公衆衛生看護学実習

公衆衛生看護展開実習 ＊1

公衆衛生看護管理実習

精神保健

成人急性 成人慢性

成人慢性地域・在宅

成人急性 成人慢性

日

月

老年

※1: 基礎看護学実習Ⅱは原則として9月第1週を開始とするが，月曜日を初日とするため，年毎の曜日の配置により，8月最終週に開始となることがある。

※2: 地域共創ケアⅠ・Ⅱは，原則として2月中の実施とするが，実習施設の受入体制により，一部3月に実習を行うことがある。

成人慢性

精神保健

成人慢性

精神保健

精神保健

精神保健 地域・在宅

成人慢性 老年 精神保健

成人慢性

成人急性

地域・在宅

精神保健 地域・在宅

精神保健 地域・在宅

成人急性

地域・在宅 成人急性

成人急性

母性 小児

母性 小児

成人急性期看護学実習 3年次

月

週

地域・在宅

統合看護

基看Ⅱ 基看Ⅱ

成人慢性

地域・在宅 成人急性

1年次

2年次

3年次

4年次

成人急性

公衛看

＊2

4年次

4年次

＊1: 5～6月のいずれかで小中学校2日、企業1日

3年次

週

日

6～8月のいず
れか3週間

1年次

2年次

1年次

2年次

3年次

3年次

公衛看管理

＊2: 2～3月のいずれかで保健センター2日、保健所3日

3年次

3年次

3年次

4年次

3年次
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基礎看護実習Ⅰ 

１．実習単位、配当年次・時期 
１単位、１年次後期・2月 

２．主な内容 
 入院患者を受け持ち、健康状態をアセスメントし、日常生活援助の必要性を判断し、日常生活
援助を行う。また、病院の機能や役割、健康障害のある対象者や日常生活の支援が必要な対象者
の療養生活、看護活動の実際を学び、求められる多様な看護の役割について考える。 

３．実習施設 
・国立病院機構 千葉医療センター
・国立病院機構 千葉東病院

４．学生の配置 
・１グループ５名を 16 グループ編成。１病棟に１グループ配置。

５．週間計画等 
月 火 水 木 金 

第 1 週 

病院オリエンテ

ーション、 

病棟実習 

病棟実習 病棟実習 病棟実習 学びのまとめ 

（面接） 

資料22
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基礎看護実習Ⅱ 

１．実習単位、配当年次・時期 
  ２単位、２年次後期・９月 

２．主な内容 
 患者を全人的に理解し、その方のよりよい健康状態を目指して関わる。一人の患者を受け持ち、
観察した事実をもとに看護の視点に沿って全体像を描き、対象特性を把握して看護の方向性を定
め、個別な反応に沿って看護を実践する。 

３．実習施設 
・国立病院機構 千葉医療センター
・国立病院機構 下志津病院

４．学生の配置 
・１グループ５名を 16 グループ編成。１病棟に１グループ配置。

５．週間計画等 
月 火 水 木 金 

第 1 週 

午前：オリエン

テーション、挨

拶・情報収集

午後：学内

病棟実習 学内実習 

（情報整理、 

アセスメント）

病棟実習 午前：病棟実習 

午後：学内実習

（看護計画立案） 

第 2 週 

病棟実習 病棟実習 病棟実習 午前：病棟実習 

午後：学内実習

（記録まとめ） 

学内 

（学びの共有、 

面接） 
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地域共創ケアⅠ 

１．実習単位、配当年次・時期 
１単位、１年次後期・2～３月 

２．主な内容 
地域で暮らす多様な年代、生活背景をもつ人々と交流する体験を通して、看護が様々な発達段

階及び健康レベルにかかわること、生活や環境が健康の土台となっていることを実地に学ぶ。保
育園、高齢者の通いの場等の実習先を学生が訪問して、コミュニケーションをとり、交流するこ
とにより学ぶ。 

３．実習施設 
・保育園：旭ヶ丘保育園、すずらん保育園、みつわ台保育園、若竹保育園
・千葉市いきいきプラザ・いきいきセンター（15 施設）

４．学生の配置 
・１組学生 2 名を、保育所、いきいきプラザ・センターのいずれかに配置。

５．週間計画等 
2週間 

1 日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 

第 1 週 

オリエンテ

ーション

グループワーク 

・実習対象者の発達

段階・健康レベル

・考慮すべき態度・

行動

各施設での

実習 

各施設での

実習 

学びの振り返り 

（グループワーク、

全体発表） 

※１、２、５日目の学内実習は一斉に行う。
３、４日目の各施設での実習は、2 週間のうちの連続した２日間のいずれかで行う。
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地域共創ケアⅡ 

１．実習単位、配当年次・時期 
１単位、2年次後期・2～３月 

２．主な内容 
健康支援にかかわる専門職、非専門職を訪問し、その活動の目的、取組みの実際、課題を知る

ことから、人々の健康を支援するそれぞれの支援者の役割を学ぶ。 

３．実習施設 
・総合病院の地域医療連携部門、がん相談支援センター
・訪問看護ステーション
・介護老人保健施設
・就労継続支援事業所
・放課後等デイサービス
・認知症カフェ
・千葉市子育て支援館
・千葉市障害者福祉センター

４．学生の配置 
・１組 2 名を、各施設のいずれかに配置。

５．週間計画等 
2週間 

1 日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 

第 1 週 

オリエンテ

ーション

グループワーク 

・実習先の対象者の

法的位置づけ・役割

・訪問時の質問事項

各施設での

実習 

各施設での

実習 

学びの振り返り 

（グループワーク、

全体発表） 

※１、２、５日目の学内実習は一斉に行う。
３、４日目の各施設での実習は、2 週間のうちの連続した２日間のいずれかで行う。
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地域・在宅看護学実習 

１．実習単位、配当年次・時期 
 2単位、3年次後期・9～2月 
 
２．主な内容 
医療施設のみにとどまらず、地域で生活する多様な人々に必要とされる看護があることを理解

し、看護師に求められる態度・知識・技能を身に付ける。 
 

３．実習施設 
・訪問看護ステーション 
・地域包括支援センター 
・総合病院の地域医療連携部門 

 
４．学生の配置（１グループ 10 名） 
 ・訪問看護ステーションは学生 2 名（または１名）ごとに１施設に配置。 
 ・地域包括支援センターは、５名１組として２日に分けて１日ずつ配置。 
 ・総合病院の地域医療連携部門は、学生２名ごとに１施設に１日ずつ配置。 
 
５．週間計画等 
  月 火 水 木 金 

第 1 週 

学内（実習オリエ

ンテーション） 

訪問看護実習 

（オリエンテーシ

ョン、情報収集） 

訪問看護実習 訪問看護実習 ※医療連携実習

（地域包括支援セ

ンター） 

第 2 週 

※医療連携実習

（病院地域医療連

携部門） 

学内 

（医療連携実習カ

ンファレンス） 

訪問看護実習 訪問看護実習 訪問看護実習カン

ファレンス 

※第 1 週(金)第 2 週(月)に地域包括支援センターと病院地域医療連携部門を交代で実習 
 
【補足】学生の配置  (A，B は学生 1 人ひとりを表す) 

第 1 週(火)～(木) 訪問看護ステーション A B A B A B  A B  A B 

第 1 週(金) 

A：地域包括支援センター 
 
B：病院の地域医療連携部門 
 

 A A A A A 
 

  B B      B B     B  
 

第 2 週(月) 

B：地域包括支援センター 
 
A：病院の地域医療連携部門 
 

   B B B B B 
 
  A A     A A      A  
 

第 2 週(水)(木) 訪問看護ステーション A B A B A B  A B  A B 
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成人急性期看護学実習 

１．実習単位、配当年次・時期 
 3単位、3年次後期・9～2月 
 
２．主な内容 
急激に健康状態が変化した状況、および重篤な身体的問題を生じている状況における看護の実

際を学ぶ。これらの状況には、手術を受ける患者の看護、侵襲的検査・治療を受ける患者の看護
などを含み、周術期の身体侵襲と回復過程、侵襲的検査・治療の危険防止および安全確保を理解
し、看護の一連の過程を実践する。さらに、専門職として人々の生命と人権を尊重する態度およ
びチームの一員として責任ある行動を学ぶ。 

 
３．実習施設 
・国立病院機構 千葉医療センター 

 
４．学生の配置（１グループ 10 名） 
 ・病棟実習は学生５名ごとに１病棟に配置（２病棟）。 
 ・侵襲的検査・治療の見学実習は、学生 3～4 名組として配置。 
 
５．週間計画等 
  月 火 水 木 金 

第 1 週 

学内 

（実習オリエ

ンテーショ

ン） 

病棟実習 病棟実習 午前：病棟実習 

午後：学内（情報整

理、アセスメント、

計画立案） 

病棟実習 

第 2 週 

病棟実習 病棟実習 午前：病棟実習 

午後：学内（実践評

価、計画修正） 

病棟実習 病棟実習 

まとめのカンフ

ァレンス 

第 3 週 

学内 

（周術期看護

過程まとめ、

侵襲的検査・

治療の理解） 

A

班 

※侵襲的検査･治療

の見学実習① 

※侵襲的検査･治療の

見学実習② 

※学内（情報整理と

振り返り） 

実習のまとめ 

（カンファレン

ス、個別面接） B

班 

※学内（情報整理と

振り返り） 

※侵襲的検査･治療の

見学実習① 

※侵襲的検査･治療の

見学実習② 

C

班 

※侵襲的検査･治療

の見学実習② 

※学内（情報整理と

振り返り） 

※侵襲的検査･治療の

見学実習① 

※第 3 週(火)～(木）のいずれか 2日間で侵襲的検査・治療を交代で実習  
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成人慢性期看護学実習 

１．実習単位、配当年次・時期 
 2単位、3年次後期・9～2月 

２．主な内容 
慢性疾患の治療または薬物療法などの内科的治療を受ける患者、もしくは身体障害をもつ患者

を受け持ち、看護に必要な知識、技術、態度を用いて、患者のアセスメント、看護計画立案、看護
実践、評価を行う。さらに、専門職として人々の生命と人権を尊重する態度およびチームの一員
として責任ある行動を学ぶ。 

３．実習施設 
・国立病院機構 千葉東病院
・国立病院機構 下志津病院

４．学生の配置（１グループ 10 名） 
・学生５名ごとに１病棟に配置（２病棟）。

５．週間計画等 
月 火 水 木 金 

第 1 週 

学内（実習オリ

エンテーショ

ン）

病棟実習 病棟実習 午前：病棟実習 

午後：学内（情報整

理、アセスメント、

計画立案） 

病棟実習 

第 2 週 

病棟実習 病棟実習 

午後：（実践評価、

計画修正） 

病棟実習 病棟実習 

午後：まとめのカン

ファレンス

学内 

実習のまとめ（カン

ファレンス､記録整

理）、個別面談

－ 設置等の趣旨（資料） ― 61 ―



老年看護学実習 

１．実習単位、配当年次・時期 
 2単位、3年次後期・9～2月 
 
２．主な内容 
健康上ならびに生活上の支援を要する高齢者への看護実践を通して、老年期にある人々への看

護のあり方を理解し、高齢者の特徴をふまえた看護を計画・実施・評価する基礎的能力を養い、
適切なアセスメントと看護の方法を修得する。また、高齢者とその家族への支援における保健・
医療・福祉の多職種連携、ならびに、看護の役割・機能と専門性の理解を深める。 

 
３．実習施設 
・介護老人保健施設：徳洲苑 
・介護付き有料老人ホーム：イリーゼ都賀 
・特別養護老人ホーム：とどろき一倫荘、新千葉一倫荘、かなめ一倫荘 

 
４．学生の配置（１グループ 10 名） 
 ・学生 4～6 名を 1 組として 2 施設に配置。 
 
５．週間計画等 

  月 火 水 木 金 

第 1 週 
オリエンテーショ

ン、演習 

高齢者施設実習 高齢者施設実習 高齢者施設実習 高齢者施設実習 

第 2 週 

中間カンファレン

ス、計画立案、アク

ティビティケア準備 

高齢者施設実習 高齢者施設実習 高齢者施設実習 実習まとめ、 

個人面接 
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母性看護学実習 

１．実習単位、配当年次・時期 
 2単位、3年次後期・9～2月 

２．主な内容 
周産期にある母子とその家族の特徴に応じた基本的な看護実践能力を体得することを目的とす

る。病棟に入院中の母子一組の受け持ちを通して、対象の特徴を踏まえた看護展開について体験
を通して学ぶ。また、産科外来における妊婦・褥婦へのケアの実際について見学を通して学ぶ。
これらの学びを通して、母性看護学における対象者の特徴と看護の役割について考察する。 

３．実習施設 
・国立病院機構 千葉医療センター

４．学生の配置（１グループ 10 名） 
・病棟は学生 10 名を配置、外来で各日 2名交代で実習するため、8 名で実習。
・1 日 2 名ずつ産婦人科外来に配置。

５．週間計画等 
月 火 水 木 金 

第 1 週 

学内（オリエンテー

ション）：学修目

標・事前学習確認

学内実習 

（技術演習） 

病棟実習  病棟実習 

※産科外来実習

病棟実習 

※産科外来実習

第 2 週 

病棟実習 

※産科外来実習

病棟実習 

※産科外来実習

病棟実習 

※産科外来実習

学内実習（ケース

カンファレンス、

記録修正・追記）

相互評価 

※産科外来は、第１週(木)～第２週(水)に学生が２名ずつ各１日
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小児看護学実習 

１．実習単位、配当年次・時期 
 2単位、3年次後期・9～2月 
 
２．主な内容 
健康問題のある小児とその家族に対し、豊かな人間性と小児看護の専門的知識・技術を用いて

根拠にもとづき看護を実践する能力を養う。臨地実習は、病児の看護計画の立案と実施、評価を
行う病棟での受け持ち看護実習、乳幼児の日常の世話や遊びへの参加・見学を行う保育園実習、
障害をもつ子どもの日常の世話や診療への参加・見学を行う障害児看護実習を含む。 

 
３．実習施設 
・国立病院機構 下志津病院 
・国立病院機構 千葉東病院 
・保育園：旭ヶ丘保育園、すずらん保育園、みつわ台保育園、若竹保育園 

 
４．学生の配置（１グループ 10 名） 
 ・病棟は学生５名を１病棟に配置。 
 ・保育園は学生２名ごとに１施設に配置。 
 
５．週間計画等 

  月 火 水 木 金 

第 1 週 

オリエンテーショ

ン、技術演習 

※病棟実習 病棟実習 病棟実習 病棟実習 

※保育園実習 学内実習 障害児看護実習 学内実習 

第 2 週 

※保育園実習 学内実習 障害児看護実習 学内実習 実習まとめ 

※病棟実習 病棟実習 病棟実習 病棟実習 

※グループ 10 名を 5 名ずつに分け、第１週(火)～(金)、第２週(月)～(木)を交代で実習 
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精神保健看護学実習 

１．実習単位、配当年次・時期 
 2単位、3年次後期・9～2月 

２．主な内容 
精神の症状や障がいにより日常生活に支障をきたしている人やその家族との治療的関係を築き

ながら、専門知識・技術を用いて根拠にもとづいた看護の展開を実践する。そして、精神障がい
のある方が、その人らしく地域で生活するための医療・福祉などのリソースの実際を知り、体験
を通して精神保健看護の役割と課題を考える。 

３．実習施設 
・下総精神医療センター（病棟、デイケア、訪問看護ステーション）
・しのだの森ホスピタル（病棟）
・就労継続支援事業所:樹の実会桜木作業所、オリーブ鎌取福祉作業所、鎌取相談支援センター

４．学生の配置（１グループ 10 名） 
・病棟は、学生 4～6 名を 1組として 2施設に配置。
・訪問看護ステーション、デイケアは 3名 1 組で各 1 日配置。
・就労継続支援事業所は、2～4 名 1組で各 1日配置。

５．週間計画等 
月 火 水 木 金 

第 1 週 

オリエンテーシ

ョン、

既修科目の復

習、

演習

病棟実習 病棟実習 

※１,デイケア、

訪問看護、

就労継続支援事業所

病棟実習 

※１ 

病棟実習 

※１ 

第 2 週 

病棟実習 

※１

病棟実習 

※１ 

病棟実習 

※１ 

病棟実習 

※１ 

学内 

※１．第 1 週(水)～第 2週(木)にデイケア、訪問看護、就労継続支援事業所を各 1日交代で実習
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統合看護実習（基礎看護） （統合看護実習８看護領域のうち 1 領域を選択） 

１．実習単位、配当年次・時期 
3単位、4年次前期・5月 

２．主な内容 
各自の問題意識に沿って、行いたい実習を計画し、チームアプローチ能力を高め、自己の看護

観の発展をはかる。入学時から統合看護実習に至る自己の看護観の発展の軌跡をまとめる。数名
の患者を受け持ち、個々の患者の看護実践とともに、チームメンバーとしての行動、多重課題、
優先性の判断、多職種による協働などについて学ぶ。夜間勤務帯の一部で実習を行い、看護の情
報共有・継続、役割分担について学ぶ。また、看護管理者、専門・認定看護師に同行しての見学実
習を行う。診療支援部門（地域連携室、患者相談室、医療安全管理室、感染管理室等）および外来
における看護職の役割を学ぶ。 

３．実習施設 
・国立病院機構 千葉医療センター

４．学生の配置（4 名） 
・学生 4 名を 1 組として配置。

５．週間計画等 
月 火 水 木 金 

第 1 週 
学内演習（実習目

標・内容の計画） 

学内演習（実習目

標・内容の計画） 

臨地実習 

（病棟、ICU） 

臨地実習 

（病棟、ICU） 

臨地実習 

（病棟、ICU） 

第 2 週 
臨地実習 

（病棟、ICU） 

臨地実習 

（病棟、ICU） 

臨地実習 

（病棟、ICU） 

臨地実習 

（病棟、ICU） 

臨地実習 

（病棟、ICU） 

第 3 週 
臨地実習 

（病棟、ICU） 

臨地実習 

（病棟、ICU） 

臨地実習 

（病棟、ICU） 

学内演習 

（記録の整理） 

学内演習（学びの

共有、面接） 

※第 1 週(木)～第３週(火)に看護管理、専門・認定看護師、診療支援部門看護師の同行実習を実施
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統合看護実習（地域・在宅看護）（統合看護実習８看護領域のうち 1領域を選択） 

１．実習単位、配当年次・時期 
 3単位、4年次前期・5月 
 
２．主な内容 
チーム医療における看護師の役割について理解し、複数療養者のケアの実践を通してリーダー

シップとメンバーシップ機能について学ぶ。看護チーム間においてコミュニケーションを図ると
ともに、医療チームのメンバーの一員として多職種との連携と協働について学ぶ。また、多職種
連携・協働の体験を通して包括的な支援・サービス提供体制について理解する。 

 
３．実習施設 
・訪問看護ステーション：①訪問看護ステーションあすか、②コープみらい四街道訪問看護ス

テーション、③徳洲会わらび訪問看護ステーション四街道、④さかいリハ訪問看護ステー
ション・千葉、⑤さかいリハ訪問看護ステーション・千葉 蘇我支所、⑥さかいリハ訪問
看護ステーション・八千代 四街道支所、⑦千葉市医師会立訪問看護ステーション、 
⑧緑が丘訪問看護ステーション、⑨カンナ訪問看護ステーション、➉土気訪問看護ステー
ション、⑪まくはり訪問看護ステーション、⑫まくはり訪問看護ステーション サテライト
てんだい、⑬なごみの陽 訪問看護ステーション 

・居宅介護支援事業所：ひだまりの家、セイワ若松ケアプランセンター 
・総合病院外来、地域医療連携部門：千葉医療センター、千葉東病院、下志津病院 
 

４．学生の配置（10 名） 
 ・訪問看護ステーションは、学生 2名を 1組として配置。 
 ・病院は、3 名 1 組を外来、地域医療連携部門に各 1 日配置。 
 ・居宅介護支援事業所は、4 名 1 組および 2 名×3組に分かれて施設ごとに配置。 
 
５．週間計画等 

  月 火 水 木 金 

第 1 週 オリエンテーション 訪問看護実習 訪問看護実習 訪問看護実習 学内 

第 2 週 
訪問看護実習 訪問看護実習 訪問看護実習 訪問看護実習 訪問看護実習カン

ファレンス 

第 3 週 

連携実習オリエンテ

ーション 

※多職種連携 

（病院地域連

携） 

※多職種連携 

（居宅介護支援事

業所） 

※多職種連携 

（病院外来） 

最終カンファレン

ス 

※第 3 週(火)(水)(木)は、病院地連、居宅介護、外来を各 1日ローテーション 
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統合看護実習（成人急性期看護）（統合看護実習８看護領域のうち 1領域を選択） 

１．実習単位、配当年次・時期 
3単位、4年次前期・5月 

２．主な内容 
 これまで学んだ知識・技術・態度を統合して、クリティカルな状況において看護専門職の役割
を発揮できる基礎的な力を修得する。そのような状況には、複雑化・高度化する医療現場におけ
る看護、様々な関係職種と連携・協働する看護などを含み、専門家と協働して看護を実践する。
さらに、専門職として人々の生命と人権を尊重する態度を学ぶ。 

３．実習施設 
・A：四街道徳洲会病院
・B：千葉県総合救急災害医療センター

４．学生の配置（10 名） 
・A：四街道徳洲会病院は、学生 3 名 1組として各部署に配置。
・B：千葉県総合救急災害医療センターは、学生 2名 1組として各部署に配置。

５．週間計画等 
A：四街道徳洲会病院 

月 火 水 木 金 

第 1 週 
オリエンテーショ

ン

手術室 手術室 手術室 外科病棟 

HCU HCU HCU HCU 

第 2 週 
外科病棟 外科病棟 外科病棟 学内 HCU 

学内 手術室 手術室 手術室 外科病棟 

第 3 週 
HCU 学内 HCU HCU 

まとめ 
外科病棟 学内 外科病棟 外科病棟 

B：千葉県総合救急災害医療センター
月 火 水 木 金 

第 1 週 
オリエンテーショ

ン

ICU ICU ICU ICU 

ECU（+ER） ECU（+ER） 学内 ECU（+ER） 

第 2 週 
ICU ICU 

学内 
ECU（+ER） ECU（+ER） 

ECU（+ER） ECU（+ER） ICU ICU 

第 3 週 
ECU（+ER） 学内 ECU（+ER） ECU（+ER） 

まとめ 
ICU ICU ICU ICU 

HCU：ハイケアユニット、ICU：集中治療室、ECU：救急集中治療室、ER：救命救急室 
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統合看護実習（成人慢性期看護）（統合看護実習８看護領域のうち 1領域を選択） 

１．実習単位、配当年次・時期 
3単位、4年次前期・5月 

２．主な内容 
 これまで学んだ知識・技術・態度を統合して、人工呼吸器など高度な医療的管理を行いながら
日常生活を援助する状況において看護専門職の役割を発揮できる基礎的な力を修得する。そのよ
うな状況には、複雑化・高度化する医療現場における看護、様々な関係職種と連携・協働する看
護などを含み、専門家と協働して看護を実践する。さらに、専門職として人々の生命と人権を尊
重する態度を学ぶ。 

３．実習施設 
・国立病院機構 下志津病院

４．学生の配置（4 名） 
・受け持ち患者の選定状況により、4名 1組を 1病棟または 2病棟に分かれて配置。

５．週間計画等 
月 火 水 木 金 

第 1 週 オリエンテーション 病棟実習 病棟実習 学内 病棟実習 

第 2 週 病棟実習 病棟実習 学内 病棟実習 病棟実習 

第 3 週 病棟実習 病棟実習 病棟実習 病棟まとめ まとめ 

※第 2 週～第 3週(月)に看護管理、チーム医療の見学実習を各 1 日実施。
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統合看護実習（老年看護）（統合看護実習８看護領域のうち 1 領域を選択） 

１．実習単位、配当年次・時期 
 3単位、4年次前期・5月 
 
２．主な内容 
 通所介護施設を利用する高齢者を対象として、通所介護施設における日常生活の援助、身体／
心理／社会的状況やスピリチュアリティの維持・向上および介護予防などの援助、介護職・福祉
職・訓練士等職員との連携、家族との関わり、在宅での生活を考慮した援助などについて学び、
通所介護施設をはじめとする地域社会での老年看護における看護職の役割について、将来的・発
展的な視点をもって考察する。 
 
３．実習施設 
・デイサービス（通所介護施設）：次世代型デイサービス RIZE、りんりん、 

いなせなデイサービスさつきが丘 
 

４．学生の配置（9 名） 
・3名 1 組を各 3 施設に配置。 
 

５．週間計画等 
  月 火 水 木 金 

第 1 週 

オリエンテーショ

ン・学内演習 

通所介護施設実習 通所介護施設実習 通所介護施設実習 通所介護施設実

習、学内カンファ

レンス 

第 2 週 

通所介護施設実習 通所介護施設実習 通所介護施設実習 通所介護施設実習 通所介護施設実

習、学内カンファ

レンス 

第 3 週 

通所介護施設実習 通所介護施設実習 通所介護施設実習 通所介護施設実

習・施設内カンフ

ァレンス 

学内最終まとめ 
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統合看護実習（母性看護）（統合看護実習８看護領域のうち 1 領域を選択） 

１．実習単位、配当年次・時期 
3単位、4年次前期・5月 

２．主な内容 
複数対象者の受け持ちと夜間実習を通して、複数事例を受け持つ際のケア計画の立案、チーム

ナーシングの在り方、受け持ち対象者の 1 日を通じての入院生活状況について理解を深める。ま
た、産科領域における支援内容の 1 つである集団指導を立案し、実際の対象者に実施することを
通して集団指導の効果的な在り方について学ぶ。

３．実習施設 
・国立病院機構 千葉医療センター

４．学生の配置（6 名） 
・6名 1 組を配置。

５．週間計画等 
月 火 水 木 金 

第 1 週 
オリエンテーション 病棟実習 病棟実習 病棟実習 病棟夜間実習 

第 2 週 
病棟実習 

中間カンファレンス 

集団指導準備 集団指導準備 集団指導準備 集団指導準備 

模擬対象者に予演 

第 3 週 
AM 集団指導準備 

PM 病棟実習 

病棟実習 

集団指導準備 

病棟実習 

集団指導実施 

最終カンファレンス まとめ 
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統合看護実習（小児看護）（統合看護実習８看護領域のうち 1 領域を選択） 

１．実習単位、配当年次・時期 
 3単位、4年次前期・5月 
 
２．主な内容 
 小児看護の臨地実習を通して、豊かな人間性と小児看護の専門的知識・技術を用いて根拠にも
とづき看護を実践する能力を養うと共に、チームナーシング実習、外来見学実習、入院中の小児
への教育支援の見学実習、及び専門性の高い看護師との交流を通して、小児看護の継続性や管理
的視点を含めたチームアプローチの実践を学ぶ。また、実践した看護を振り返り、自己の課題と
解決に向けた方策を明確にする。 
 
３．実習施設 
・国立病院機構 千葉東病院 
・国立病院機構 下志津病院 
 

４．学生の配置（8 名） 
・4名 1 組を各病院の病棟等に配置。 
 

５．週間計画等 
  月 火 水 木 金 

第 1 週 オリエンテーション 事前学習 病棟実習 病棟実習 病棟実習 

第 2 週 
病棟実習 病棟実習 病棟実習 病棟実習 病棟実習 

チームナーシング 

第 3 週 

病棟実習 

チームナーシング 

外来実習 特別支援学校等

見学実習 

看護管理、専門性の 

高い看護師との交流、 

病棟実習反省会 

実習体験の振り返

りと共有 
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統合看護実習（精神保健看護）（統合看護実習８看護領域のうち 1 領域を選択） 

１．実習単位、配当年次・時期 
3単位、4年次前期・5月 

２．主な内容 
 こころのケアの対象となる人々にとってのウェルネスを目指すための支援のあり方について、
精神保健医療福祉チームの一員として様々な場で主体的に活動に参加し、倫理的な課題を考え、
エビデンスに基づいた看護実践能力を統合的に学ぶ。また、活用可能な制度や社会資源を知り、
精神保健看護の役割と機能、専門性について理解し、自己の看護観を深める。

３．実習施設 
・A：国立国際医療研究センター 国府台病院
・国立病院機構 下総精神医療センター（B：デイケア、C：訪問看護ステーション）
・就労継続支援事業所：オリーブハウス、オリーブ轟
・放課後等デイサービス：おもちゃ箱おぐらだい、ウィズ・ユー若葉桜木
・依存症回復施設 千葉ダルク

４．学生の配置（9 名） 
・第 1～2 週は 3 名 1 組で病棟、訪問看護、デイケアに配置。
・第 3 週は、就労継続支援事業所、放課後等デイサービス、依存症回復施設各 1 日を
ローテーション

５．週間計画等 
月 火 水 木 金 

第 1 週 

オリエンテーショ

ン

※A：病棟実習

B：デイケア実習

C：精神科訪問看

護実習

A：病棟実習 

B：デイケア実習 

C：精神科訪問看

護実習 

A：病棟実習 

B：デイケア実習 

C：精神科訪問看

護実習 

A：病棟実習 

B：デイケア実習 

C：精神科訪問看

護実習 

第 2 週 

A：病棟実習 

B：デイケア実習 

C：精神科訪問看

護実習 

A：病棟実習 

B：デイケア実習 

C：精神科訪問看

護実習 

A：病棟実習 

B：デイケア実習 

C：精神科訪問看

護実習 

A：病棟実習 

B：デイケア実習 

C：精神科訪問看

護実習 

A：病棟実習 

B：デイケア実習 

C：精神科訪問看

護実習 

第 3 週 

※放課後等デイサ

ービス

※就労継続支援事

業所

※セルフヘルプグ

ループ（アルコー

ル依存等）

施設実習まとめ 学びの共有、発表

会 

※A～Cの 3 グループに分かれ、第 1～2週は各部署で継続して実習を実施
※第 3 週(月)(火)(水)は 3施設各 1日ローテーション
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公衆衛生看護学実習 （保健師養成課程） 

１．実習単位、配当年次・時期 
 2単位、3年次後期・2～3月 
 
２．主な内容 
 市町村保健センター、保健所といった自治体の公的機関がもつ機能・役割を踏まえ、それらの
機能・役割を活かして、地域で暮らす様々な健康状態にある人の健康生活を支援する公衆衛生看
護の実践能力を実地に養う。 
 
３．実習施設 
 ・市町村保健センター：千葉市、鴨川市、南房総市、館山市、鋸南町 
・千葉県内保健所 
 

４．学生の配置（20 名） 
・2～4名組で各市町村、保健所に配置。 

 
５．週間計画等 

  月 火 水 木 金 

第 1 週 
オリエンテーショ

ン 

学内（既修内容の

確認、技術演習） 

市町村保健センタ

ー 

市町村保健センタ

ー 

市町村保健センタ

ー 

第 2 週 
保健所 保健所 保健所 学内 学内（まとめ） 
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公衆衛生看護展開実習 （保健師養成課程） 

１．実習単位、配当年次・時期 
 1単位、4年次後期・5～6月 

２．主な内容 
 学校および産業における公衆衛生看護活動の実際を学び、地域生活集団を単位とした看護の対
象（個人、家族、集団、コミュニティ）の健康の回復および維持・向上に向けて、それぞれの機関
における看護専門職が果たす機能と役割を理解し、自ら実践するための看護実践能力を身につけ
る。 

３．実習施設 
・千葉市立小中学校：千葉市立桜木小学校、千葉市立稲浜小学校、千葉市立椿森中学校

  千葉市立花園中学校、千葉市立生浜中学校 
・企業：日本製鉄株式会社 東日本製鉄所

４．学生の配置（20 名） 
・小中学校は、4名 1組で 5校に配置。
・企業は、20 名で 1 日配置。

５．週間計画等 
1 日目 2 日目 3 日目 4 日目（複数日交代） 5 日目 

第 1 週 

オリエンテーション

学内（既修内容の確

認、技術演習）

小中学校実習 小中学校実習 企業（産業保健）実

習 

学内（まとめ） 
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公衆衛生看護管理実習 （保健師養成課程） 

１．実習単位、配当年次・時期 
 3単位、4年次後期・6～8月 

２．主な内容 
 地域を単位とした、健康の増進と改善を図るために必要な公衆衛生看護について管理的な実践
能力を実施に養う。公衆衛生看護の関連科目でこれまで学んできた知識、技術、態度を統合し、
当該地域における地域アセスメント、ヘルスニーズの分析、地区活動計画の立案・実施・評価を、
管理的な視点から、効果的かつ効率的に実施する能力を養う。学生が数名単位で各市町村に分か
れて実習しながら各市町村の特性に基づく公衆衛生看護管理を学ぶと共に、複数の市町村を管轄
する保健所の公衆衛生看護管理の実践についても学ぶ。 

３．実習施設 
・保健センター：鴨川市、南房総市、館山市、鋸南町

４．学生の配置（20 名） 
・4～6名 1 組で各市町に配置。

５．週間計画等 
月 火 水 木 金 

第 1 週 

オリエンテーショ

ン

市町村実習（オリ

エンテーション、

計画確認）

市町村実習 

（情報収集） 

市町村実習 

（情報収集） 

市町村実習 

（情報収集） 

第 2 週 

学内（アセスメン

ト、ニーズの分

析）

学内（アセスメン

ト、ニーズの分

析）

市町村実習（健康

課題中間発表） 

学内 

（追加情報検討） 

市町村または保健

所（追加情報収

集） 

第 3 週 

市町村または保健

所（追加情報収

集） 

学内（地区活動計

画立案） 

学内（地区活動計

画立案） 

4 市町の計画の発

表、まとめ（会

場：保健所） 

学内 

（実習まとめ） 
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実習施設一覧

距離
(km)

交通機関
片道

所要時間

病院

1 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター 50 50 8 32 96 96 4 6 6 千葉県千葉市中央区椿森4-1-2 約5ｍ
徒歩（隣接

地）
約5分

2 独立行政法人国立病院機構 千葉東病院 40 6 32 48 96 6 4 千葉県千葉市中央区仁戸名町673 約8.8 バス 約50分

3 独立行政法人国立病院機構 下志津病院 40 6 32 48 67 6 4 4 千葉県四街道市鹿渡934-5 約8.3 電車 約40分

4 独立行政法人国立病院機構 下総精神医療センター 164 6 千葉県千葉市緑区辺田町578番地 約12.5 電車 約50分

5 医療法人徳洲会　四街道徳洲会病院 4 6 千葉県四街道市吉岡1830-1 約6.0
電車，モノ

レール
約30分

6 医療法人社団心癒会　しのだの森ホスピタル 24 千葉県八千代市島田台1212番地 約30.0 電車，バス
約1時間

30分

7 千葉県総合救急災害医療センター 4 千葉県千葉市美浜区豊砂6-1 約16.5 電車，バス 約1時間

8 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター国府台病院 3 千葉県市川市国府台１丁目７−１ 約28.3 電車，バス 約70分

保育園

9 社会福祉法人豊福祉会　みつわ台保育園 16 64 千葉県千葉市若葉区みつわ台5-8-8 約6.0 バス 約40分

10 社会福祉法人若葉福祉会　若竹保育園 8 32 千葉県千葉市若葉区若松町331 約7.0 電車，バス 約40分

11 社会福祉法人精粋福祉会　すずらん保育園 8 32 千葉県千葉市若葉区若松町2106-3 約4.6 電車，バス 約30分

12 社会福祉法人千葉ベタニヤホーム　旭ヶ丘保育園 8 32 千葉県千葉市若葉区都賀1-1-1 約2.2 電車 約20分

障害者社会福祉施設等

13 社会福祉法人オリーブの樹　オリーブハウス 6 6 千葉県千葉市花見川区横戸町786-4 約9.7
モノレール，

バス
約1時間

14 社会福祉法人オリーブの樹　オリーブ轟 6 6 千葉県千葉市稲毛区轟町5-2-4 約1.2 モノレール 約20分

15 社会福祉法人オリーブの樹　オリーブ鎌取福祉作業所 36 千葉県千葉市緑区鎌取町2810-8 約12.0 電車 約45分

16 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会　千葉市障害者福祉センター 2
千葉県千葉市中央区千葉寺町1208-2千葉県千葉
市ハーモニープラザ3階

約4.5 バス 約40分

17 社会福祉法人ワーナーホーム　鎌取相談支援センター 36 千葉県千葉市緑区辺田町605-2 約12.5 電車 約50分

18 社会福祉法人 樹の実会　桜木事業所 24 千葉県千葉市若葉区桜木 8-2-1 約9.5 モノレール 約40分

19 児童発達支援・放課後等デイサービス　おもちゃ箱おぐらだい 4 6 千葉県千葉市若葉区小倉台4丁目15番1-1号 約10.0 モノレール 約40分

20 児童発達支援・放課後等デイサービス　おもちゃ箱そんのう 6 千葉県千葉市稲毛区園生町420-1-2階B号室 約4.7 モノレール 約35分

21 児童発達・放課後等デイサービス　ウィズ・ユー若葉桜木 4 6
千葉県千葉市若葉区千城台西1-4-2ミズノヤ第一ビ
ル1F

約10.8 モノレール 約35分

高齢者福祉施設・介護施設等

22 医療法人徳洲会　介護老人保健施設　四街道徳洲苑 4 32 千葉県四街道市吉岡1830-1 約6.0
電車，モノ

レール
約30分

23 HITOWAケアサービス株式会社　イリーゼ都賀桜木 48 千葉県千葉市若葉区桜木5丁目17番30号 約3.7 バス 約30分

24 社会福祉法人煌徳会　とどろき一倫荘 6 12 千葉県千葉市稲毛区轟町5-2-1 約1.2 モノレール 約20分

25 社会福祉法人煌徳会　新千葉一倫荘 12 3 千葉県千葉市中央区新千葉3-10-20 約1.7 電車 約20分

26 社会福祉法人煌徳会　かなめ一倫荘 12 千葉県千葉市中央区要町1-2 約1.2 徒歩 約18分

27 社会福祉法人煌徳会　りんりん 3 千葉県千葉市花見川区宇那谷町1735 約6.4
モノレール，

バス
約50分
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実習施設一覧

28 介護の匠株式会社　いなせなデイサービスさつきが丘 3 千葉県千葉市花見川区さつきが丘2-9-3 約7.2
モノレール・

バス
約1時間

地域生活支援施設等

29 社会福祉法人煌徳会　千葉市あんしんケアセンター 弁天
千葉県千葉市中央区弁天1-3-6デイキャッチ千葉
駅前ビル3階

約1.3 電車 約20分

30 社会福祉法人煌徳会　千葉市あんしんケアセンターさつきが丘
千葉県千葉市花見川区さつきが丘2-1-1ビューアイ
ランド106号

約5.1 電車，バス 約50分

31 社会福祉法人煌徳会　千葉市あんしんケアセンター幸町
千葉県千葉市美浜区幸町2-23-1マルエツ千葉幸
町店2階

約2.5 電車 約30分

32 株式会社おおこし　居宅介護支援事業所　ひだまりの家 4 千葉県千葉市若葉区源町175-3 約3.7 バス 約25分

33 社会福祉法人清和園　セイワ若松 6 千葉県千葉市若葉区若松町792-1 約5.6 バス 約50分

34 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会　中央いきいきプラザ 千葉県千葉市中央区松ヶ丘町257-1 約4.8
モノレール・

バス
約40分

35 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会　花見川いきいきプラザ 千葉県千葉市花見川区三角町750 約5.6 電車，バス 約50分

36 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会　稲毛いきいきプラザ 千葉県千葉市稲毛区稲毛東6-19-1 約3.7 電車 約40分

37 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会　若葉いきいきプラザ 千葉県千葉市若葉区北谷津町333-2 約7.5
電車，モノ

レール，バス
約40分

38 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会　緑いきいきプラザ 千葉県千葉市緑区誉田町2-15-65 約13.1 電車，バス 約50分

39 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会　美浜いきいきプラザ
千葉県千葉市美浜区高洲3-5-6稲毛海岸駅前プラ
ザ6号棟

約4.7
電車，モノ

レール
約30分

40 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会　蘇我いきいきセンター 千葉県千葉市中央区今井1-14-38 約4.5 電車 約40分

41 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会　花見川いきいきセンター 千葉県千葉市花見川区花見川9-1 約7.6 電車，バス 約50分

42 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会　さつきが丘いきいきセンター 千葉県千葉市花見川区さつきが丘1-32-3 約5.2 電車，バス 約50分

43 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会　あやめ台いきいきセンター
千葉県千葉市稲毛区園生町446-1あやめ台小学校
内

約2.7 モノレール 約30分

44 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会　大宮いきいきセンター 千葉県千葉市若葉区大宮台7-8-1大宮小学校内 約6.3 電車，バス 約40分

45 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会　都賀いきいきセンター
千葉県千葉市若葉区都賀4-20-1都賀コミュニ
ティーセンター併設

約3.2 電車 約20分

46 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会　越智いきいきセンター 千葉県千葉市緑区越智町822-7 約14.3 電車，バス 約1時間

47 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会　土気いきいきセンター 千葉県千葉市緑区土気町1634番地 約18.1 電車 約1時間

48 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会　真砂いきいきセンター 千葉県千葉市美浜区真砂4-4-10 約6.0
電車，モノ

レール
約40分

49 公益社団法人千葉市民間保育園協議会　千葉市子育て支援館 8 千葉県千葉市中央区中央4-5-1きぼーる6階 約3.0 バス 約25分

50 一般社団法人　千葉ダルク 9 千葉県千葉市中央区白旗3丁目16番7号 約7.6 電車 約50分

訪問看護ステーション

51 医療法人徳洲会　わらび訪問看護ステーション四街道 4 8 2
千葉県四街道市吉岡1830-1四街道徳洲会病院内1
階

約6.0
電車，モノ

レール
約30分

52 医療法人社団きさらぎ会　緑が丘訪問看護ステーション 6
千葉県千葉市稲毛区宮野木町1752-15鈴木内科ク
リニック2階

約6.5
モノレール，

バス
約1時間

53 一般社団法人千葉市医師会　千葉市医師会立訪問看護ステーション 6 千葉県千葉市中央区椿森5-4-3 約0.9 徒歩 約10分

54 社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会　まくはり訪問看護ステーション 2 千葉県千葉市花見川区幕張町5-392-3 約9.3 電車 約40分

55
社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会　まくはり訪問看護ステーション サテライト
てんだい

2 千葉県千葉市稲毛区天台3-4-5北部診療所3階 約1.1 モノレール 約20分

56
特定非営利活動法人ウェルネスライフパートナーズ　なごみの陽訪問看護ステーショ
ン

2 2 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央7丁目35-3 約12.5 電車，バス 約50分

57 株式会社祥ファクトリ　さかいリハ訪問看護ステーション・千葉 8
千葉県千葉市稲毛区緑町1-23-12緑町ハイリビング
壱番館 101号室

約3.7 電車 約30分

58 株式会社祥ファクトリ　さかいリハ訪問看護ステーション・千葉　蘇我支所 8
千葉県千葉市中央区宮崎町776-22BIGアームズ
1F

約7.0 バス、電車 約40分

59 株式会社祥ファクトリ　さかいリハ訪問看護ステーション・八千代　四街道支所 8 千葉県四街道市四街道1-3-7 約7.7 電車 約25分

60 医療法人社団至玄清秀会　土気訪問看護ステーション 4 4 2
千葉県千葉市緑区土気町1632番地6トケエムシー
ビル2F

約19.9 電車 約50分
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61 生活協同組合コープみらい　コープみらい四街道訪問看護ステーション 8 1 千葉県四街道市大日1794-3 約8.5 電車 約40分

62 医療法人社団柏葉会　かしわど訪問看護ステーション 2 2 千葉県千葉市中央区長洲2-20-27 約2.5 モノレール 約30分

63 有限会社リハビリ健康社　訪問看護ステーションあすか 4 16 2
千葉県千葉市若葉区貝塚町1065-1ガーデンコート
貝塚Ｂ101

約1.8 バス 約30分

64 株式会社カンナ　カンナ訪問看護ステーション 2 4 2 千葉県千葉市中央区川戸町328-1 約11.0 バス 約1時間

市町村／保健・福祉センター

65 千葉市中央保健福祉センター 千葉県千葉市中央区中央4丁目5番1号 約3.0 バス 約25分

66 千葉市花見川保健福祉センター 千葉県千葉市花見川区瑞穂1-1 約9.4 電車 約50分

67 千葉市稲毛保健福祉センター 千葉県千葉市稲毛区穴川4-12-4 約3.9 モノレール 約30分

68 千葉市若葉保健福祉センター 千葉県千葉市若葉区貝塚2丁目19番1号 約4.5 バス 約30分

69 千葉市緑保健福祉センター 千葉県千葉市緑区鎌取町226-1 約11.5 電車 約45分

70 千葉市美浜保健福祉センター 千葉県千葉市美浜区真砂5丁目15-2 約9.2
モノレール，

電車
約50分

71 鴨川市総合保健福祉会館（ふれあいセンター） 4 4 千葉県千葉県鴨川市八色887番地1 約67.0 電車
約2時間

30分

72 館山市コミュニティセンター／館山市保健センター 5 5 千葉県館山市北条740-1 約82.0 電車
約2時間

30分

73 南房総市　三芳保健福祉センター 5 5 千葉県南房総市富浦町青木28番地 約80.0 電車
約2時間

50分

74 鋸南町保健福祉総合センターすこやか 6 6 千葉県安房郡鋸南町保田560 約73.5 電車
約2時間

30分

75 日本製鉄株式会社　東日本製鉄所　安全健康部　安全健康室 20 千葉県君津市君津１番地 約40.8 電車、バス
約2時間

10分

千葉県健康福祉部　保健所（健康福祉センター）

76 習志野保健所（習志野健康福祉センター） 千葉県習志野市本大久保5-7-14 約27.4
モノレール、

電車
約1時間

18分

77 市川保健所（市川健康福祉センター） 千葉県市川市南八幡5-11-22 約23.5 電車 約1時間

78 松戸保健所（松戸健康福祉センター） 千葉県松戸市小根本7 約47.4 電車
約1時間

56分

79 野田保健所（野田健康福祉センター） 千葉県野田市柳沢24 約53.8 バス、電車
約1時間

50分

80 印旛健康福祉センター（保健所） 千葉県佐倉市鏑木仲田町8-1 約15.0 電車、バス 約1時間

81 香取健康福祉センター（保健所） 千葉県香取市佐原イ92-11 約60.0 電車
約1時間

30分

82 海匝健康福祉センター（保健所）八日市場地域保健センター 千葉県匝瑳市八日市場イ2119-1 約50.0 電車、バス 約120分

83 山武保健所（山武健康福祉センター） 千葉県東金市東金907-1 約32.0 バス、電車
約1時間

10分

84 長生保健所（長生健康福祉センター） 千葉県茂原市茂原1102-1 約43.4 電車、バス
約1時間

15分

85 夷隅保健所（夷隅健康福祉センター） 千葉県勝浦市出水1224 約72.2 電車 約2時間

86 安房保健所（安房健康福祉センター） 千葉県館山市北条1093-1 約91.0 電車
約2時間

20分

87 君津保健所（君津健康福祉センター） 千葉県木更津市新田3-4-34 約47.9 電車 約2時間

88 市原保健所（市原健康福祉センター） 千葉県市原市五井中央南1—2-11 約16.8 バス、電車 約50分

教育機関（学校）

89 千葉市立桜木小学校 千葉県千葉市若葉区桜木3－26－1 約9.3 モノレール 約41分

90 千葉市立稲浜小学校 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸2－3－2 約4.4 モノレール 約45分

91 千葉市立椿森中学校 千葉県千葉市中央区椿森4－1－1 約0.2 徒歩 約3分

92 千葉市立花園中学校 千葉県千葉市花見川区花園4－1－1 約8.5 電車 約45分

93 千葉市立生浜中学校 千葉県千葉市中央区南生実町258 約11.0
モノレール、

電車
約1時間

90 90 90 86 276 96 96 116 96 323 284 48 40 20 4 39 10 4 6 8 9 42
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千葉市教
育委員会
から一括
取得

20

承 諾 書 ：
千葉県か
ら一括取
得

20

実習生受け入れ延べ人数
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病院 43 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会 あやめ台いきいきセンター 

1 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター 44 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会 大宮いきいきセンター 

2 独立行政法人国立病院機構 千葉東病院 45 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会 都賀いきいきセンター 

3 独立行政法人国立病院機構 下志津病院 46 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会 越智いきいきセンター 

4 独立行政法人国立病院機構 下総精神医療センター 47 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会 土気いきいきセンター 

5 医療法人徳洲会 四街道徳洲会病院 48 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会 真砂いきいきセンター 

6 医療法人社団心癒会 しのだの森ホスピタル 49 公益社団法人千葉市民間保育園協議会 千葉市子育て支援館 

7 千葉県総合救急災害医療センター 50 一般社団法人 千葉ダルク 

8 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター国府台病院 訪問看護ステーション 

保育園 51 医療法人徳洲会 わらび訪問看護ステーション四街道 

9 社会福祉法人豊福祉会 みつわ台保育園 52 医療法人社団きさらぎ会 緑が丘訪問看護ステーション 

10 社会福祉法人若葉福祉会 若竹保育園 53 一般社団法人千葉市医師会 千葉市医師会立訪問看護ステーション 

11 社会福祉法人精粋福祉会 すずらん保育園 54 社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会 まくはり訪問看護ステーション 

12 社会福祉法人千葉ベタニヤホーム 旭ヶ丘保育園 55 社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会 まくはり訪問看護ステーション サテライトてんだい 

障害者社会福祉施設等 56 特定非営利活動法人ウェルネスライフパートナーズ なごみの陽訪問看護ステーション 

13 社会福祉法人オリーブの樹 オリーブハウス 57 株式会社祥ファクトリ さかいリハ訪問看護ステーション・千葉 

14 社会福祉法人オリーブの樹 オリーブ轟 58 株式会社祥ファクトリ さかいリハ訪問看護ステーション・千葉 蘇我支所 

15 社会福祉法人オリーブの樹 オリーブ鎌取福祉作業所 59 株式会社祥ファクトリ さかいリハ訪問看護ステーション・八千代 四街道支所 

16 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会 千葉市障害者福祉センター 60 医療法人社団至玄清秀会 土気訪問看護ステーション 

17 社会福祉法人ワーナーホーム 鎌取相談支援センター 61 生活協同組合コープみらい コープみらい四街道訪問看護ステーション 

18 社会福祉法人 樹の実会 桜木事業所 62 医療法人社団柏葉会 かしわど訪問看護ステーション 

19 児童発達支援・放課後等デイサービス おもちゃ箱おぐらだい 63 有限会社リハビリ健康社 訪問看護ステーションあすか 

20 児童発達支援・放課後等デイサービス おもちゃ箱そんのう 64 株式会社カンナ カンナ訪問看護ステーション 

21 児童発達・放課後等デイサービス ウィズ・ユー若葉桜木 市町村／保健・福祉センター 

高齢者福祉施設・介護施設等 65 千葉市中央保健福祉センター 

22 医療法人徳洲会 介護老人保健施設 四街道徳洲苑 66 千葉市花見川保健福祉センター 

23 HITOWA ケアサービス株式会社 イリーゼ都賀桜木 67 千葉市稲毛保健福祉センター 

24 社会福祉法人煌徳会 とどろき一倫荘 68 千葉市若葉保健福祉センター 

25 社会福祉法人煌徳会 新千葉一倫荘 69 千葉市緑保健福祉センター 

26 社会福祉法人煌徳会 かなめ一倫荘 70 千葉市美浜保健福祉センター 

27 社会福祉法人煌徳会 りんりん 71 鴨川市総合保健福祉会館（ふれあいセンター） 

28 介護の匠株式会社 いなせなデイサービスさつきが丘 72 館山市コミュニティセンター／館山市保健センター 

地域生活支援施設等 73 南房総市 三芳保健福祉センター 

29 社会福祉法人煌徳会 千葉市あんしんケアセンター 弁天 74 鋸南町保健福祉総合センターすこやか 

30 社会福祉法人煌徳会 千葉市あんしんケアセンターさつきが丘 75 日本製鉄株式会社 東日本製鉄所 安全健康部 安全健康室 

31 社会福祉法人煌徳会 千葉市あんしんケアセンター幸町 千葉県健康福祉部 保健所（健康福祉センター） 

32 株式会社おおこし 居宅介護支援事業所 ひだまりの家 76 習志野保健所（習志野健康福祉センター） 83 山武保健所（山武健康福祉センター） 

33 社会福祉法人清和園 セイワ若松 77 市川保健所（市川健康福祉センター） 84 長生保健所（長生健康福祉センター） 

34 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会 中央いきいきプラザ 78 松戸保健所（松戸健康福祉センター） 85 夷隅保健所（夷隅健康福祉センター） 

35 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会 花見川いきいきプラザ 79 野田保健所（野田健康福祉センター） 86 安房保健所（安房健康福祉センター） 

36 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会 稲毛いきいきプラザ 80 印旛健康福祉センター（保健所） 87 君津保健所（君津健康福祉センター） 

37 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会 若葉いきいきプラザ 81 香取健康福祉センター（保健所） 88 市原保健所（市原健康福祉センター） 

38 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会 緑いきいきプラザ 82 海匝健康福祉センター（保健所）八日市場地域保健センター 

39 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会 美浜いきいきプラザ 教育機関（学校） 

40 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会 蘇我いきいきセンター 89 千葉市立桜木小学校 92 千葉市立花園中学校 

41 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会 花見川いきいきセンター 90 千葉市立稲浜小学校 93 千葉市立生浜中学校 

42 社会福祉法人千葉市社会福祉協議会 さつきが丘いきいきセンター 91 千葉市立椿森中学校 

■実習施設所在地

香取市 

匝瑳市 

東金市 

野田市 

松戸市 

市原市 
木更津市 

君津市 
安房郡 

南房総市 

館山市 

勝浦市 

茂原市 
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実習に関する契約書 

（実習施設名称）（以下「甲」という。）と植草学園大学（以下「乙」という。）との間に
おいて、実習の取扱いについて、次のとおり契約を締結する。  
（実習受入れ） 
第１条 乙は、以下の実習を甲に依頼し、甲は、これを承諾するものとする。
（１）実習科目および実習学生数：

（２）実習期間：令和  年  月  日～ 令和  年  月  日
（遵守事項） 
第２条 乙は、実習生に対し、甲が定める諸規定等を順守し、誠実に実習を履修するととも
に実習指導者の指示に従うよう指導する。 

（契約の解除） 
第３条 甲又は乙が、本契約に反する等甲乙間の信頼に反する事実が認められる場合は、第
１条の期間に関わらず甲又は乙は契約を解除することができる。 

（実習指導料） 
第４条 乙は、実習指導料として、１名につき１日あたり   円（税込）の経費を実習終
了後に甲に支払うものとする。 

（実習中の傷病等） 
第５条 実習期間中における実習生の傷病等については、甲による故意又は重大な過失がな
い場合は、乙の責任において対応するものとする。 

（感染予防） 
第６条 乙は、甲の示す感染症等の検査項目について、必要が生じた場合には実習生の検査
結果を報告するものとする。 

（守秘義務） 
第７条 実習生は、実習中に知り得た個人情報等について、実習中ならびに実習終了後も守
秘義務を負うものとし、他に漏らさないことを厳守する。 

（損害賠償） 
第８条 実習中に実習生が故意又は過失により甲の施設、他人に損害を与えた場合の損害賠
償の責任は乙が負うものとする。 

（その他） 
第９条 この契約書に定めのない事項については、その都度甲乙双方協議のうえ定めるもの
とする。 
この契約の締結を証するため本書を２通作成し、甲乙記名捺印のうえ、各自１通を保有す

るものとする。 

  年  月  日 

（甲） （実習施設住所 施設名 管理者名）

（乙） 千葉県千葉市若葉区小倉町１６３９番３
学校法人植草学園
植草学園大学
学 長  中 澤  潤 
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看護学部臨地実習へのご協力のお願い 

 植草学園大学看護学部の学生は、看護師になるために必要な看護実習を行っておりま
す。令和 年 月 日より令和 年 月 日まで、学生に         様を受け
持ち、実習させていただきますようお願いいたします。 
 実習時間は、平日の ：  から ：  までです。学生は、教員と看護師の指導と
監督のもと、日常生活の援助や診療の補助などの看護を行います。実習は、皆様の人権
および 安全性の確保を最優先に考え、以下の内容を厳守いたします。 

１．学生は、十分に教員の指導を受け、安全に実施できるレベルまで技術を習得して皆
様の看護援助に臨みます。 

２．学生は、看護援助を行う際には、十分かつ分かりやすい説明をした上で、皆様の同
意を得てから行います。 

３．学生は、実習を通して知り得た皆様に関するすべての情報を、決して他者に漏らさ
ず、プライバシーを保護いたします。 

４．学生の受け持ちへの同意は、皆様の自由意思に基づくものであり、いったん同意し
た後でも、いつでも取り消すことができます。また、学生の看護援助を拒否するこ
ともできます。同意の取り消し、看護援助を拒否したことにより、看護および診療
上、不利益を被ることは決してありません。 

以上の内容と看護教育の必要性をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。 
 学生の実習に関するご意見やご質問は、いつでも教員あるいは指導者にお尋ねくださ
い。なお、教員が不在の場合は、下記にご連絡ください。 

令和  年  月  日
実習責任者 植草学園大学看護学部  ○○○○ 

電話  043-233-9031（代表） 
 植草学園大学看護学部 実習担当教員・説明者
 ○○病院         病棟  看護師長

同 意 書 
植草学園大学 学長様 

 この度、私は、植草学園大学看護学部学生の実習について、担当者から上記の説明文
書に基づき十分な説明を受け、納得しましたので、実習に協力することに同意します。 

同意日  令和    年    月    日 

  本人氏名   

  代諾者氏名     （続柄   ） 
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（実習施設名 管理者名） 

個人情報保護に関する誓約書 

私は、（施設名）での臨地実習を通して得た、患者・家族その他の利用者ならびに 

職員の情報（電子カルテ、書類・記録類等から得た情報だけでなく、直接あるいは  

間接的に見聞した内容を含む）について、実習期間中および実習終了後も、実習の  

学習以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことを約束します。 

また、実習期間中および実習終了後も、公共の場で話題にしたり、SNS（social 

networking service）等に取り上げたりすることを一切しないと誓います。 

令和   年   月  日   

所属 

氏名 
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事故発生時の対応 

臨地実習は、実習施設の利用者・職員等、様々な人々の協力により、その場が提供されてい

る。実習中に学生が関係する事故等が発生した場合は、速やかに誠意をもって適切に対処するこ

とが重要である。 

実習中に、学生および受け持ち患者に関連した事故等（物品破損・損壊事故、医療事故、針刺

し事故、血液・体液汚染事故、感染症の罹患等）が発生した際には、担当教員は速やかに対応し、

施設利用者（患者）および学生、施設職員の安全を守る。 

Ⅰ.実習前の準備（学生） 
１．ワクチン接種について 

水痘、流行性耳下腺炎、麻疹、風疹ウィルスの免疫状態を確認し、免疫のない学生にはワクチ

ン接種を推奨している。教員は、実習前に学生が自身の免疫状態、ワクチン接種歴を承知してお

くように促す。

２．加入保険について

 入学時に一般社団法人日本看護学校協議会共済会の共済制度「Will」に加入していることを確

認し、必要時に備え、加入者証、パンフレット等を用意しておく。 

３．保険証のコピーの携帯について 

学生は、実習期間中、保険証のコピーを携帯しておく。 

４．緊急連絡先と連絡方法の確認 

  学生は、実習担当教員と施設連絡先等の緊急連絡先と連絡方法を明確にしておく。 

Ⅱ．実習前の施設との確認事項（教員） 
1．事故発生時の報告経路の実際

具体的に誰に報告するか、報告の方法はどのようにするかを確認する。

2．針刺し事故等の発生時の学生の対応方法 

 職員の事故発生時の対応方法を確認し、学生も同様の対応が可能であるかを確認する。 

3．実習中・終了直後の休日等の学生の感染症発症時の連絡方法 

休日中の連絡の必要性の有無と必要な場合の連絡方法を確認する。 

Ⅲ.実習上における事故発生時の対応（教員） 
１．物品破損・損壊事故および医療事故 

対象者（受け持ち患者等）の私物および実習施設の物品を破損した場合、あるいは対象者にけ
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がなどの害を与えた場合は、実習担当教員は次のように対応する。 

1) 事故により、患者、学生、看護師など周囲の者に危害が加わっていないか安全を確認する。 

2) 病棟指導者・病棟責任者に速やかに報告し、患者や被害の状況に応じて対応する。 

3) 患者および病棟指導者・病棟責任者に謝罪する。 

4) 事故発生時は、図 1 に従って報告する。 

5) 学生の心理状態を把握し、その日の実習の継続が可能かどうかを判断する。 

6) 事故報告書を作成するよう促す。報告書の作成に関しては、実習担当教員が指導する。指導を

経て記載が済んだ報告書は、科目責任者を通じて学部長に提出する。また、実習施設の求めが

あった場合は、学生の了承を得た上で複写を実習施設に提出する。 

7) 学生の心理状態に応じて、事故についての振り返りの時間をもつ。 

振り返りの時間は、自分自身の行動とその結果を客観的に振り返り、事故の原因や影響に対す

る洞察、事故防止策の検討へと考えが発展できるように関わる。学生自身が自己の行動を修正で

きるように、学生を責めるのではなく学生自身の気づきのプロセスに注目し、良い点を強化する

よう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

：速やかな報告が必須 

：事故の内容や状況によって判断 

※：実習担当教員、現場の指導者と連絡が取れない場合に連絡 

実習担当教員 

学生 

事故発生 

実習施設の部署責任者 

実習施設の 

実習指導者 

実習施設の管理者 

（看護部長・病院長等） 

科目責任者 

看護学部長 学長 

※ 

大学事務局 
キャリア支援課 実習係 

043-239-2644 

図 1 事故発生時の報告経路 
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8) 保険請求の手続き 

(1) 事故発生について報告後、加入保険の適用になるか確認する。 

・ 学生が患者の私物または実習施設の物品を破損した場合は、実習担当教員・科目責任者

はキャリア支援課 実習係に相談する。 

・ 保険適用になると実習担当教員が判断した場合でも、状況によっては保険適用にならな

い場合もある。保険適用が確定するまでは、患者や対象者に、賠償責任について回答し

ない。 

(2) 学生が加入している保険の適用と判断した場合は、学生に保険の補償手続きを進めるよう

指導する。 

 

２．針刺し事故、血液・体液汚染事故 

   感染につながる恐れのある針刺し等が起こる可能性がある実習施設（病院等の医療機関）

においては、実習開始前に、当該施設における職員の針刺し事故発生時の対応について確認

しておく。 

1) 学生に、血液あるいは血液を含む体液に汚染された医療器具による針刺し・切創事故、粘膜

曝露、その他の汚染事故が発生したら、直ちに刺入部の血液を流水で洗い流し（無理に絞り

だすと傷口が広がるので注意する）、皮膚や傷を流水で洗浄し、曝露した血液や体液を洗い流

すように指導する。 

2) 速やかに実習施設の実習指導者、看護管理者に報告する。 

3) 学生の対応は、原則として実習施設の職員の針刺し事故等の対応に準ずる。 

担当教員は看護管理者と相談・連携し、学生への対応を適切に行う（採血・薬物投与が必要

な場合、費用は学生の立て替え払いとなる。申請後保険適応となった費用は後日支払われる。 

4)学生に事故報告書を作成し、提出するように指導する 

5)実習担当教員は、針刺し事故についての振り返りの時間をもつ。話し合いの際は、学生を責

めるのではなく、学生が自分自身の行動を振り返り、行動を修正できるような場となるよう

に努める。 

6)針刺し事故は大学が加入している保険の適用となるので、手続きを進めるよう学生に伝える。 

7)実習担当教員は、針刺し事故の状況を科目責任者に報告する。 

8)科目責任者は、針刺し事故について看護学部長およびキャリア支援課 実習係に報告する。 

 また、実習担当教員とともに実習施設に事故時の対応について謝辞を述べる。 
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３．感染症の罹患 

1）インフルエンザ、COVID-19、ノロウィルス感染等、他者への感染源となる可能性のある感染

症と診断された場合、または強く疑われる症状がある場合は、実習は欠席とする。 

２）実習前日および当日朝、上記感染症等の症状がある場合は、実習施設に来ないで実習担当教

員に連絡するよう事前に指導する。実習担当教員は、症状を聞いて判断し、必要に応じて医

療機関の受診または自宅での静養を進める。

３）実習終了直後（2～3日後）に上記の症状が発現した場合、潜伏期間中に実習施設の利用者や 

職員と接している可能性があることから、週末等の実習施設への連絡の必要性の有無やその 

方法等を、実習開始前に確認しておく。学生から教員、教員から実習施設への連絡の必要性

と方法を確認し、その方法に沿った連絡の対応をする。 
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植草学園大学 看護学部 学部長様 

事故報告書 

事故発生日時 

場 所 

事故の状況 

対 応 

その他 

報告者 

報告年月日    年  月  日  時  分 

植草学園大学 看護学部 看護学科    年次 

学生氏名  

実習指導教員氏名 

学部長受理     年  月  日  時  分 
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感染症予防のための抗体検査及びワクチン接種 

１．対象となる感染症：麻疹、風疹、水稲、流行性耳下腺炎、B 型肝炎 

２．抗体値検査：入学予定者に、別紙「抗体価証明書ご提出のお願い」を送付し、入学前の 

抗体価測定と結果提出を依頼する。 

３．ワクチン接種：抗体価検査の結果提出を受けて、ワクチン接種の必要性の有無を判定し、

必要な学生には、個別にその必要性を説明する。1 年次 2 月の実習前にワクチン接種を 

完了するようスケジュールを説明する。また、接種証明書の提出を求める。 

参考 

資料29
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令和  年 月 日 
 
看護学部入学予定のみなさま 
保護者のみなさま 

植草学園大学 看護学部 
学部長    ○○ ○○ 

 
 

抗体価証明書 ご提出のお願い 
 
看護学部では、病院等の医療施設での実習を行います。近年、医療従事者の感染症予防対策

として抗体検査およびワクチン接種を行うことが求められています。医療施設等で実習を行う
看護学部の学生も、学生自身の感染症への罹患を防ぎ、実習施設の利用者を感染症から守るた
めに、抗体検査を受けることが必要となります。 
つきましては、医療機関にて、４種感染症（麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎）の抗体検

査〔ＥＩＡ法（ＩgG）〕とＢ型肝炎の抗体（HBｓ抗体）検査〔ＣＬＩＡ法〕を受け、その結
果を別紙「抗体価証明書」にて、令和○年○月○日までに同封の返信用封筒（キャリア支援課
実習係行）にてご返送いただきますようお願いいたします。 
 提出いただいた検査結果は、大学が厳重に管理します。実習施設等から提出を求められるこ
とがありますが、その場合は学生のみなさまの承諾を得たうえで提示します。 
 なお、抗体検査の結果を受けてのワクチン接種の要否につきましては、入学後に教員からお
知らせいたします。 
 
【入学前にワクチン接種を受ける場合】 
 
接種記録を母子手帳に記載、もしくは接種証明書を受領し、入学後に担任の教員にご提出  

ください。 
 
提出書類 

 ・抗体価証明書 １通 
   

この件に関する問い合わせ・連絡先 
〒264-0007 千葉市若葉区小倉町 1639 番 3 
学校法人植草学園 大学事務局 キャリア支援課 実習係 

TEL 043-239-2644（実習係直通）  担当：○○ 
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臨地実習における情報の取り扱いに関する注意事項 

看護師をはじめとする医療従事者は、法律（看護師・保健師は、保助看法第 42 条の 2）により「その
業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならない」とされている。学生も情報の
取り扱いにおいて、医療従事者と同等の責任をもつ。学生は、「実習をしたことにより知る個人の情報」
を実習以外の目的で収集したり、漏らすことのないように注意する。 

１．実習における情報の収集に関する注意 
1) 実習施設の記録（診療録や看護記録、その他の利用者等の記録・ファイル等）について、許可されて
いる範囲以外の患者や利用者の記録を閲覧しない。

2) 記録を転記したりメモを取るときは、必ず所定の記録用紙、またはメモ帳・ノート等を使用する。綴
じられていないレポート用紙やメモ用紙、付箋紙等を使用しない。

3) 実習施設での録音・録画（スマートフォン等での撮影を含む）をしない。人物・建物等の撮影だけで
なく、記録類や掲示物の撮影も原則として禁止する。

4）電子カルテや紙媒体の記録を開けた状態で離席しない。

２．実習における情報の漏洩防止に関する注意 
1) 受け持ち患者や家族、その他の利用者、施設職員等に関する話題を、第三者のいる場所（施設内の廊
下、エレベーター、食堂等を含む）で話さない。

2）実習施設までの公共交通機関の車内等においても実習に関する話題を話さない。
3) 実習記録物は、原則として穴をあけてリングファイルなどに綴じた形で保存する。実習施設内であっ
ても、ファイルやカバンに入れた状態で持ち運び、移動中に記録の内容が他者の目に触れないように
する。

4）受け持ち患者や家族、その他の利用者、施設職員等に関する話題を、電子メールや SNS（Social Network 
service）等に記載しない。 

３．実習記録に関する注意 
1) 対象者を特定する情報（氏名、ID(診察券番号等)、生年月日、住所、その他の施設名(転院先や紹介
元など)や地名(家族の居住地など)）を記載しない。

2) 対象者を示す表記には、伏せ字（小○など）、イニシャル等、一部から名前が推測できる表現を用い
ない。

3）記載済みの実習記録は、原則としてコピーしない。カンファレンス資料等で必要な場合は、コピーす
るのは最小枚数とし、カンファレンス後の取り扱いに注意する（回収、裁断が可能であれば行う）。 

4）実習記録（メモ帳等を含む）の保管、持ち運びに十分注意する。飲食店、公共交通機関内等、不特定
多数の人のいる場所では開かない。 

４．SNS（Social Network service）の利用に関する注意 
1) 対象者の個人情報に関わること以外にも、実習に関する画像や文章を掲載しない。
（実例：SNS に掲載した看護学生のユニフォームの刺繡から大学名が特定され、画像が拡散された。
手術で摘出された臓器の画像を掲載し、患者への冒涜(非常に失礼に当たること)とみなされた。） 
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2）限定されたメンバー内での公開のつもりであっても、全員が同じ判断をするとは限らないので、実習
に関する画像等を取り扱わない。 

3）実習に関わる投稿等を見つけた場合は、互いに注意しあって削除を呼び掛ける。拡散しない。

５．実習中の対象者等との情報の伝達 
1）対象者や家族が本人の情報を学生に尋ねた場合であっても、学生が直接伝えてよい内容かどうかは
学生が判断せずに、実習指導者または教員に相談する。（例：診療録の記載内容や検査結果をそのまま
対象者に伝えることは、診断をつけることと同じ意味をもつ場合がある）

２）学生の連絡先など、個人的な情報の交換は行わない。
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基礎看護学実習Ⅰ　グループ別配置表
実習施設

担当教員
永田亜希子
(基礎教授)

式澤　明子
(基礎助教)

(基礎助手A)
松尾　尚美
(成人講師)

阿部由喜湖
(基礎講師)

中條　華子
(基礎助教)

(基礎助手B)
小西美ゆき

(成人准教授)

第１期 学生グループ 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G

第２期 学生グループ 9G 10G 11G 12G 13G 14G 15G 16G

基礎看護学実習Ⅱ　グループ別配置表
実習施設

担当教員
永田亜希子
(基礎教授)

式澤　明子
(基礎助教)

(基礎助手A)
松戸　麻華
(成人講師)

阿部由喜湖
(基礎講師)

中條　華子
(基礎助教)

(基礎助手B)
姫野　雄太

(情報准教授)

第１期 学生グループ 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G

第２期 学生グループ 9G 10G 11G 12G 13G 14G 15G 16G

千葉医療センター 千葉東病院

千葉医療センター 下志津病院
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3年次領域別看護実習　グループ別施設配置表

月:9 10 11 12 1 2
週:26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

学生
グループ

日:25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5

1
10名

３週
浅野美知恵(教
授)

下志津病院
荻野麻美(助
教)
保育/千葉東
中村伸枝(教
授)

保育/千葉東
中村伸枝(教
授)
千葉東病院
中水流彩(准
教)

2
10名

３週
松尾尚美(講
師)

下志津病院
中水流彩(准
教)
保育/千葉東
中村伸枝(教
授)

保育/千葉東
中村伸枝(教
授)
下志津病院
荻野麻美(助
教)

3

10名

３週
松戸麻華(講
師)

下志津病院
中水流彩(准
教)
保育/千葉東
中村伸枝(教
授)

保育/千葉東
中水流彩(准
教)
下志津病院
荻野麻美(助
教)

4
10名

３週
松戸麻華(講
師)

下志津病院
中村伸枝(教
授)
保育/千葉東
荻野麻美(助
教)

保育/千葉東
中村伸枝(教
授)
下志津病院
荻野麻美(助
教)

5
10名 千葉東病院

中水流彩(准
教)
保育/千葉東
中村伸枝(教
授)

保育/千葉東
中村伸枝(教
授)
下志津病院
荻野麻美(助
教)

３週
浅野美知恵(教
授)

6

10名

下志津病院
中水流彩(准
教)
保育/千葉東
中村伸枝(教
授)

保育/千葉東
中村伸枝(教
授)
下志津病院
荻野麻美(助
教)

３週
浅野美知恵(教
授)

7

10名

下志津病院
中水流彩(准
教)
保育/千葉東
中村伸枝(教
授)

保育/千葉東
中村伸枝(教
授)
下志津病院
荻野麻美(助
教)

３週
小西美ゆき(准
教)

8

10名

下志津病院
荻野麻美(助
教)
保育/千葉東
中水流彩(准
教)

保育/千葉東
中村伸枝(教
授)
千葉東病院
中水流彩(准
教)

３週
浅野美知
恵(教授)

千葉東病院
小西美ゆき(准教授)
助手E

徳洲苑
助手C
とどろき一倫荘
石井優香(講師)

小児

母性
千葉医療センター
鈴木聡子(准教授)
吉見萌々(助教)

小児

精神保健
下総精神医療センター
小坂恵美(教授)
助手D

老年 母性
徳洲苑
田所良之(教授)・助手C
とどろき一倫荘
石井優香(講師)

千葉医療センター
林ひろみ(教授)
吉見萌々(助教)

成人慢性 老年

小児 精神保健
しのだの森ホスピタル
舘 祥平(准教授)
下総精神医療センター
助手D

地域・在宅
訪看1,5　  川上奈々(助教)
訪看2,3,6　栗原千幸(教授)
地域包括ケアC　川上奈々(助
教)
千医/下志/千東上原たみ子
(准教)

成人急性

母性 小児
千葉医療センター
林ひろみ(教授)
吉見萌々(助教)

精神保健
しのだの森ホスピタル
舘 祥平(准教授)
下総精神医療センター
助手D

精神保健
しのだの森ホスピタル
小坂恵美(教授)
下総精神医療センター
舘 祥平(准教授)

地域・在宅
訪看1,5 　川上奈々(助教)
訪看2,3,6  栗原千幸(教授)
地域包括ケアC  川上奈々(助
教)
千医/下志/千東上原たみ子
(准教)

母性
千葉医療センター
鈴木聡子(准教授)
吉見萌々(助教)

成人急性 成人慢性
下志津病院
松尾尚美(講師)
松戸麻華(講師)

老年
イリーゼ桜木
石井優香(講師)
かなめ一倫荘
助手C

地域・在宅 成人急性 成人慢性 老年
下志津病院
小西美ゆき(准教授)
松戸麻華(講師)

イリーゼ桜木
石井優香(講師)
かなめ一倫荘
助手C

千葉医療センター
1-2週
小西美ゆき(准教授)
助手E

訪看1,4,5　川上奈々(助教)
訪看8,11　上原たみ子(准教授)
地域包括ケアC　栗原千幸(教
授)
千医/下志/千東上原たみ子
(准教)

千葉医療センター
1-2週
小西美ゆき(准教授)
助手E

成人急性
千葉医療センター
1-2週
浅野美知恵(教授)
助手E

成人急性
千葉医療センター
1-2週
松尾尚美(講師)
助手E

成人慢性
下志津病院
小西美ゆき(准教授)
松戸麻華(講師)

地域・在宅
訪看1,4,7　　川上奈々(助教)
訪看8,13         栗原千幸(教授)
地域包括ケアC 栗原千幸(教
授)
千医/下志/千東上原たみ子
(准教)

地域・在宅
訪看4,5,7 栗原千幸(教授)
訪看8,13  上原たみ子(准教授)
地域包括ケアC   栗原千幸(教
授)
千医/下志/千東　川上奈々(助
教)

精神保健
下総精神医療センター
小坂恵美(教授)
助手D

母性

小児

千葉医療センター
鈴木聡子(准教授)
吉見萌々(助教)

小児成人慢性
下志津病院
松尾尚美(講師)
松戸麻華(講師)

老年
徳洲苑
助手C
新千葉一倫荘
田所良之(教授)

千葉医療センター
1-2週
浅野美知恵(教授)
松戸麻華(講師)

千葉医療センター
1-2週
浅野美知恵(教授)
小西美ゆき(准教授)

精神保健
下総精神医療センター
舘 祥平(准教授)
助手D

精神保健
下総精神医療センター
舘 祥平(准教授)
助手D

地域・在宅
訪看1,4,7　 川上奈々(助教)
訪看12,13　栗原千幸(教授)
地域包括ケアC 栗原千幸(教
授)
千医/下志/千東上原たみ子
(准教)

精神保健
しのだの森ホスピタル
小坂恵美(教授)
下総精神医療センター
舘 祥平(准教授)・助手D

地域・在宅
訪看1,9    川上奈々(助教)
訪看2,3,6 上原たみ子(准教授)
地域包括ケアC 川上奈々(助
教)
千医/下志/千東上原たみ子
(准教)

成人急性 成人慢性
千葉東病院
松尾尚美(講師)
助手E

老年
徳洲苑
助手C
新千葉一倫荘
田所良之(教授)

小児

母性
千葉医療センター
林ひろみ(教授)
吉見萌々(助教)

老年
徳洲苑
助手C
イリーゼ桜木
石井優香(講師)

母性
千葉医療センター
鈴木聡子(准教授)
吉見萌々(助教)

小児

成人慢性
千葉東病院
松尾尚美(講師)
助手E

老年
徳洲苑
助手C
イリーゼ桜木
石井優香(講師)

母性
千葉医療センター
鈴木聡子(准教授)
吉見萌々(助教)

成人急性

訪看1,9栗原千幸(教授)
　　川上奈々(助教)

訪看2,3,6上原たみ子(准教授)
地域包括ケアC  川上奈々(助
教)
千医/下志/千東上原たみ子
(准教)

地域・在宅 成人急性

成人慢性
千葉東病院
小西美ゆき(准教授)
助手E

千葉医療センター
1-2週
松尾尚美(講師)
松戸麻華(講師)

千葉医療センター
1-2週
松尾尚美(講師)
松戸麻華(講師)
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地域・在宅看護学実習（3年次）　訪問看護ステーション学生配置表
月 9月 10月 11 12 1月 2

週 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

日 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5

番号 訪問看護ステーション名
年間

学生数
学生G 番号

1 訪問看護ステーションあすか 14 1

2 コープみらい四街道訪問看護ステーション 8 2

3 徳洲会わらび訪問看護ステーション四街道 8 3

4 さかいリハ訪問看護ステーション・千葉 8 4

5 さかいリハ訪問看護ステーション・千葉　蘇我支所 8 5

6 さかいリハ訪問看護ステーション・八千代　四街道支所 8 6

7 千葉市医師会立訪問看護ステーション 6 7

8 緑が丘訪問看護ステーション 6 8

9 カンナ訪問看護ステーション 4 9

10 土気訪問看護ステーション 4 10

11 まくはり訪問看護ステーション 2 11

12 まくはり訪問看護ステーション サテライトてんだい 2 12

13 なごみの陽 訪問看護ステーション 2 13

老年看護学実習（3年次）　高齢者施設学生配置表
月 9月 10月 11 12 1月 2

週 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

日 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5

番号 高齢者施設名
年間

学生数
学生G 番号

1 徳洲苑 （介護老人保健施設） 24 1

2 イリーゼ桜木　（介護付有料老人ホーム） 20 2

3 とどろき一倫荘（特別養護老人ホーム） 12 3

4 新千葉一倫荘　（特別養護老人ホーム） 12 4

5 かなめ一倫荘　（特別養護老人ホーム） 12 5

6名 6名

6名 6名

6名 6名 4名 4名

6名 6名

4G 5G 6G

4名 4名 4名 4名 4名 4名

7G 8G 1G 2G 3G

2名

2名 2名

2名 2名

2名

2名

2名 2名2名

2名 2名 2名

2名 2名 2名 2名

2名2名 2名 2名

2名 2名 2名 2名

2名 2名 2名 2名

2名 2名

３G２G ４G ６G

2名 2名 2名 2名

2名 2名 2名 2名

７G ８G １G2名

2名
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地域共創ケアⅠ・Ⅱ 指導計画 

１．教員担当施設 
〈地域共創ケアⅠ：１年次〉 

担当教員 合計学生数 実習施設 
中村 伸枝 
（小児教授） 20 旭ヶ丘保育園 

すずらん保育園 
若竹保育園 

林 ひろみ 
（母性教授） 18 みつわ台保育園 

若葉いきいきプラザ 
大宮いきいきセンター 
都賀いきいきセンター 

田所 良之 
（老年教授） 22 

中央いきいきプラザ 
緑いきいきプラザ 
蘇我いきいきセンター 

稲毛いきいきプラザ 
越智いきいきセンター 
土気いきいきセンター 

上原たみ子 
（地域准教授） 20 

花見川いきいきプラザ 
美浜いきいきプラザ 
花見川いきいきセンター 

さつきが丘いきいきセンター 
あやめ台いきいきセンター  
真砂いきいきセンター  

〈地域共創ケアⅡ：2年次〉 
担当教員 合計学生数 実習施設 

小坂 恵美 
（精神教授） 22 

千葉医療センター 
千葉東病院 
下志津病院 

四街道徳洲会病院 
四街道徳洲苑 

北池  正 
（情報教授） 18 千葉市障害者福祉センター 

とどろき一倫荘 
オリーブハウス
オリーブ轟

上原たみ子 
（地域准教授） 20 

わらび訪問看護ステーション四街道 
土気訪問看護ステーション 
かしわど訪問看護ステーション 

訪問看護ステーションあすか 
カンナ訪問看護ステーション

中水流 彩 
（小児准教授） 20 おもちゃ箱おぐらだい 

おもちゃ箱そんのう 
ウィズ・ユー若葉桜木
千葉市子育て支援館

２．指導計画 
臨地実習前 
（学生に対し） 
・学内実習において、臨地で適切な態度や行動がとれるように、適切な態度・行動についてグル
ープワークで話し合い共有する。教員は助言と補足説明を行う。

・地域共創ケアⅠでは、交流や活動参加で留意すること、地域共創ケアⅡでは、見学および話を
聴取してくる内容を明確にする。

・臨地実習中に学生から施設の指導者に報告・相談が必要な内容を周知する。
・学生から担当教員に連絡が必要な内容と連絡方法を周知する。
（施設に対し）
・学生に関して、即時に教員に報告が必要な内容と連絡方法を周知し、連絡を依頼する。
臨地実習中 
・担当教員は大学で待機し、実習施設からの連絡により必要と判断した場合は、実習施設に赴く。 
・遅刻・欠席の連絡は学生が施設に直接行うこととし、実習開始時間を 30 分以上過ぎても来訪
せず、連絡もない場合は、施設から教員に連絡し、教員が学生に連絡を取り、状況に応じて学
生に指示（出欠席の判断、施設への連絡等）をする。

・各日の実習終了時には、各組（施設ごとの学生単位）から教員に実習終了の連絡をする。
臨地実習後 
・学内実習において、臨地実習での学びをグループワークで振り返り、共有する。教員は実習目
的・目標に則して助言を行う。

・各実習施設担当者と、実習内容や学生の行動・態度について振り返りを行う。

資料 31-2 
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　　教育課程

3 2 2 2 2 2

必修 選択

人間と道徳 1前 2 15 ②

哲学入門 1・2後 2 15 ②

倫理学入門 1・2後 2 15 ②

心理学 1・2前 2 15 ②

教育学入門 1・2前 2 15 ②

文学の世界 1・2前 2 15 ②

音楽の世界 1・2後 2 15 ②

歴史学 1・2後 2 15 ②

行動科学入門 1・2後 2 15 ②

法学入門 1・2前 2 15 ②

日本国憲法 1・2前 2 15 ②

経済学入門 1・2前 2 15 ②

社会学入門 1・2前 2 15 ②

ベーシックサイエンス 1・2前 2 15 ②

バイオリテラシー入門 1・2前 2 15 ②

統計学入門 1・2前 2 15 ②

データサイエンス入門 1後 2 15 ②

人間関係論 1・2前 2 15 ②

国際理解 1・2前 2 15 ②

コミュニケーション論 1・2後 2 15 ②

環境科学 1・2後 2 15 ②

自信を高める心理学 1・2前 2 15 ②

障害インクルージョン論 1・2後 2 15 ②

パラスポーツ指導概論 1・2前 2 15 ②

スポーツ健康科学基礎理論 1後 1 15 ①

体育実技Ａ 1・2前 1 30 ①

体育実技Ｂ 1・2前 1 30 ①

体育実技Ｃ 1・2後 1 30 ①

体育実技Ｄ 1・2後 1 30 ①

英語Ⅰ 1前 2 15 ②

英語Ⅱ 1後 2 15 ②

英会話
1・2前
(後)

2 15 ②

キャリアアップ英語 1・2後 2 15 ②

中国語入門 1・2前 2 15 ②

フランス語入門 1・2前 2 15 ②

ドイツ語入門 1・2後 2 15 ②

情報機器演習 1・2前 2 15 ②

文章表現演習 1後 2 15 ②

読書技術演習 1・2前 2 15 ②

自然科学基礎演習 1前 2 15 ②

海外研修Ⅰ
1・2・3・

4
1 15 ①

海外研修Ⅱ
1・2・3・

4
1 15 ①

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

人体の構造と機能Ⅰ 1前 2 15 ②

人体の構造と機能Ⅱ 1前 2 15 ②

人体の構造と機能 演習 1後 1 30 ①

薬理学 1後 2 15 ②

生化学・栄養学 1前 2 15 ②

運動学 3前 1 15 ①

ゲノム・遺伝学 4前 1 15 ①

感染と防御 2前 2 15 ②

病態学 1後 2 15 ②

疾病と治療Ⅰ（内科系疾患） 2前 1 15 ①

疾病と治療Ⅱ（外科系疾患） 2前 1 15 ①

疾病と治療Ⅲ（小児の疾患・感染症） 2前 1 15 ①

疾病と治療Ⅳ（高齢者の疾患・精神疾患） 2前 1 15 ①

保健医療統計学 2前 1 15 ① ①

保健医療情報学 2前 1 15 ① ①

公衆衛生学・疫学 2後 1 15 ① ①

疫学演習 3前 1 30 ① ①

保健医療福祉制度論 2前 2 15 ② ②

地域資源とマネジメント 2後 1 15 ① ①

医療経済学 4前 1 15 ①

家族社会論 1前 1 15 ①

専門職連携論 2後 1 15 ①

7

エレメンタリーセミナー 1前 1 30 ①

看護学原論Ⅰ 1前 2 15 ②

看護学原論Ⅱ 1後 2 15 ②

看護基本技術Ⅰ 1前 1 30 ①

看護基本技術Ⅱ 1前 1 30 ①

看護基本技術Ⅲ 1後 1 30 ①

看護基本技術Ⅳ 2前 1 30 ①

看護基本技術Ⅴ 2後 1 30 ①

看護倫理 2前 1 15 ①

地域包括ケア論 2前 1 15 ① ①

急性期看護学概論 2前 1 15 ①

慢性期看護学概論 2前 1 15 ①

成人（急性・慢性）看護方法Ⅰ 2後 1 30 ①

成人（急性・慢性）看護方法Ⅱ 3前 1 30 ①

ヘルスプロモーション 1後 1 15 ① ①

エンドオブライフケア 2後 1 15 ①

成人看護学概論 1後 1 15 ①

老年看護学概論 2前 2 15 ②

老年看護方法Ⅰ 2後 1 30 ①

老年看護方法Ⅱ 3前 1 30 ①

母性看護学概論 2前 2 15 ②

母性看護方法Ⅰ 2後 1 30 ①

母性看護方法Ⅱ 3前 1 30 ①

小児看護学概論 2前 2 15 ②

小児看護方法Ⅰ 2後 1 30 ①

小児看護方法Ⅱ 3前 1 30 ①

精神保健看護学概論 2前 2 15 ②

精神保健看護方法Ⅰ 2後 1 30 ①

精神保健看護方法Ⅱ 3前 1 30 ①

地域・在宅看護学概論 1後 2 15 ②

地域・在宅看護方法Ⅰ 2後 1 30 ①

地域・在宅看護方法Ⅱ 3前 1 30 ①

公衆衛生看護学概論 2後 2 15 ② ②

公衆衛生看護方法論Ⅰ（行政看護）※ 3前 2 15 ②

公衆衛生看護方法論Ⅱ（学校看護）※ 3前 1 15 ①

公衆衛生看護方法論Ⅲ（産業看護）※ 3前 1 15 ①

公衆衛生看護学演習※ 3前 2 30 ②

公衆衛生看護管理論※ 4前 1 15 ①

地区活動論※ 3前 2 15 ②

健康教育論 2後 1 15 ① ①

地域共創ケアⅢ 3前 1 30 ①

看護学セミナー 3前 1 30 ①

看護管理・看護政策論 4前 1 15 ①

災害看護学概論 2前 1 15 ① ①

災害看護学演習※ 4前 1 30 ① ①

グローバルヘルス看護学Ⅰ 2後 1 15 ①

グローバルヘルス看護学Ⅱ 4前 1 30 ①

看護学研究Ⅰ 1後 1 15 ①

看護学研究Ⅱ 3後 1 15 ①

看護学研究Ⅲ（卒業研究） 4通 2 30 ②

基礎看護学実習Ⅰ 1後 1 45 ①

基礎看護学実習Ⅱ 2後 2 45 ②

地域共創ケアⅠ 1後 1 45 ①

地域共創ケアⅡ 2後 1 45 ①

地域・在宅看護学実習 3後 2 45 ②

成人急性期看護学実習 3後 3 45 ③

成人慢性期看護学実習 3後 2 45 ②

老年看護学実習 3後 2 45 ②

母性看護学実習 3後 2 45 ②

小児看護学実習 3後 2 45 ②

精神保健看護学実習 3後 2 45 ②

公衆衛生看護学実習※ 3後 2 45 ②

公衆衛生看護展開実習※ 4前 1 45 ①

公衆衛生看護管理実習※ 4前 3 45 ③

統合看護実習 4前 3 45 ③

11 6 7 4 4 4 4 10

8 11 6 7 4 4 4 4 10

144 2 2 2 3 2 29

専
門
科
目

専
門
教
育
科
目

17

22

必修74単位
＋

選択1単位

保健師学校
必修16単位

（※）

75

小計 26

専
門
基
礎
科
目

0

17

0 0 0

0

27

0 0 2 2 3 0 0

体
育
・
ス

ポ
ー

ツ
科
目

選択2単位

国
際
コ
ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
科
目

必修4単位
＋

選択2単位

基
礎
演
習
科
目

必修2単位
＋

選択2単位

4
(3)

2 3
６
(4)

区　分 授業科目
配当
年次

単位数

1
単
位
当
た
り
の
時
間
数

小
児
看
護
学

母
性
看
護
学

精
神
看
護
学

看
護
の
統
合
と

実
践

精
神
看
護
学

看
護
の
統
合
と
実
践

基
礎
看
護
学

地
域
・
在
宅
看
護
論

成
人
看
護
学

31
(28)23（※）

教
養
教
育
科
目

基
礎
科
目

必修12単位
＋

選択2単位

26 0

4 102
(100)

2 16（14） 2 26 4 4 4 4 4

履修方法
及び

卒業要件

14 16 6 11

老
年
看
護
学

基
礎
看
護
学

地
域
・
在
宅
看
護
論

母
性
看
護
学

保
健
統
計
学

保
健
医
療
福
祉
行
政
論

臨地実習

計

公衆衛生看護学実習

公
衆
衛
生
看
護
活
動
展

開
論

公
衆
衛
生
看
護
管
理
論

個
人
・
家
族
・
集
団
・

組
織
の
支
援
実
習

公
衆
衛
生
看
護
活
動

展
開
論
実
習

公
衆
衛
生
看
護
管
理
論

実
習

公
衆
衛
生
看
護
学
概
論

個
人
・
家
族
・
集
団
・

組
織
の
支
援

様式第２号（その２）

教　育　課　程　と　指　定　規　則　と　の　対　比　表
　（看護師学校）（保健師学校）（植草学園大学）（看護学部看護学科）

科
学
的
思
考
の
基
盤

人
間
と
生
活
・
社
会
の

理
解

人
体
の
構
造
と
機
能

疾
病
の
成
り
立
ち
と

回
復
の
促
進

健
康
支
援
と
社
会
保
障

制
度

別表３（看護師課程） 別表１（保健師課程）
指定規則の教育内容

基礎分野 専門基礎分野 専門分野 臨地実習

計

公衆衛生看護学

疫
学

成
人
看
護
学

老
年
看
護
学

小
児
看
護
学

7

卒業要件単位数 128 28
選択1単位

選択1単位
小計 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

必修26単位
＋

選択1単位

小計 75 0 0 1
選択1単位

選択1単位

5 2 2 3

5 2 7 2 2 2 3

4ー

13

保健師国家試験受験資格を取得する場合の最低必要単位数 14

75

128

2 14 0 0 0 2 4

2 4 2 2 3 0 0

7 2 2
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学校法人植草学園職員定年規程

〔 〕制 定 平成２０年１月２６日
〔 〕最近改正 平成２６年２月２８日

（目的）
この規程は，学校法人植草学園職員就業規程に基づき，学校法人植草学園（以下第１条

「学園」という ）に常時勤務する専任の職員（以下「職員」という ）の定年に関し，。 。
必要な事項を定めることを目的とする。

（定年）
職員の定年は，６５歳とする。ただし，教授の定年は，６７歳とし，学園長の定第２条

年は，７０歳とする。

（定年の延長）
学校法人植草学園管理職員選任規程（以下「管理職員選任規程」という ）第２条第３条 。

第１項に規定する管理職員（理事会選任管理職員）のうち，次に掲げる職にある者につい
ては，前条に規定する職員としての定年を延長することができるものとする。

定年延長の対象となる職

(1) 学園長

(2) 大学の副学長，学部長

(3) 短期大学の副学長

(4) 高等学校の校長

(5) 事務局長

定年の延長は，学園又は当該学校等の運営上及びその業務遂行上特に必要があると認め２
， ， 。られる場合に限るものとし 理事長が理由を付して理事会に提案し その承認を得て行う

定年の延長年限は，２年以内とする。３

延長された定年を経過し，なお学校等の運営，業務遂行上に特に必要があると認めるも４
のについては，２年の範囲内で定年延長を繰り返すことができる。この場合においてもそ
の都度理事長が理由を付して理事会に提案し，その承認を得て行う。

定年の延長は８０歳までを限度とする。５

理事長は，大学の副学長，学部長及び短期大学の副学長の職にある者にかかる定年の延６
長にあたっては，あらかじめ当該学長の意見を求めることができる。

（定年延長の通知）
定年を延長された者には，定年延長通知書（別紙様式）を交付する。第４条

（定年退職の日）
職員は，定年に達した日（前条の規定に基づき定年を延長され職員にあっては，第５条

延長後の定年到達日）以後の最初の３月３１日をもって手続きを要せず退職するものと
する。

（適用除外）
大学及び短大の学長には，定年を設けない。第６条

大学及び短大の学長は，管理職員選任規程に定める任期満了の日（再任された場合は，２
その任期満了の日）に定年年齢に達している場合は，その日をもって手続きを要せず退職
する。
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（規程の改廃）
この規程の改廃は，理事会の承認を得て理事長が行う。第７条

附 則 （平成２０年１月２６日理事会承認）
１ この規程は，平成２０年４月１日から施行する。

２ この規程の施行の日に植草学園短期大学教授の職にある者の定年は，第２条の規定に
かかわらず，７０歳とする。

３ 植草学園大学の教授については，大学設置時の特例として，平成２３年度までは，第
２条に規定する年齢以上の者を採用することができるものとし，その者に対する第３条
の規定の適用については，同条中「定年に達した日以後の最初の３月３１日」とあるの
は 「平成２４年３月３１日」と読み替えるものとする。，

４ 前項に該当する者を除き，植草学園大学設置認可時における教員資格審査において，
教授として認定されて就任した者の定年は，大学設置時の特例として，第２条の規定に
かかわらず，７０歳とする。

５ 植草学園短期大学職員定年規程（平成１１年３月３０日制定）は，廃止する。

附 則 （平成２２年３月２６日理事会承認）
この規程は，平成２２年４月１日から施行する。

附 則 （平成２４年２月２４日理事会承認）
１ この規程は，平成２４年４月１日から施行する。

２ 改正後の第４条の規定にかかわらず，この規程の施行の日の前日に７９歳を超えてい
る者については，改正前の第４条の規定を適用する。

附 則（平成２４年５月２８日理事会承認）
１ この規程は，平成２４年５月２８日から施行する。

２ この規定の施行の日に学園長並びに大学及び短大の学長の職にある者は，改正後の第
５条の規定を，大学の副学長の職にある者は，改正後の第３条の規定をそれぞれ適用さ
れたものとみなす。

附 則 （平成２５年３月２９日理事会承認）
この規程は，平成２５年４月１日から施行する。

附 則 （平成２６年２月２８日理事会承認）
この規程は，平成２６年４月１日から施行する。
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（学校法人植草学園職員定年規程第４条関係）別紙様式

定 年 延 長 通 知 書

年 月 日

○ ○ ○ ○

様
昭和 年 月 日生

学校法人植草学園理事長
○ ○ ○ ○

○○○○ としての 定年（ 年 月 日）を○年間延長する

（根拠条項：学校法人植草学園職員定年規程第３条 第１項
第４項 ）

定年延長による退職日は 年 月 日限りとする
（根拠条項：学校法人植草学園職員定年規程第５条）

－ 設置等の趣旨（資料） ― 150 ―



1/1

植草学園大学看護学部設置に伴う教員の定年に関する特例規程

〔制 定 令和 ６年 １月２５日〕

（目的）

第１条 この規程は，植草学園大学看護学部（以下，「看護学部」という。）設置（令和７

年４月１日予定）に伴う，同学部における教員の定年に関する特例措置について定めるこ

とを目的とする。

（特例措置）

第２条 看護学部設置初年度における教員の雇用は，次によることができる。

(1) 教授に限り，教育・研究上特に必要がある場合は，学校法人植草学園職員定年規程

第２条に定める定年年齢（６５歳，教授は６７歳）以上の者を雇用することができる。

(2) 前号による雇用は，年度当初における年齢が，７２歳未満の者とする。

(3) 第１号による雇用期間は，学部の完成年度の末日（令和１１年３月３１日）までと

する。

（退職手続）

第３条 前条による特例措置により雇用された者は，令和１１年３月３１日をもって手続

きを要せず退職するものとする。

（規程の改廃）

第４条 この規程の改廃は，理事会の議決を経て理事長が行う。

附 則 （令和６年１月２５日理事会議決）

１ この規程は，令和６年１月２５日から施行し，令和７年４月１日からの雇用について

適用する。

２ この規定は，令和１１年３月３１日限り廃止する。

制定理由 ： 植草学園大学看護学部の設置に伴う定年に関する特例措置を定めるため
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植草学園大学・植草学園短期大学サバティカル研修規程

［制 定 令和 ５年 ３月１６日］

 （目的）

第１条 この規程は，学校法人植草学園就業規程第４２条の規定に基づき，植草学園大学（以

下「大学」という。）及び植草学園短期大学(以下「短大」という。)の教員のサバティカル

研修（以下「サバティカル研修」という。）の実施について，必要な事項を定めることを

目的とする。

２ サバティカル研修は，大学及び短大における教育・研究の発展に寄与するため，研修者

に対してその職務のうち，運営業務当を一定期間免除し，国内外の研究機関等において研

究活動に従事する機会を与えることをいう。

 （申請資格）

第２条 サバティカル研修を申請することができる者は，次の第１号から第４号までの全て

に該当する場合及び第５号に該当する場合とする。

(1) 大学及び短大の専任教員として継続した勤務期間が７年以上であること。

(2) 大学及び短大の教員活動評価において高い評価を得ていること。

(3) 申請時に先立つ過去５年以内に審査された研究論文（単著。共著の場合は筆頭著者あ

るいは Corresponding Author であること。）がインパクトファクターのつく学術雑誌あ

るいは学会誌に掲載されていること。

(4) 本制度によるサバティカル研修終了後，定年退職まで５年以上の在職期間があるこ

と。

(5) 本制度によるサバティカル研修が終了した日の翌日から起算して，本学の専任教員

として７年以上継続勤務していること。

２ 前項第１号の年数については，サバティカル研修を申請する日の属する年度においての

年数とする。

 （研修期間）

第３条 サバティカル研修は原則として学期内の１月以上５月以内の継続した期間とする。

２ やむを得ない事情により期間等を変更する場合は，事前に学長に申し出て承認を得なけ

ればならない。

 （申請手続）

第４条 サバティカル研修を申請する者は，所属長の了承を得た上，申請用紙（別紙様式１）

により，受入機関の招聘状を添えて，所属の学長に申し出るものとする。

 （選考）

第５条 前条の申請に基づき両学長が研修予定者を選考，決定し，理事長に報告するものと

する。ただし，研修先が外国のときは，理事長の許可を得なければならない。 

２ 研修者は原則として，大学・短大合わせて各年度 1 名とする。 

３ 学長は，研修が決定（許可）したときは，植草学園大学・植草学園短期大学運営会議に

おいて報告するものとする。 
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 （職務の免除）

第６条 サバティカル研修期間中は，教育及び管理運営に関する職務を免除するものとす

る。ただし，サバティカル期間に担当する授業が通常開講される場合については，原則当

該年度のサバティカル研修期間外にその授業を行うこととする。 

２ 前項の規定にかかわらず，研修者の授業について，最大２科目までの範囲内で非常勤講

師を措置することを認める。この場合の費用は学長裁量経費をもって充てる。

 （費用）

第７条 研究費及び旅費・滞在費等，サバティカルに関する費用は自己負担とする。

 （研修期間中の兼業）

第８条 サバティカル研修期間中は，原則として兼業を認めない。ただし特別の事由がある

ときは，理事長の承認を得て，兼業に従事することができる。

 （研修終了後の義務）

第９条 サバティカル研修期間が終了したときは，研修者は直ちに職務に復帰するととも

に，終了後３０日以内に報告書（別紙様式２）を学長に提出するものとする。

２ 研修者は，研修期間に得た成果を論文として発表するものとする。

 （庶務）

第１０条 サバティカル研修に関する庶務は学園事務局総務課において行う。

 （雑則）

第１１条 この規程に定めるもののほか，サバティカル研修に関し必要な事項は，理事長が

別に定めることができる。

 （規程の改廃）

第１２条 この規程の改廃は，理事長が行う。

附 則（令和５年３月１６日常任理事会議決）

 この規程は，令和５年４月１日から施行する。

（就業規程に基づく「サバティカル研修」に関する規程の新規制定）

 制定理由： 就業規程に基づく「サバティカル研修」に関し，必要とする事項について定め

るため
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別紙様式１（植草学園大学・植草学園短期大学サバティカル研修規程第 4条関係） 
 
              植草学園大学・植草学園短期大学 サバティカル研修申請書 

 
  年  月  日  

  植草学園大学 
 植草学園短期大学  学長 殿 

所 
属 

 
 
 

職 
名 

 
 

氏 
名 

 
 
 

 次のとおり，サバティカル研修を申請します。 

１ 研修開始時の年齢       歳（生年月日    年  月  日） 

 
２ 本学での専任教員 
 としての勤務期間    
 
           
 
 
 

職名 勤務期間 年数 

 
 

   年  月  日～  年  月  日 
 
 

 
 

年  月  日～  年  月  日 
 
 

 
 年  月  日～  年  月  日 

 
 

３ 過去の研究論文の名称 ※  

４  直前のサバディカル研修 

の期間 
年  月  日  ～    年  月  日 

５ 研修期間 年  月  日 ～    年  月  日 

 
６ 研修の実施先 
 （別紙添付可） 
 
 
 

日程 滞在地 教育研究組織等名 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
７ 研修の概要 
 （別紙添付可） 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

※ 「３ 過去の研究論文の名称」は，申請時に先立つ過去５年以内に審査された研究論文（単著。共著

の場合は筆頭著者あるいは Corresponding Author であること。）であり，インパクトファクターのつ

く学術雑誌あるいは学会誌に掲載されている研究論文の名称を記入すること。 
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別紙様式２（植草学園大学・植草学園短期大学サバティカル研修規程第 9 条第 1項関係） 
              

植草学園大学・植草学園短期大学 サバティカル研修報告書 
 

  年  月  日  
  植草学園大学 
 植草学園短期大学  学長 殿 

所 
属 

 
 

 

職 
名 

 
 

 

氏 
名 

 
 

 

 次のとおり，サバティカル研修が終了しましたので報告します。 

１ 研修の期間      年  月  日 ～    年  月  日 

 
２ 研修の実施先 
 （全て記入すること） 
 
 
 

日程 滞在地 教育研究組織等名 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
３ 研修の概要 
 （別紙添付可） 
 
 

 
 
 
 
 

 
４ 本研修により得られた

成果等（別紙添付可） 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
５ 研修についての所感 
 （別紙添付可） 
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科学研究費奨励金について 

平成３０年７月２０日 

理 事 長 ・ 学 長 会 議 

１．平成３０年度の科学研究費補助金に採択された者には，研究奨励金として１０万円を支

給する。 

なお，平成３１年度からは，同年度の補助金額３００万円未満の場合は１０万円を，

３００万円以上の場合は，補助金額の３.５パーセント相当額（百円以下切り捨て）の研

究奨励金を支給する。 

２．平成３０年度から，科学研究費補助金の審査結果において「Ａ」評価にて不採用となっ

た申請者には，研究ステップアップ奨励金として５万円を支給する。 

ただし，同奨励金を受給した者は，翌年度に必ず科学研究費補助金の申請を行うことと

し，申請にあたり，過去に科学研究費補助金を受給した者に事前にチェックを受けること

とする。 

平成３０年度の同財源は，共同研究費から支出することとする。 

（ 参 考 ） 

科学研究補助金奨励金 

平成３０年度 採択者：１０万円 

不採択者（評価「Ａ」）：５万円 

平成３１年度 採択者：同年度の補助金額３００万円未満の場合は１０万円， 

３００万円以上の場合は，補助金額の３.５パーセント相当額 

（百円以下切り捨て） 

不採択者（評価「Ａ」）：５万円
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平成28年10月5日 大短運営会議資料 

研究費の有効的配分について（専攻科生を除く案） 

平成28年6月20日 

理事長・学長会議  

1．植草学園（以下「本学園」という。）は，建学の理念とこれまで築いてきた歴史と伝統を継

承し，本学園ならではの教育・研究活動の展開を目指しているが，取り組むべき喫緊の課題

とし，収支のバランスがあげられる。

2. 本学園が，永続的発展を続けるために，全教職員が一丸となって上記課題解決のために平成

２８年度において経費削減一律１０％を目標に行うこととし，研究費については，平成２９

年度から積極的な外部資金の調達を目的として次のような有効的な配分ルールに変更する。

3. 研究費の予算総額を大学，短期大学の当該年度の４月１日専攻科生を除く在籍学生(９９１名）

に２万１千円を乗じた額とし，２５％を本学園共同研究経費（以下「共同研究費」とい

う。），７５％を個人研究費とする。

助教以上の個人研究費は，上記総額を在籍教員（助教以上）で割り千円以下を切り捨てた額

とする。なお，助手は，従前どおりの１０万円とする。

4. 共同研究費を受けた者は，次年度において科学研究費補助金等の外部資金に必ず応募するこ

とを条件とする。応募しない者(２０万円以下を除く。）は，次年度の個人研究費を１０％減

とし，その予算額を共同研究費（又は科学研究費採択奨励金に組み入れる）として研究を推

進させるための経費に充当する。

5. 平成２９年度から科学研究費補助金の応募者奨励金を廃止し，採択者には１０万円の奨励金

を支給し，その他の外部資金においても間接経費を獲得とした場合には，応分の報奨金を個

人研究費として支給する。

6. 共同研究費の審査にあたっては，本学園の独自性を出すプランディングを推進する研究経費

と位置づけ，本学園ならではの教育・研究活動の発展に期するとともに，外部資金調達の可

能性が高い研究を優先して採択することとする。
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植草学園大学研究委員会規程

〔制 定 平成２０年４月 １日〕

〔最近改正 令和 ２年２月２６日〕

（目的）

第１条 この規程は，植草学園大学教授会規程第１２条第１項の規定に基づき，植草学園大学に

置く研究委員会（以下「委員会」という。）に関し，必要な事項を定めることを目的とする。

（審議事項）

第２条 委員会は，次に掲げる事項を審議する。

一 研究の推進方策に関すること。

二 研究紀要の発行に関すること。

三 共同研究の審査に関すること。

四 研究交流に関すること。

五 その他研究に関する重要事項

（組織）

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。

一 発達教育学部から選出された教員３名

二 保健医療学部から選出された教員２名

三 学長が指名した者

２ 委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期

間とする。

３ 第１項第３号の委員の任期は，２年を超えない範囲で学長がその都度定める。

（委員長及び副委員長）

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長は，学長が指名する者をもって充て，副委員長は，委員長が指名する者をもって充て

る。

３ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，その職務を代行する。

（委員以外の者の出席）

第５条 委員長は，必要があると認めたときは，委員以外の者を委員会に出席させることができ

る。

（専門部会）

第６条 委員会は，専門の事項を調査・検討する必要があるときは，専門部会を置くことができ

る。

２ 専門部会に関し必要な事項は，委員会が別に定める。

（議事要録）

第７条 委員会の議事内容は，議事要録に記録するものとする。

（庶務）

第８条 委員会の庶務は，総務課において処理する。
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（規程の改廃）

第９条 この規程の改廃は，学長が教授会の意見を聴いて行う。

（雑則）

第１０条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が別に定め

る。

附 則（平成２０年４月１日運営協議会承認）

この規程は，平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２２年３月１７日運営協議会承認）

この規程は，平成２２年４月１日から施行する。

附 則（平成２７年３月２３日運営協議会承認）

この規程は，平成２７年４月１日から施行する。

附 則（令和 ２年２月２６日学長承認）

この規程は，令和 ２年２月２６日から施行する。
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大学設置基準上必要な校地面積及び校舎面積 

・校地面積
大学設置基準
第三十七条 大学における校地の面積（附属病院以外の附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。）は、収
容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積に附属病院建築面積を加えた面積とす
る。
発達教育学部収容定員 400 人
保健医療学部収容定員 320 人
看護学部収容定員 320 人
計 1,040 人

大学設置基準上必要な校地面積 10,400 ㎡ 

・校舎面積
大学設置基準
第三十七条の二 校舎の面積は、一個の学部のみを置く大学にあつては、別表第三イ（１）若しくは（２）
又はロの表に定める面積（共同学科を置く場合にあつては、当該学部における共同学科以外の学科を一
の学部とみなして同表を適用して得られる面積に第四十八条第一項の規定により得られる当該共同学
科に係る面積を加えた面積）以上とし、複数の学部を置く大学にあつては、当該複数の学部のうち同表
に定める面積（共同学科を置く学部については、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみ
なして同表を適用して得られる面積）が最大である学部についての同表に定める面積（共同学科を置く
学部については、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる
面積）に当該学部以外の学部についてのそれぞれ別表第三ロ又はハ（１）若しくは（２）の表に定める
面積（共同学科を置く学部については、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同
表を適用して得られる面積）を合計した面積を加えた面積（共同学科を置く場合にあつては、第四十八
条第一項の規定により得られる当該学科に係る面積を加えた面積）以上とする。

発達教育学部(400－200)×661÷200+2,644=3,305
保健医療学部(320－200)×1,157÷200+4,628=5,322.2 
看護学部  (320－200)×992÷200+3,966=4,561.2 
保健医療学部が最大値の 5,322.2 

発達教育学部 2,148 
看護学部 3,140 
5,322.2＋2,148＋3,140＝10610.2 
大学設置基準上必要な校舎面積 10610.2 ㎡ 

資料39

－ 設置等の趣旨（資料） ― 160 ―



定期建物賃貸借契約書

賃貸人 独立行政法人国立病院機構千葉医療センタ ー 院長 斎藤 幸雄（以下「甲」とい
う。）と賃借人 学校法人植草学園 理事長 植草 和典（以下「乙」という。）は、甲が所有
する下記【1】に記載の建物（以下「本件建物」という。）について、以下の条項により借地借

' .. :,:家法（平成3年法律第9 0号。以下「法」という。）第38条に定める定期建物賃貸借契約（更
＇心・

ー

い新のない賃貸借契約）を締結した。

, l l仕后疇l

: 

9., •J"こ9 、ぞ’'ごI了·'，- 1 

、'/^'＇【可：】｝定期建物賃貸借の目的物件の表 示
，←て ご

9
! i 1 l :~ 薔• •=- � 在 地 千葉県千葉市中央区椿森4丁目1番2号

I 

名 称
独立行政法人国立病院機構千葉医療センタ ー附属
千葉看護学校
学校棟 鉄筋コンクリ ー ト造地上3階、地下1階

構 造 ほか、別表1「千葉医療センタ ー附属千葉看護学校 建物面積表」
に示すとおり。

貸 付 場 所 指定場所（別紙「配置図」に示すとおり。）

貸 付 面 積 4, 745. 93ポ（面積の算定は甲に従うものとする。）

【2】賃料等の約定事項
金49,500,000円也
（令和 7 年 4月1日～令和 27 年3月31日）

年 額 賃 料 ※（年額内訳 く本体〉 金 45,000,000 円也

く消費税相当額＞ 金 4,500,000円也）

※看護学部設置時期を早めることが出来る場合 、 令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日ま
での賃料を年額賃料の 1/3 の額とする。

令和7年4月1日より令和27年3月3 1日まで(20年間）
賃 貸 借 契 約期間 ※看護学部設置時期を早めることが出来る場合は令和6年4月1

日より令和27年3月3 1日まで(21年間）

使 用 目 的 乙が運営する大学の看護学部の設置及び運営事業

... · •... 9 9-.,. ＿.,._'一・ ・ー・・ ●響·-· ·- - ··- - ．． 
所 在 地 千葉県千葉市中央区椿森4丁目1番2号

名 称
独立行政法人国立病院機構千葉医療センタ ー附属
千葉看護学校周辺の土地

地 目 宅地

貸 付 場 所 指定場所（別紙「配置図」に示すとおり。）

貸 付 面 穂
3, oooni

(【1】の建築面積を含む。面積の算定は甲に従うものとする。）

（契約の目的）
第1条 甲は、その所有に係る本件建物を乙が運営する大学の看護学部の設置及び運営事業の

目的のもとに乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。
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（建物の使用目的及び使用制限）

第2条 乙の本件建物の使用目的は、標記【2】に記載のとおりとし、それ以外の用途に使用し
てはならない。 ただし、 他の用途に使用する必要が生じた場合には、 乙は甲に対し使用目的
を記載した書面をもって申請し、 承認を得た場合にはその限りではない。

（賃貸借契約期間）
第3条 本件賃貸借契約期間は、 標記【2】に記載のとおり令和7年4月1日から令和27年

3月3 1日までの20年間とする。
2 本契約は、 前項に規定する賃貸借契約期間の満了により終了し、 更新がない。

（契約期間満了の通知）
第4条 甲は、前条第1項に規定する賃貸借契約期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間（以

下「通知期間」という。）に乙に対し、賃貸借契約期間の満了により賃貸借契約が終了する旨
を書面により通知するものとする。

2 甲は、前項に規定する通知をしなければ、賃貸借契約の終了を乙に主張することができず、
乙は前条第1項に規定する賃貸借契約期間の満了後においても、 本件建物を引き続き賃借す
ることができる。 ただし、 甲が前項の通知期間の経過後、 乙に対し賃貸借契約期間の満了に
より賃貸借契約が終了する旨の通知をした場合においては、 その通知の日から6ヶ月を経過
した日に賃貸借契約は終了する。

（本件建物の引渡し）
第5条 甲は乙に対し、 第3条に規定する賃貸借契約期間開始日に本件建物を現状有姿のまま

引き渡すものとする。

（契約不適合）
第6条 乙は、 本契約締結後、 本件建物の種類、 品質又は数量に関して契約の内容に適合しな

いことを発見しても、 履行の追完の請求、 代金の減額の請求、 損害賠償の請求又は契約の解
除をすることができない。

（賃料及び賃料改定）
第7条 本件建物に係る賃料は、標記【2】に記載のとおり定め、乙は甲に対し支払わなければ

ならない。
2 前項の賃料が経済情勢の変動、 公租公課等の増加、 近隣の賃料の比較等によって不相当と

なったときは、 甲及び乙は、協議の上賃料を改定することができる。
3 1年に満たない賃貸借契約期間の賃料は、 第1項の賃料の年額相当額を1年を365日と

して日割り計算した額とし、 当該金額に1円未満の端数があるときは、 その端数金額を切捨
てた額とする。

（支払方法）
第8条 乙は、 賃料及び諸費用を次の各号のとおり、 甲の指定する銀行預金口座に振り込む方

法で支払うものとする。 ただし、 支払に要する振込手数料等の費用は乙の負担とする。
一 賃料は毎年4月末日までに当年度分を支払うものとする。 ただし、 初年度においては当

該年度分を本契約開始日の属する月の翌月末までに支払うものとする。
二 諸費用は、 甲からの請求書受領後1ヶ月以内に支払うものとする。

（延滞損害金）
第9条 乙が本契約に基づく債務の支払いを延滞したときは、 甲は延滞金額に対して年利3.

0％の割合で算定した額の損害金を請求することができる。
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（内装造作・諸設備工事等）
第1 0条 乙が次の各号の工事をしようとするときは、 乙はあらかじめ書面により甲の承諾を

得て、甲若しくは甲の指定する者又は甲の承認を得た者にその工事を依頼するものとし、 そ
の工事に要する費用は乙の負担とする。
ー 内装造作諸設備の付加、新設、 除去、 改造、 交換その他現状の変更
二 本件建物内の天井、 壁の塗装替、 床の張替又は乙の責めに帰すべき事由による修理

2 乙が付加、新設した内装造作諸設備に賦課される公租公課は、 宛名名義の如何に関わらず
乙の負担とする。

（禁止又は制限される行為）
第1 1条 乙は、 次の各号の行為をすることができない。

一 本件建物の全部又は一部につき、 賃借権を譲渡したり、 担保に供する等の処分を行うこ
と。

二 本件建物の全部又は一部につき、 転貸、 使用貸借など第三者に使用させること。
三 本件建物に乙以外の名称で表示板の掲出等を行うこと。
四 本契約書の条項に違反する行為をすること。

（修繕）
第1 2条 本件建物の諸造作、設備等の破損・故障等により修繕を要する箇所が生じたときは、

乙は、 速やかに甲に通知するものとし、甲は、 建物の維持保全上必要なものについてはこれ
を修繕するものとする。 この場合において、 乙の故意又は過失により必要となった修繕に要
する費用は、 乙が負担しなければならない。

2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、 甲は、その旨を乙に通知し、 乙はこれに協力
するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、 別表2に掲げる軽微な修繕等については、 乙が自らの負担に
より自ら行うこととし、 甲への通知及び甲の承諾を要しない。

（乙の管理責任）
第1 3条 乙は、 本件建物を自己の責任において管理し、 善良なる管理者の注意をもって使用

しなければならない。
2 前項の規定により支出する費用は、 すべて乙の負担とし、 甲に対してその償還等の請求を

することができない。
3 乙は、 本件建物内で有害な行為及び甲又は第三者に迷惑を与える行為をしてはならない。
4 乙又は乙の使用人、請負人等が故意又は過失により甲又は第三者等に損害を与えたときは、

乙は直ちに甲にその旨を連絡し、 相手方の蒙った損害を賠償するものとする。
5 乙は、 本件建物の使用に関し、 近隣所有者より苦情のある場合は、 乙の費用と責任におい

て解決しなければならない。 ただし、 乙が責めを負うべき事情がないときは、 こ の限りでな
い。

6 乙は、 独立行政法人国立病院機構施設管理規程（平成1 6年規程第36号）及び甲の定め
るその他の諸規則等を遵守するほか、 乙の使用人、 請負人等に対しても遵守させなければな
らない。

（甲の免責事項）
第1 4条 地震、水害、台風等の災害、火災及び盗難、その他甲の責めに帰すことのできない事

由によって乙の受けた損害に対しては、 甲はその責めを負わない。

（通知義務）
第1 5条 乙は、 次の各号の一に該当するときは、 直ちに文書で甲に通知するものとする。

一 乙（若しくはその連帯保証人）の氏名、商号、住所、本店所在地又は代表者に変更があっ
たとき。

－ 設置等の趣旨（資料） ― 163 ―



二
乙の資本構成に重大な変更があったとき。
乙が1週間以上継続して本件建物を使用しないとき。

（実地調査等）
第1 6条 甲は、 乙の第2条、 第1 0条、 第1 1条又は第1 3条に規定する貸付目的等の履行

， 状況を確認するため、又は病院運営及び本件建物の保守管理上必要なときは、 乙に対し事前
に通知のうえ、 本件建物等の実地調査を行うことができる。 ただし、非常の場合であって乙
への通知ができないときは、 事後速やかに乙に報告するものとする。

2 乙は、正当な理由がなく、 前項に定める実地調査を拒み、 妨げ若しくは忌避してはならな
い。

rィ
苓

（契約の解除）
第1 7条 甲は、 乙が次の各号に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定め

て当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、
本契約を解除することができる。
ー 第7条第1項に規定する賃料支払義務
二 第1 0条及び第12条第1項後段に規定する費用負担義務

2 甲は、 乙が次の各号に掲げる義務に違反した場合、 又は事由に該当した場合において、 当
該義務違反又は当該事由により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったと
きは、 本契約を解除することができる。
ー 第2条に規定する本件建物の使用目的遵守義務
二 第1 1条、 第1 3条ないし第15条に規定する義務
三 その他本契約書に規定する乙の義務
四 甲が乙の経営が破綻（解散、破産、和議、民事再生、会社整理、会社更生の申し立て、手

形の不渡り、銀行取引停止処分等があったとき）したと認めたとき。
3 乙は、 やむを得ない事情により、 建物の使用が困難になったときは、 甲に対して少なくと

も2ヶ月前に解約の申入れを行うことにより、 本契約を解除することができる。
4 前項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの日から2ヶ月分の賃料を甲に支払うことによ

り、解約申入れの日から起算して2ヶ月を経過する日までの間、いつでも本契約を解除する
ことができる。

（契約解除による違約金）
第1 8条 乙が甲から前条第1項又は第2項の規定により本契約を解除されたときは、 乙は違

約金として賃料年額（本契約締結後、 賃料総額に変更があった場合には、 変更後の賃料年額
をいう。以下同じ。）を甲に支払わなければならない。ただし、甲の実際に生じた損害が賃料
年額に相当する額を超える場合は、 その超過分について甲の乙に対する損害賠償の請求を妨
げない。

（談合等の不正行為に係る解除）
第1 9条 甲は、 本契約に関して、 次の各号の一に該当するときは、 本契約の全部又は一部を

解除することができる。
ー 公正取引委員会が、 乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、 そ

の役員又は使用人。以下同じ。）に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第7条又は同法第8条の2（同
法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を
行ったとき、 同法第7条の2第1項（同法第8条の3において読み替えて準用する場合を
含む。） の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しく
は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったときb

－ 設置等の趣旨（資料） ― 164 ―



9
S
S』

�

ぷ

j;
\

I
\�

 

二 乙又は乙の代理人が刑法（明治40年法律第45号）第96条の6若しくは同法第19 

8条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき

（乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。）。

2 乙は、 本契約に関して、 乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項
の規定による通知を受けた場合には、 速やかに、 当該通知文書の写しを甲に提出しなければ
ならない。

（談合等の不正行為に係る違約金）
第20条 乙は、 本契約に関し、 次の各号の一に該当するときは、 甲が本契約の全部又は一部

を解除するか否かにかかわらず、 違約金として、 甲の請求に基づき、 賃料総額の10 0分の
1 0に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
ー 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2（同

法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令を
行い、 当該排除措置命令が確定したとき。

二 公正取引委員会が、 乙又は乙の代理人に対し、 独占禁止法第7条の2第1項（同法第8

条の3において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行い、
当該納付命令が確定したとき。

三 公正取引委員会が、 乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第2
1項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第1 9 8条又は独占禁止法第89条
第1項の規定による刑が確定したとき。

2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に
規定する賃料総額の10 0分の10に相当する額のほか、 賃料総額の10 0分の5に相当す
る額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
ー 公正取引委員会が、 乙又は乙の代理人に対し、 独占禁止法第7条の2第1項（同法第8

条の3において読み替えて準用する場合を含む。）及び第7項の規定による課徴金の納付
命令を行い、 当該納付命令が確定したとき。

二 当該刑の確定において、 乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 乙が甲に対し、 独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出している

とき。
3 乙は、 契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、 甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合にお

いて、 甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

（反社会的勢力の排除）

第2 1条 乙は、 当該契約の履行にあたり、 自らが反社会的勢力（独立行政法人国立病院機構
反社会的勢力への対応に関する規程（平成27年規程第63号）第2条各号に掲げる者をい
う。 以下同じ。）ではないこと及び反社会的勢力と一切の関係を持たないことを確約する。

2 乙は、自ら又は第三者をして本件建物を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供し
ないことを確約する。

3 本契約締結後に、 乙が前2項の規定に違反していたことが判明した場合、反社会的勢力が
直接又は間接的に乙を支配するに至った場合又は乙が自ら若しくは第三者を利用して次の各
号のいずれかに該当する行為をした場合には、 甲は、 何らの催告を要せずして契約を解除す

ることができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い、 又は威力を用いて甲の信用を毀損し、 又は甲の業務を妨害

する行為
五 その他前各号に準ずる行為
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4 前項の規定に基づき甲が契約を解除した場合、 乙に生じた損害について、 甲は何ら賠償な
いし補償することは要しない。

5 第3項の規定に基づき甲が契約を解除した場合、 乙は、 甲に対し、 賃料総額の1 0 0分の
30に相当する額を違約金として支払うものとする。

6 乙は、 契約の履行を理由として、 前項の違約金を免れることができない。
7 第5項の規定は、 甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、 甲が

その超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

（違約金に関する遅延利息）
第22条 乙が本契約書に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、

当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、 年利3. 0％の割合で算定した
額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

（賃料の清算）
第23条 甲は、 本契約が解除された場合には、 甲が乙から受領した賃料の未経過賃貸借契約

期間に係る賃料を返還する。 ただし、 その額が1. 0 0 0円未満の場合にはこの限りではな
い。

（造作買取請求権等の放棄）
第24条 乙は甲に対し、 本件建物を明渡すにあたり乙の支出した必要費、 有益費の償還、 内

装造作諸設備の買取、 移転・立退料又は権利金等一切の請求をすることはできない。

（原状回復等）
第25条 甲又は乙が、 本契約に規定する解除権を行使したとき又は本契約が賃貸借契約期間

の満了により終了する日（第4条第1項に規定する通知をしなかった場合においては、 同条
第2項ただし書に規定する通知をした日から6月を経過した日）までに、 乙は本件建物を原
状に回復して返還しなければならない。 ただし、 甲が本件建物を原状に回復させることが遁
当でないと認めたときは、 現状のまま返還することができる。

2 乙が、 前項に規定する義務を履行しないときは、 乙は本契約終了又は本契約解除の翌日か
ら甲に本件建物を返還する日までの賃料相当額の2倍の損害金、 諸費用相当額及び明渡し遅
延により甲が蒙った損害を賠償しなければならない。

3 原状回復工事及び物品等の撤去搬出を乙が履行しないときは、 乙の負担において甲が代行
することができるとともに内装造作諸設備・物品等は任意に処分できるものとし、 乙は甲に
対してこのために生じた損害の賠償を請求することはできない。

（連帯保証人）
第26条 次の者は、 本契約に基づく乙の甲に対する一切の債務につき、 乙と極度額2, 2 5 

0万円の範囲内で連帯して、 その履行の責めを負担する。

住所 千葉県千葉市中央区弁天2丁目1 4番2号
氏名 植 草 和 典

（契約の費用）
第27条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、 すべて乙の負担とする。

（専属的合意管轄裁判所）
第28条 本契約から生じる一切の紛争（裁判所の調停手続きを含む。）については、甲の所在

地を管轄する千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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（協議）
第29条 本契約に定めのない事項又は本契約について疑義がある場合については、甲及び乙

は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意を持って協議し、解決する。

（特約条項I)
第30条 甲又は乙は、賃貸借契約期間内であっても、やむを得ない理由があり、 6 ヶ月前ま

でに各々相手方に書面にて解約の予告をし、双方の合意が成立した場合、その期間の経過を
もって本契約を終了することができる。

（特約条項II)
第31条 第3条に定める賃貸借契約期間の満了までに、甲乙間に新たに法第38条に定める

定期建物賃貸借契約の合意が成立したときは、第25条の規定は適用しない。
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上記の契約締結を証するため本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自その1通
を所持する。

令和3年7月27日

甲（貸主）

乙（借主）

連帯保証人

住所
氏名

住所
氏名

住所
氏名

，勺7’;：
9
,:：●訳唸因こ＝•戸，．，．＂

千葉県千葉市中央区
立行政法人国立

院長 斎 藤 幸
．• 9. 9 9 9 9 r 

!’I I'9', i.：
: i'！ :_ 1,’• 9 :

- ．：...＝．． ．＿平· • •‘— 
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囀
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市
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植
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植
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人

県
法
長

葉
校
事

千
学
理

千葉県千葉市中央区弁天劉罰目1 4番2号
植草和典凰冒
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階数

屋上

3階

2階

1階

地下1階

千葉医療センタ ー附属千葉看護学校

室名等 構造

機械置場

情報科学室、 ゼミ3室、 テラス、 相談
RC 

室等

教室5室、 基礎成人看護実習室、 母性
小児実習室、 在宅看談実習室、 研究室 RC 

校長室、 副校長室、 教員室、 図書室、
RC 

食堂、 体育館等

受水槽室 RC 

計

別表1

建物面積表

延床面積 建築面積
(ni) (ni) 

61.34 

668.89 

1,741.38 

2,224.24 

50.08 

4,745.93 2,349.03 

－ 設置等の趣旨（資料） ― 168 ―



別表2

賃借人負担とする軽微な修繕等について

A. 建物外装及び構造躯体に係るもの
l 軒樋、竪樋の軽微な補修 l 害虫等駆除（ゴキブリ、ダニ・ネズミ等）

B. 内装及び内部躯体に係るもの
釘・ビス穴の改修

ガラス破損の取替

鍵紛失等による再発行

建具の開閉不良による調整及び軽微な補修

盗難防止用の鍵交換

C. 外構に係るもの
l 植栽の剪定 l 植栽の害虫駆除

�

 

�
，

 

D. 電気設備に係るもの
ヒューズの取替

コンセント・スイッチ等の修理•取替

電話交換機の保守管理

電球、蛍光灯の取替

電話設備の調整及び軽微な補修

電話交換機の局線追加変更工事

E. 給排水衛生設備に係るもの
水栓、ゴム栓、鎖の取替 蛇口のパッキン、コマの取替

排水トラップ等の点検・調整及び軽微な補修 排水目皿等の修理•取替

排水目皿等の点検・調整及び軽微な補修 便器・洗面器具等の点検・調整及び軽微な補

修

F. 冷暖房設備に係るもの
l 冷暖房機器の点検・調整及び軽微な補修 l 冷暖房機器のフィルター清掃及び交換

※本物件に関する本表記載以外の軽微な修繕については、 甲乙協議により決定する
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定期建物賃貸借契約説明書

令和3年7月27日

［＇て

学校法人植草学園
理事長 植草和典 殿

独立行政法人国立病院
院長 斎藤幸

下記建物についての本契約は、借地借家法第38条が適用され、更新のない定期建物賃貸借
契約となります。

すなわち、契約期間が満了した場合には、満了時において当然に契約が終了する契約であり
ます。

従いまして、賃借人は契約期間満了時において、更新の請求や期間延長の請求を行うことは
できません。

【定期建物賃貸借物件】

所在地 千葉県千葉市中央区椿森4丁目1番2号

名 称
独立行政法人国立病院機構千葉医療センタ ー附属
千葉看護学校
学 校棟鉄筋コンクリ ー ト造地上3階、地下1階

構 坦、牛 ほか、別表1「千葉医療センター附属千葉看護学校 建物面積表」
に示すとおり。

貸付場所 指定場所（別紙「配置図」に示すとおり）

貸付面積 4. 745. 93m（面積の算定は甲に従うものとする。）

賃貸人 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター
院長斎藤幸雄殿

上記説明を受け、説明書を受領しました。

ロニ芯；区弁天2

9
四

理事長植草和
員[`

/
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■ 校地校舎等の図面

（１） 都道府県内における位置関係の図面
（２以上の校地等に分かれている場合は、それぞれの位置関係が分かるもの）

資料 4 1 
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（２）最寄り駅からの距離，交通機関及び所要時間がわかる図面

・千葉医療センター内椿森キャンパス

・千葉若葉キャンパス

東京

徒歩９分

千葉公園前

千葉 東千葉

千葉医療センター内
椿森キャンパス

徒歩６分

徒歩18分

至成田

千葉内陸バス
11分

JR総武本線成田線
2分

千葉都市モノレール
2分

JR総武線
快速39分
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（３）校舎，運動場等の配置図（完成年度のもの）
・千葉医療センター内椿森キャンパス

・千葉若葉キャンパス
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千葉医療センター内椿森キャンパス
非常勤講師　
発保共通で移動不可

教員 教室 教員 教室 教員 教室 教員 教室 教員 教室 教員 教室

看護倫理 浅野 中講義 地域包括ケア論 田所 中講義

上原
A棟
2・3

小坂 中講義 看護管理・看護政策論 栗栖 講10・11

非常勤 講3 非常勤 講3

非常勤 講3 非常勤 講3

栗栖 大講義

石川 講14

窪谷 講１ 公衆衛生看護方法論Ⅱ 非常勤 講1

公衆衛生看護方法論Ⅲ 非常勤 講1

ベーシックサイエンス 河原 基礎医実 自信を高める心理学 足立 多目演1

中国語入門 楊 講１５

体育実技B
下稲葉

中島（亮）
遠藤

グラウンド
（雨天時Ｅスタ）

体育館
桑名 大講義

ゲノム・遺伝学 青木 中講義 宮崎 講13

保健医療統計学 北池 中講義

保健医療情報学 北池 中講義

災害看護学演習 宮崎
講2

体育館

2024/2/21

植草学園大学看護学部看護学科（前期）授業時間割（案）

グローバルヘルス看護学Ⅱ

4

集
中
講
義

1
パラスポーツ指導概論（初回(講義)の
日程はキャンパスプランでお知らせし
ます。）

馬場　他

土

看
護
学
部

1

2

3

4

実1・2 地区活動論 宮崎

金

看
護
学
部 講３

4
統合看護実習

3 精神保健看護方法Ⅱ 小坂 実1・2 地域・在宅看護方法Ⅱ 栗栖

遠隔
（オンデマンド）

2 老年看護学概論 田所 中講義

法学入門 金津 遠隔
人間関係
論

全必 足立
遠隔

（オンデマンド）
日本国憲法 b 金津

遠隔
（オンデマンド）

足立
遠隔

（オンデマンド）
日本国憲法 a 金津

4
公衆衛生看護管理論

統合看護実習

1 人間と道徳

実1・2 母性看護方法Ⅱ 林 実1・23

災害看護学概論 宮崎 中講義

全必 野澤
遠隔

（オンデマンド）
心理学 全必

精神保健看護学概論 小坂 講21・22
慢性期看護学概論 浅野 大講義

老年看護方法Ⅱ 田所

フランス語入門 小川 講13
体育実技A

中島（亮）
下稲葉
遠藤

グラウンド
（雨天時Ｅスタ）

体育館 人体の構造と機能Ⅱ

木

看
護
学
部

1

人体の構造と機能Ⅰ 山本 大講義

2
急性期看護学概論 浅野 大講義

保健医療福祉制度論 北池 中講義

3 看護学セミナー 全教授 中講義
運動学

文学の世界

経済学入門

酒井

李

講15

講14

山本
松岡

講21・22 エレメンタリーセミナー 小西 中講義

水

看
護
学
部

1 自然科学基礎演習 全必

4
統合看護実習

実1・2 公衆衛生看護方法論Ⅰ 宮崎 講1

4
医療経済学

統合看護実習

生化学・栄養学 増田 中講義

(※社会学入門）

2

3 成人（急性・慢性）看護方法Ⅱ 浅野 実1・2 小児看護方法Ⅱ 中村

母性看護学概論 林2 看護基本技術Ⅳ 永田 講2・3
疾病と治療Ⅰ 疾病と治療Ⅱ

英語Ⅰ　 　全必
荒金

長谷川
講14
講15

国際理解 大塚

中村 講3
疾病と治療Ⅲ 疾病と治療Ⅳ

講3 小児看護学概論

4
統合看護実習

火

看
護
学
部

1
教育学入門
読書技術演習

小野
横田

月

看
護
学
部

北池 さくらホール
講15

※バイオリテラシー入門 早川 基礎医

講14
※情報機器演習ｂ 川口 ＰＣ室 統計学入門 全必

遠隔
（オンデマンド）

3
地域共創ケアⅢ　

公衆衛生看護学演習 宮崎
ADL

訓練室
疫学演習 北池 中講義

看護基本技術Ⅱ 阿部 実1・2

2 感染と防御 岡田 大講義

家族社会論 中村 講3 看護基本技術Ⅰ 阿部 実1・2

1 看護学原論Ⅰ 永田 講3

曜
日

専
攻

学
年

１（9:20～10:50） ２（11:00～12:30） ３（13:20～14:50） ４（15:00～16:30） ５（16:40～18:10） 6（18:20～19:50）

科　目 科　目 科　目 科　目 科　目 科　目

●【1・2年生の必/選〔必修，選択）の表記について〕】

※必＝必修科目 (全員が必修の科目(全必）と、専攻によって必修となる科目(理必・作必）があります。）

※空欄の科目は，選択科目です。専攻によって，選択科目や必要単位数が異なります。

※ abcd･･･は，同一科目が複数開講されている科目につけた記号です。

●教室名の表示について

○講１→講義室１（講義室1～22まで同様の表示） ○レクシア→レクチャーシアター

○多目演１→多目的演習室1 ○保技演→保育技術演習室

○Eスタ→Eスタジオ ○ADL→日常動作訓練室

○Mスタ→Mスタジオ

●教室棟

○音楽室 A棟 3F

○大講義室 A棟 3F

○被服工芸室 B棟 2F

○調理実習室 F棟

【キャンパスプランでの履修登録上の注意】

時間割にない演習・実習科目等は，「集中講義」から登録を行ってください。
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教員 教室 教員 教室 教員 教室 教員 教室 教員 教室 教員 教室

宮崎 大講義 岩瀬 さくらホール 音楽の世界 芝辻 Pスタジオ

マーク・レモン 講13

歴史学 永島 講10・11

精神保健看護方法Ⅰ 小坂 中講義 地域・在宅看護方法Ⅰ 栗栖 中講義

キャリアアップ英語 大塚 講12
体育実技C

遠藤
鈴木

体育館
Eスタ

公衆衛生学・疫学 北池 大講義 地域資源とマネジメント 宮崎 中講義

成人看護学概論 浅野 大講義

ヘルスプロモーション 北池 大講義

健康教育論 宮崎 中講義 浅野 中講義 グローバルヘルス看護学Ⅰ 小坂 大講義

　看護学研究Ⅱ 中村 講３

遠藤
遠隔

（オンデ
マンド）

障害インクルージョン論 野澤
遠隔

（オンデ
マンド）

d 野澤行動科学入門
哲学入門

足立他

川口
講21・22講141

看護学実習（地域・在宅、成人急性期、成人慢性期、母性、小児、老年、精神保健）、　看護学研究Ⅱ

エンドオブライフケア

さくら
ホール

データサイエンス入門 c 松本

土 2

金

看
護
学
部

講10・11

2

4

3

看護学研究Ⅲ（卒業研究）

文章表現演習
スポーツ健康科学基
礎理論 (全８コマ)

看護学実習（地域・在宅、成人急性期、成人慢性期、母性、小児、老年、精神保健）

木

看
護
学
部

1

看護学研究Ⅲ（卒業研究）

老年看護方法Ⅰ 田所 中講義

4

3

2

講2・3 浅野 講2・3

看護学実習（地域・在宅、成人急性期、成人慢性期、母性、小児、老年、精神保健）、　看護学研究Ⅱ

英語Ⅱ
講15

長谷川
荒金

講14
レクシア

キャリアアップ演習

4

大塚 講12

A棟
後2・3

看護学実習（地域・在宅、成人急性期、成人慢性期、母性、小児、老年、精神保健）、　看護学研究Ⅱ

2 看護基本技術Ⅴ 母性看護方法Ⅰ 小児看護方法Ⅰ永田 講2・3 林 講2・3

（※　英会話　）

泉 講15

中村 成人(急性・慢性)看護方法Ⅰ

水

看
護
学
部

1 体育実技D 中島（悠） 体育館 病態学 岡田

火

看
護
学
部

1

4

3

3

ドイツ語入門
バールケ

ルードリッヒ

2

看護学研究Ⅲ（卒業研究）

看護学研究Ⅲ（卒業研究）

非常勤 講3看護学研究Ⅰ 中村 講3 薬理学

永田 治療室
環境科学

人体の構造と機能演習

栗栖 講3

全必

月

看
護
学
部

1 看護基本技術Ⅲ看護学原論Ⅱ 永田 講3

2 公衆衛生看護学概論 専門職連携論

3

4 看護学研究Ⅲ（卒業研究）

永田 講3

看護学実習（地域・在宅、成人急性期、成人慢性期、母性、小児、老年、精神保健）、　看護学研究Ⅱ

植草学園大学

2024/2/7

看
護
学
部

看護学部看護学科（後期）授業時間割（案） ●（※　　）の科目は，リハビリテーション学科の必修科目と重なっ
ている学年では履修できません。

講10・11松本文章表現演習　ｃ

曜
日

専
攻

学
年

１（9:20～10:50） ２（11:00～12:30） ３（13:20～14:50） ４（15:00～16:30） ５（16:40～18:10）

地域・在宅看護学概論

6（18:20～19:50）

科　目 科　目 科　目 科　目 科　目 科　目

●教室名の表示について

○講１→講義室１（講義室1～22まで同様の表示） ○レクシア→レクチャーシアター

○多目演１→多目的演習室1 ○保技演→保育技術演習室

○Eスタ→Eスタジオ ○ADL→日常動作訓練室

○Mスタ→Mスタジオ

●教室棟

○音楽室 B棟 3F

○大講義室，中講義室 A棟 3F

○被服工芸室 B棟 2F

○調理実習室 ｋ棟

●【1年生の必/選〔必修，選択）の表記について〕】

※必＝必修科目(全員が必修の科目と、専攻によって必修となる科目があり

ます。）

※空欄の科目は，選択科目です。専攻によって，選択科目や必要単位数が異

なります。

※ abcｄ･･･は，同一科目が複数開講されている科目につけた記号です。

●教室名の表示について

○講１→講義室１（講義室1～22まで同様の表示） ○レクシア→レクチャーシアター

○多目演１→多目的演習室1 ○保技演→保育技術演習室

○Eスタ→Eスタジオ ○ADL→日常動作訓練室

○Mスタ→Mスタジオ

●教室棟

○音楽室 B棟 3F

○大講義室，中講義室 A棟 3F

○被服工芸室 B棟 2F

○調理実習室 ｋ棟
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No. 刊行頻度

1 ＣＬＩＮＩＣＡＬ　ＮＥＵＲＯＳＣＩＥＮＣＥ 中外医学社 月刊

2 ＣＬＩＮＩＣＡＬ　ＲＥＨＡＢＩＬＩＴＡＴＩＯＮ（含増刊） 医歯薬出版株式会社 月刊

3 ＬＤ，ＡＤＨＤ＆ＡＳＤ 明治図書出版 季刊

4 ＬＤ研究 日本ＬＤ学会 季刊

5 Ｎｅｗｔｏｎ（含増刊） ニュートンプレス 月刊

6 エデュカーレ 臨床育児・保育研究会　エデュカーレ編集部 隔月刊

7 関節外科（増刊のみ） メジカルビュー 年２回

8 こころの科学 日本評論社 隔月刊

9 さぽーと 星雲社 月刊

10 そだちの科学 日本評論社 年２回

11 ちいさいなかま（含増刊） ちいさいなかま社 月刊

12 みんなのねがい（含増刊） 全国障害者問題研究会出版部 月刊

13 リハビリテーション　スポーツ 日本リハビリテーションスポーツ学会 年２回

14 英語教育（含別冊） 大修館書店 月刊

15 家教連　家庭科研究（含増刊）） こどもの未来社 隔月刊

16 季刊特別支援教育 東洋館出版社 季刊

17 教育と医学 慶應義塾大学出版会株式会社 隔月刊

18 教育音楽　小学版 音楽之友社 月刊

19 教育科学国語教育（含増刊） 明治図書出版株式会社 月刊

20 教育科学数学教育 明治図書出版株式会社 月刊

21 教員養成セミナー(含別冊） 時事通信社 月刊

22 月刊学校教育相談（含増刊） ほんの森出版株式会社 月刊

23 月刊教職課程（含増刊） 協同出版株式会社 月刊

24 呼吸器ジャーナル 医学書院 季刊

25 公衆衛生 医学書院 月刊

26 厚生の指標(含増刊） 厚生統計協会 月刊

27 子どもと発育発達 杏林書院 季刊

28 肢体不自由教育 日本肢体不自由児協会 年５回

29 実践みんなの特別支援教育 学習研究社 月刊

30 社会科教育 明治図書出版株式会社 月刊

31 授業力＆学級経営力 明治図書出版株式会社 月刊

32 循環器ジャーナル 医学書院 季刊

33 初等教育資料（含増刊） 東洋館出版社 月刊

34 小児リハビリテーション ｇｅｎｅ（ジーン） 年３回

35 障害者問題研究 全国障害者問題研究会出版部 季刊

36 心理学評論 心理学評論刊行会 季刊

37 新幼児と保育（含増刊） 小学館 季刊

38 数理科学 サイエンス社 月刊

39 整形・災害外科（含増刊） 金原出版株式会社 月刊

40 整形外科（含増刊） 南江堂 月刊

41 精神医学 医学書院 月刊

42 体育の科学 杏林書院 月刊

43 特別支援教育の実践情報 明治図書出版株式会社 隔月刊

44 特別支援教育研究 東洋館出版社 月刊

45 日経サイエンス 日経サイエンス社 月刊

46 日本の学童ほいく 全国学童保育連絡協議会 月刊

47 日本整形外科学会雑誌 丸善雄松堂 月刊

■学術雑誌(国内・国外)

タイトル 出版社

＜学術雑誌(国内)＞
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No. 刊行頻度

48 月刊

49 脳神経内科（含増刊） 科学評論社 月刊

50 発達 ミネルヴァ書房 季刊

51 美育文化ポケット 美育文化協会 季刊

52 保育ナビ フレーベル館 月刊

53 保育の友(含増刊） 全国社会福祉協議会出版部 月刊

54 訪問リハビリテーション ともあ 隔月刊

55 理学療法 メディカルプレス社 月刊

56 臨床作業療法ＮＯＶＡ 青海社 季刊

57 労働の科学 労働科学研究所 月刊

58 PriPriパレット 世界文化社 隔月刊

59 AERA　アエラ 朝日新聞出版 週刊

60 教育資料 教育公論社 週刊

61 児童青年精神医学とその近接領域 日本児童青年精神医学会 年5回

62 自閉症スペクトラム研究 金剛出版 年2回

63 新聞記事からできた本「こども」 クマノミ出版 月刊

64 手をつなぐ 全日本手をつなぐ育成会 月刊

65 特殊教育学研究 毎日学術フォーラム 年5回

66 日本生活支援工学会 日本生活支援工学会 季刊

67 発達障害研究 日本発達障害学会 季刊

68 小児の精神と神経 アークメディア 季刊

69 生活中心教育研究 日本生活中心教育研究会 年刊

70 ＣＬＩＮＩＣＡＬ　ＳＴＵＤＹ（含増刊） メヂカルフレンド社 月刊

71 ＩＣＮＲ（アイシーエヌアール） Ｇａｋｋｅｎ 年３回

72 エキスパートナース（含増刊） 照林社 月刊

73 がん看護（含増刊号） 南江堂 隔月刊

74 プチナース（含増刊号） 照林社 月刊

75 ほうもん看護 日本訪問看護財団 月刊

76 看護学生（含増刊） メヂカルフレンド社 月刊

77 看護人間工学会誌 看護人間工学会 年刊

78 看護展望（含増刊） メヂカルフレンド社 月刊

79 緩和ケア 青海社 隔月刊

80 月刊ナーシング 学習研究社 季刊

81 小児がん看護 日本小児がん看護学会 年２回

82 小児看護 へるす出版 月刊

83 地域ケアリング（含増刊） 北隆館 月刊

84 日本看護福祉学会誌 日本看護福祉学会 年３回

85 認知症ケア事例ジャーナル ワールドプランニング 季刊

No. 刊行頻度

1 American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation Wolter Kluwer Health 月刊

2 Child Development Wiley 隔月刊

3 Child Development Perspectives Wiley 季刊

4 Wiley 季刊

5 Developmental Psychology American Psychological Association 月刊

6 Language Learning Wiley 季刊

Nature digest(japanese) ネイチャー・ジャパン

タイトル 出版社

タイトル 出版社

85

＜学術雑誌(国外)＞

Monographs of the Society for Research in Child Development
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No. 出版社 種類 区分

1 メディカルオンライン 株式会社メテオ 電子ジャーナル 和

2 メディカルファインダー 医学書院 電子ジャーナル 和

3 医中誌Web 医学中央雑誌刊行会 データーベース 和

4 朝日新聞クロスサーチ 朝日新聞社 データーベース 和

5 CINAHL with Full Text EBSCO データーベース 洋

6 最新看護索引WEB 医学中央雑誌刊行会 データーベース 和

No.

1 疫学の事典 朝倉書店

2 内科学　第12版 朝倉書店

3 看護必要度Q&A　第5版 オーム社

4 解剖学イラスト事典　第4版 中外医学社

5 イラストでわかる患者さんのための呼吸リハビリ入門 中外医学社

6 看護師のための臨床輸血　第3版 中外医学社

7 心理学からひも解く認知症の症候学 中外医学社

8 日本の感染症 南山堂

9 精神医学ハンドブック 第8版 日本評論社

10 精神・心理症状学ハンドブック　第4版 日本評論社

11 ていねいな保健統計学　第2版 羊土社

12 21世紀の予防医学・公衆衛生　第4版 杏林書院

13 ホントに意味がある？ 論文から読み解く 看護のエビデンス20 金芳堂

14 ナースのための　はじめての眼科 金芳堂

15 血液内科ナースのはじめかた 金芳堂

16 ナースのための糖尿病・生活習慣病まるごとアップデート 金芳堂

17 千葉大学病院　病院感染予防対策パーフェクト・マニュアル　改訂第3版 診断と治療社

18 エビデンスに基づく精神科看護ケア関連図　改訂版 中央法規出版

19 エビデンスに基づく消化器看護ケア関連図 中央法規出版

20 訪問看護のための栄養アセスメント・食支援ガイド 中央法規出版

21 看護にいかす画像の見かたガイド 中央法規出版

22 看護覚え書き 日本看護協会出版会

23 中医看護の自然生命理論 日本看護協会出版会

24 産業看護学　第2版 日本看護協会出版会

25 新版　保健師業務要覧　第4版 日本看護協会出版会

26 看護法令要覧 日本看護協会出版会

27 スキルプロフェッショナル　外科ナース入門 文光堂

28 臨床病態栄養学　第4版 文光堂

29 レジデント・医療スタッフ・学生のための臨床栄養入門 文光堂

30 ねころんで読める排尿障害 メディカ出版

31 糖尿病の？（ハテナ）がわかる！ イラストBOOK メディカ出版

32 ねころんで読める ウィズコロナ時代の感染対策 メディカ出版

33 NEWはじめての手術看護 メディカ出版

34 NEWはじめてのNICU看護 メディカ出版

35 小児の頭蓋健診・治療ハンドブック メディカ出版

36 NEW　はじめての循環器看護 メディカ出版

37 観察とアセスメントは解剖生理が9割 メディカ出版

■電子ジャーナル・データベース，電子図書

＜電子ジャーナル・データベース＞

タイトル
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タイトル 出版社

＜電子図書＞
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38 ナースのための危険予知トレーニングテキスト　改訂新版 メディカ出版

39 NEW はじめての婦人科看護 メディカ出版

40 マンガと図説で見てわかるICF（国際生活機能分類）の使いかた メディカ出版

41 ねころんで読める周術期管理のすべて メディカ出版

42 ねころんで読める性感染症 メディカ出版

43 看護・コメディカルの口腔ケア実践ハンドブック サイオ出版

44 ステップアップ基礎看護技術ノート　第2版 サイオ出版

45 看護に活かす　検査値の読み方・考え方　第3版 総合医学社

46 新訂版　写真でわかるリハビリテーション看護アドバンス インターメディカ

47 新訂版　写真でわかる整形外科看護 アドバンス インターメディカ

48 写真でわかる急変時の看護アドバンス　新訂版 インターメディカ

49 看護のための　薬のガイドブック サイオ出版

50 臨床看護で知っておきたい　検査ガイドブック サイオ出版

50
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植草学園大学点検評価規程 

［制  定 平成２９年 ４月２６日］ 

［最近改正 令和 ５年 ４月 １日］ 

 （目的） 

第１条 この規程は，植草学園大学学則第３条第３項の規定に基づき，植草学園大学（以下「本学」 

という。）における自ら行う点検及び評価（以下「自己点検評価」という。）及び外部評価並びに 

認証評価（以下これらを総称するときは「点検評価」という。）に関し，必要な事項を定めること 

を目的とする。 

（評価の方針等） 

第２条 本学においては，教育研究活動及び管理運営等の状況について自ら点検評価を行い，内部質

保証を確保し，本学の目的及び社会的使命の達成に努めるものとする。 

２ 自己点検評価の結果について客観性・公平性を担保し，教育研究活動及び管理運営等の水準向上

に資するため，学外者による外部評価を行う。 

３ 認証評価機関が行う機関別認証評価を受けるにあたっては，前項に定める点検評価の結果に基づ

いて行う。 

 （点検評価の範囲等） 

第３条 点検評価は，全学的な事項（図書館，子育て支援・教育実践センター及び特別支援教育研究

センターに関する事項を含む。以下同じ。）及び各学部に関する事項について行う。

（自己点検評価委員会） 

第４条 点検評価を行うため，自己点検評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（審議事項） 

第５条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

(1) 自己点検評価の基本方針に関する事項

(2) 自己点検評価の実施計画に関する事項

(3) 自己点検評価項目に関する事項

(4) 認証評価に関する事項

(5) 学外者による評価（認証評価を除く。以下「外部評価」という。）に関する事項

(6) 自己点検評価及び外部評価の結果並びに認証評価により改善が必要と認められる事項の整理

及びその結果の活用等に関する事項 

(7) 自己点検評価の結果の公表に関する事項

(8) その他自己点検評価に関し必要な事項

２ 前項各号に掲げる事項のうち，他の委員会等の所掌に関するものについては，必要に応じ，当該

事項に関連する委員会等と連携を図りつつ審議を進めるものとする。 

（組織） 

第６条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 学長

(2) 副学長

(3) 各学部長

(4) 図書館長
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 (5) 各学部の学科主任 

 (6) 全学の学生委員会及び入試委員会の長 

 (7) 各学部の教務委員会，キャリア支援委員会及び研究委員会の長 

 (8) 学園事務局長 

 (9) 大学事務局長  

 (10) 学園事務局及び大学事務局の各課・室の長 

 (11) 学長が指名した者 

 （任期） 

第７条 前条に掲げる委員の任期は，２年を超えない範囲で学長がその都度定める。 

（委員長及び副委員長） 

第８条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は，学長が指名する者をもって充て，副委員長は，委員長が指名した者をもって充てる。 

（会議） 

第９条 委員長は，委員会を招集し，議長となる。 

２ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，その職務を代行する。 

３ 委員長が必要と認めるときは，委員以外の者を会議に出席させ，意見を聴くことができる。 

 （会議の成立等） 

第１０条 委員会は，構成員の３分の２以上の出席がなければ，議事を開くことができない。 

２ 議決を要する事項については，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するとこ

ろによる。 

 （専門部会） 

第１１条 委員会に，必要に応じて専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会に関し必要な事項は，委員会が別に定める。 

 （外部評価委員会） 

第１２条 委員会に外部評価委員会を置く 

２ 外部評価委員会は，委員会が委嘱する学外の有識者若干名をもって構成する。 

３ 委員会は自己点検評価の結果を付して，外部評価委員会に評価作業を付託する。 

 （点検評価事項） 

第１３条 委員会は，次に掲げる事項について点検評価を行う。 

 (1) 大学（学部）のあり方及び教育研究上の目的に関する事項 

 (2) 学生の受入れに関する事項  

 (3) 教育活動に関する事項 

 (4) 研究活動に関する事項 

 (5) 学生支援に関する事項 

 (6) 管理運営，組織及び機構に関する事項 

 (7) 教員組織に関する事項 

 (8) 国際交流に関する事項 

 (9) 社会との連携及び社会への貢献に関する事項 

 (10) 施設設備及び環境に関する事項 

 (11)  図書及び学術情報に関する事項 
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 (12) その他委員会が必要と認める事項 

２ 前項に定める事項に関する具体的点検評価項目については，各年度毎に委員会が別に定める。 

 （点検評価の取りまとめ） 

第１４条 委員会は，各年度毎に，点検評価の結果を取りまとめ，学長に報告するとともに，その要

旨を公表するものとする。 

 （点検評価の結果への対応） 

第１５条 学長は，委員会及び外部評価委員会の点検評価の結果に基づき，改善が必要と認められる

ものについては，適切な措置をとるように努めるものとする。 

 （庶務） 

第１６条 点検評価に関する庶務は，学務課において処理する。 

 （規程の改廃） 

第１７条 この規程の改廃は，学長が自己点検評価委員会の意見を聴いて行う。 

（補則） 

第１８条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が別に定める。 

    附 則（平成２９年４月２６日学長決定） 

１ この規程は，平成２９年４月２６日から施行し，４月１日から適用する。 

２ 植草学園大学自己点検評価に関する規程（平成２０年４月１日制定）は，廃止する。 

      附 則（令和２年３月２５日学長決定） 

  この規程は，令和２年４月１日から施行する。 

    附 則（令和４年９月２１日学長決定） 

  この規程は，令和４年９月２１日から施行する。 

(委員会組織の構成員の見直し) 

    附 則（令和５年４月１日学長決裁） 

  この規程は，令和５年４月１日から施行する。 

（事務組織の再編） 
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